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(項 目 1)

財 務 状 況

①当期総利益又は総損失 総利益 (総損失) 520億 円

②汗り益剰余金又は繰越欠損金 利益剰余金 (繰越欠損金) 420億 円

③-1当期一般勘定運営費交付金債務 66億円 (執行率 964%)

③-2当期共済勘定運営費交付金債務 0.4億 円 (執行率 104.6%)

③-3当期保険勘定運営費交付金債務 0.6億円 (執行率 1003%)

④利益の発生要因

及び

目的積立金の
・

申請状況

1 決算状況

平成23年度決算においては、一般勘定及び保険勘定において当期損失を、

その他の勘定については収支相償ないし当期利益を計上したところである。

なお、各勘定における利益または損失の主な発生要因等については、次のと

おりである。       
・

2 各勘定における利益の発生要因等

[一般勘定]

4,270百万円の当期総損失力t発生。

これは、以下の要因によるものである。

① 平成22年 11月に長寿・子育て・障害者基金勘定が一般勘定に統含

されたことに伴う日長寿 。子育て・障害者基金勘定の平成22年度当期

未処分利益を一般勘定にて平成23年度に国庫納付し、臨時損失として

計上したことによるもの (2,330百万円)

② 東日本大震災にかかる新規貸付又は1曰債権の返済条件の変更に伴い

発生した逆ざや及び賞倒ヨ1当金繰入によるもの (1,944百万円)

③ 旧長寿 ‐子育て 。障害者基金勘定において取得した固定資産にかか

る減価償却費等 (6百万円)

④ その他 (政府出資金の運用収入)(△ 10百万円)

なお、①については、一部を積立金の取崩しにて処理し、残りの損失に

ついては第2期中期目標期間終了時に前中期目標期間繰越積立金を積立金
へ振り替えたうえで、取り崩して処理することとしている。

②については、平成23年度補正予算において措置された政府出資金にて

補てんしている。

[共済勘定]

事業費等の適正な執行等により収支相償となつた。

なお、国の補正予算に伴う都道府県補助金の追加財政措置分については、

翌年度の補助金に上乗せして財源措置されることから、未収財源措置予定

額 (財源措置予定額収益)を計上している。



[保険勘定]

2,150百万円の当期総損失が発生。

これは、以下の要因によるものである。

① 年金受給者が増加したこと等に伴う年金債務 (年金の現価相当額)

の増加及び責任準備金の算定に係る基礎数値の一部について、より合

理的な数値としたことによつて、lb身障害者扶養保険責任準備金が増

加したため

② 平成23年度′鴎 障害者扶養保険資金の運用実績において概ね資産

ごとのベンチマーク収益率を確保し、252%の運用実績となつたが、

厚生労働大臣が指示する運用利回り (年28%)を確保することはで

きなかった。

[年金担保貸付勘定]

58百万円の当期総利益が発生。

これは、業務運営コストを適切に貸付金利に反映したこと等によるもの

である。

[労災年金担保貸付Ell定 ]

3百万円の当期総利益が発生。

これは、業務運営コストを適切に貸1寸金禾」に反映したこと等によるもの

である。

[承継債権管理回収勘定]

56,601百万円の当期総利益が発生。

これは、賃付金利息収入を確保したことによるものである。

なお、当期総利益は独立行政法人福祉医療機構法に基づき翌年度に国庫

納付することとされているので、目的積立金として申請していない。

⑤100億 円以上の

利益剰余金又は繰

越欠損金が生 じて

いる場合の対処状

況

[承継債権管理回収勘定]

56,601百万円の利益剰余金を計上。

これは貸付金利息収入を確保 したことによるものであるが、当該利益剰

余金は独立行政法人福祉医療機構法に基づき翌年度に国庫納付することと

されている。

[保険勘定]

13,248百 万円の繰越欠損金を計上。

平成20年4月 に制度改正を行い繰越欠損金が解消される見込みであつ

たが、サブプライムローン問題やリーマンショックに端を発する金融危機

及びその実態経済への波及による急激な景気減速から内外株式市場が大幅

に下落した影響等により、平成20年度、平成22年度及び平成23年度にお

いて厚生労働大臣が指示する運用利回り (年28%)を確保できなかった

こと、また、年金受給者の増加等に伴う心身障害者責任準備金の1曽力0によ

り、平成23年度末時点において繰越欠損金が解消できていない状況であ

る。

なお、当該事業は、長期的な観点から行われており、中期目標において、

「国においては少な<とも5年ごとに保険料水準等の見直しを行なうこと

としていることから、基礎数値等見直しにlyl要な情報を提供するとともに、

1薔来的に当該事業の安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働

大臣に対しその旨申出をすること」とされている。



⑥運営費交付金の

執行率が 90%以
下となつた理由

運営費交付金を交付されている勘定は、一般勘定、共済勘定及び保険勘定

であり、当該年度の執行率はそれぞれ964%、 104.6%、 1003%となつ

ている。



0頁 目2)

保有資産の管理・運用等

①保有資産の活用

状況とその点検

(独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針

で講 じる措置が定まって

いるものを除く。)

1 保有資産の状況

事業の廃止等に伴い不要となっている財産や賃貸等を行つている財産は保

有していない。

なお、当機構の主な財産である職員宿舎及び運動施設については、独立行

政法人の事務・事業の見直しの基本方針 (平成 22年 12月 7日間議決定。

以下「見直しの基本方針」という。)に基づき国庫納付又はその手続きを進め

ているところである。

≪国庫納付又はその手続きの状況≫

○ 千里山田宿舎 (大阪府吹田市、区分所有建物2戸)については、中期計

画に定めた計画に基づき、平成24年 3月 30日 付で国庫納付 (現物納付)

した。

O 公庫総含運動場については、中期計画に定めた計画に基づき、平成24
年1月 30日付で国庫納付 (現物納付)した。

○ 宝塚宿舎 (兵庫県宝塚市、戸建3戸 )、 川西宿舎 (兵庫県川西市、戸建1

戸)については、中期計画に定めた計画に基づき、国庫納付 (現物納付)

の手続きを進めていたが、近隣住民との土地の境界確定協議が整わず、現

物納付が困難となつたため、財務省等と協議したところ、当該財産を売去,

し金銭により国庫納付を行うこととなり、売却に当たつての近隣住民に対

する説明等の調整を行い、平成24年3月23日に入札を執行した。入本しの

結果、落本しを決定したことから、同年4月5日 に売買契約を締結し、同年

5月 に売却代金の決済完了を経て、速やかに国庫納付することとしてい

る。

○ 東久留米宿舎、小金丼宿舎ほかについては、平成 24年度中における入

居者の退去を促すため、入居者に対する説明会を実施 した。平成 24年度

以降国庫納付することとしている。

2 「独立行政法人の職員宿舎の見直 し計画」(2012.4.3行政改革実行

本部決定)で示された対象となる職員宿舎について

当該見直し計画の対象となる職員宿舎は 20棟あり、24年中に作成され

る見直し実施計画に基づき、着実に職員宿舎の見直しを実施する予定である。

3 固定資産の減損

平成 23年度において減損の兆候を認めたものや減損を認識した資産はな

い。

4 運営費交付金債務

運営費交付金債務については、当該年度に実施すべき業務は実施された

が、引き続き業務を実施 してい<上で必要なクライアン トパソコンの更新、

介護報酬・診療報酬改定、社会福祉法人会計の一元イじ等に伴うシステム整備

等の財源確保について検討が必要な状況であり、平成 24年度においてllR益

化を行う予定である。



②資金運用の状況

1 資金運用の実績

心身障害者扶養保険事業における,b身障害者扶養保険資金の運用実績につ

いては、年 252%の運用利回りとなり、概ねベンチマーク (258%)並み

の収益率を確保することができた。また、各資産についても、概ねベンチマ

ーク収益率を確保することができた。

[平成23年4月～平成24年3月 (年率)]

区  分 へ
・
ンチマク収益率 運用実績 へ

・
ンチマク差

有
価
証
券

国内
債券 294% 282% ▲012%
株式 059% 094% 035%

外 国
債券 499% 491% ▲008%
株式 050% 026% ▲024%

短 期 資 産 005% 008% 003%
合 計 258% 252% ▲006%

2 資金運用の基本的方針

資金の運用については、制度に起因する資金の特性を十分に踏まえ、厚生

労lpl大臣の認可を受けた金銭信託契約の内容に基づき、長期的な観点から安

全かつ効率的に行うことにより、埓来にわたつて扶養保険事業の運営の安定

に資することを目的として行つている。

このため、分散投資を基本として、長期的に維持すべき資産構成害」含を、

心身障害者扶費保険資産運用委員会 (資産運用に精通した外部専P]家により

構成される組織をいう。)の議を経た上で策定 し、心身障害者扶養保険資金の

運用を行つている。

○厚生労働省の役害J

⇒ 福祉医療機構に対し、達成すべき中期目標等を指示 (基本的者え方、

運用の目標、運用利回り、運用手法等)

⇒ 心身障害者扶養保険制度全般の含理的かつ円滑な運営の確保

○福祉医療機構の役害J

⇒ 厚生労働大臣から指示された中期目標等を踏まえて運用を実行 (基本

ポー トフォリオの策定、運用受託機関の選定、評価ベンチマークの設定、

運用の基本方針の策定)

⇒ 運用実績の検証及び財務状況の検証を実施し、その結果を厚生労働省

に文]し報告

○運用受託機関の役害」

⇒ 運用の基本方針及び運用ガイドライン等に基づき資産運用 (ベ ンチマ

ーク収益率の確保)

⇒ 福祉医療機構に対し毎月運用実績を報告

3 運用委託先の状況

運用委託先の選定・評価については、平成 20年 4月 に策定した 日出身障

害者扶贅保険資金の運用に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)に
おいて規定されており、資産管理機関への委託については「運用及び資産管

理に関するガイ ドライン」に規定されている。

なお、運用委託先の評価については、「基本方針」において、原貝」として

3～ 5年ごとに実施することとされており、平成 24年度の実施を予定して

いる。

また、運用委託先の見直しについては、平成 20年度の制度改正時に実施



しており、今後は、運用委託先の評価結果等を踏まえ、必要に応じて見直し

を行う。

4 福祉医療機構の責任

心身障害者扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対

する年金給付を確実に行うため、毎年度、lb身障害者扶養保険事業の財政状

況を検証するとともに、加入者等に対し公表する。

なお、検証の結果は、厚生労働省に報告するとともに、将来的に当該事業

の安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨申

出をする。



■福祉医療貸付事業

③債権の回収状況

1 貸付金の状況

福祉医療貸付事業に係る貸付金の状況は次のとおりである。

区 分 件 数 金 額

貸 付 実 行 2,136件 3,846億円

回 収 1,377件 3,158億 F9

| うち債権償却 6件 6億円

貸 付 残 高 23,193件 3ツ

`2,023億
円

2 貸付金の回収計画

福祉医療貸付事業においては、債権ごとに金銭消費貸借契約の内容により

作成した償還約定表に基づき、償還期日に貸付先から償還元金及び貸付金利

息の回収を行うとともに、入金状況を把握する等、回IIP金等の管理を実施し

ている。

3 回収計画の実施状況の評価

福祉医療貸付事業においては、医療施設における医師及び看護師等の不足、

また、社会福祉施設における介護職員の不足等により経営が悪化するケース

が見られるなど、弓lき続き厳しい経営環境の中で、資金繰りに支障を来す貸

付先が多<なつていることが、リスク管理債権を発生させている主な要因で

あると考える。

なお、リスク管理債権の動向を毎月役員等幹部に報告するとともに、発生

要因を分析 し、分析結果を貸付関係音Bにフィードバックするなど、リスク管

理債権の抑制に努めているところである。

4 回収計画の見直 しの検討

貸付先からの回収が滞つた場合、直ちに1犬況を確認するとともに、回収計

画の変更が必要と判断された場合には、貸付先から提出された改善計画書を

基に、その事業の/AN其
性及び懸要性、経営1犬態等を十分に勘案のうえ、適正

な審査を実施し、貸出条件の緩和による経営の立て直しや再生を支援 してい

るところである。



■年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業

1 貸付金の状況

年金担保貸付事業及び労災年金担保貸1寸事業に係る貸付金の1犬況は次のと

おりである。

区  分
年金担保貸付事業 労災年金担保貸付事業

件 数 金 額 件  数 金 額

貸 付 実 行 183,465件 1,459億 円 2,969件 1   36億 円

回 収 179,6701牛 1,569億円 3,159件 40億円

|うち債権償去ロ 151牛 〇億円 1件 〇億円

貸 付 残 高 361,484件 1,793億円 5,844件 44億円

③債権の回収状況

2 貸付金の回収計画

年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業においては、独立行政法人福

祉医療機構法に基づき、年金受給者の年金受給権を担保として小□資金の貸

付けを行つており、回収に当たっては各年金支給月に年金支給機関より当機

構が受領する年金から償還元金及び利息の回収を行つている。

3 回収計画の実施状況の評価

回収計画の実施状況については、貸付金利の見直し時に評価を行つている。

また、信用保証機関の利用率力t999%に達しており、リスク管理債権の発

生は保証履行がされない場合に限定されるため、リスク管理債権比率は年金

担保貸付事業が016%、 労災年金担保貸付事業が065%にとどまつている。

なお、両事業における比率に差が生じているが、主な要因は、当機構がこ

れら事業を承継した際のリスク管理債権比率の違いによるものである。

4 回収計画の見直 しの検討

受託金融機関に対する指導を徹底することにより、リスク管理贋権の発生

の減少を図つているところである。



■承継年金住宅融資等債権管理回収業務

③債権の回収状況

1 貸付金の状況

承継年金住宅融資等債権管理回収業務は、年金被保険者に対する年金住宅

融資等に係る慣権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行

うものである。平成23年度における回収1犬況等は次のとおりである。

区 分 件  数 金 額

回 収 41,3091牛 2,464億 円

うち債権償去0 156件 65億円

貸 付 残 高 335,321件 1兆 4,892億 円

2 貸付金の回収計画

承継年金住宅融資等債権管理回収業務においては、債権ごとに金銭消費貸

借契約の内容により作成した償還年次表に基づき、支払期日 (基本的に9月

と3月の年2回 )に、貸付先から、償還元金及び貸付金利息の回収を行うとと

もに、入金1犬況を把握するなど、回収金等の管理を実施している。

3 回lll計画の実施状況の評価

承継年金住宅融資等債権管理回収業務におけるリスク管理債権について

は、毎年度決算時において評価を行い、財務諸表において公表しているとこ

ろである。

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、平成17年 1月末をもつ

て新規融資を停止 したことから、毎年度、貸付残高が大幅に減少することに

より、貸付残高に占めるリスク管理債権の害」合は増加する傾向にあり、平成

23年度においては603%になつた。

なお、承継年金住宅融資等債権の945%は機関保証付き債権となってお

り、機関保証付き債権を除いたリスク管理債権の割合は188%である。

4 回収計画の見直 しの検討

延滞や貸倒れを防止するため、経済情勢の変化に伴う□―ン返済困窮者及

び民事再生法の適用者などについては、償還条件変更を実施し、将来にわた

る円滑な元利金の返済を確保する方策を講じている。

■貸付事業に係る未収収益 (貸付金利息)

③債権の回収状況

一般勘定、年金担保貸付勘定、労災年金担保貸付勘定及び承継債権管理回

収勘定において、貸付事業に1系 る未IIX収益を計上しているところである。こ

れは年度内に発生 した貸付金利息であり、翌年度の約定償還日に貸付先から

回収するものである。



(項 目 3)

組織体制・人件費管理

(委員長通知別添―関係)

①給与水準の状況

と

総人件費改革の

進捗状況

1 給与水準の状況

◎指数の状況対国家公務員  116.4
地域勘案

学歴勘案

103.4
113.6

地1或・学歴勘案 101.5
(注)地域勘案指数 :民間雲金が高い地1或の職員に支払われる手当の有

無を考慮した指数
学歴勘案指数 :学歴構成による給与水準の違いを考慮した指数

◎国に比べて給与水準が高くなつている定量的な理由

① 在勤地が大都市圏であること

比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均であるが、機構の在勤

地は大都市圏 (東京都特月」区及び大阪市)であり、特別都市手当 (国の地

1或手当に相当)の支給対象に差があること。

(臓員の害」含…東京都特別区 :907%、 大阪市 :93%)
② 大学卒以上の比率が高いこと

国家公務員 (行政職 (― ))の大学卒以上の比率は526%(平成23年
国家公務員給与等実態調査)であるのに対し、当機構職員の大学卒以上の

比率は879%となつており、学歴構成による差があること。

③ 管理職比率が高いこと

当機構は、特殊法人改革等の流れの中で、他組織からの事業承継が断続

的に行われており、従来から実施してきた福祉医療貸付事業等の6事業に

加え、年金担保貸付事業等を他組織から承継し、現在、8事業 1業務と多

種多様な事業を行つており、事業承継の過程において、各事業毎に担当部

署を設け、結果的に、全体の管理監督者のしじ率が国家公務員としヒ較して高

い傾向にあること。

④ 民間の金融部門における給与実態を勘案していたこと

当機構は、福祉医療分野における政策金融を事業の中核として行つてお

り、金融に関する専門性を有する公庫等の給与実態や民間における金融音B

門の給与実態等を勘案しながら、必要な人材が確保できる水準としてきた

こと。

◎給与水準の適切性の検証

① 国からの財政支出について

平成23年度支出予算の総額194,098百万円に対し国からの財政支出

額は48,542百万円 (支出予算の総額に占める国からの財政支出の割含 :

250%)で あり、その内訳は、運営費交付金3,948百万円、社会福祉振

興助成費補助金2,081百万円、退酬手当共済事業に係る給付費補助金

22,792百万円、福祉・医療貸付事業に係る利子補給金5,512百万円、

政府出資金14,2∞百万円、福祉保健医療情報サービス事業に係る受託収

入9百万円となつている。

給与、報Oll等支給総額は1,984百万円 (支出総額に占める害」含 :10%)
であり、国からの財政支出を増加させる要因とはなつていない。



② 累積欠損額

平成22年度決算において累積欠損額は発生していない。

③ 法人の業績評価                   ,
当機構は平成22年度業務実績について、評価委員会の評価において16

項目中5項目S(中期計画を大幅に上回つている)、 9項目A(中期目標を

上回っている)評価を受けている。

④ 支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割含

平成23事業年度決算における支出総額192,537百万円に対し給与、

報酬‖等支給総額1,984百万円であり、その害J合は10%程度である。

⑤ 管理職の割合

当機構職員 (事務・技術)の管理職の害」含は181%となっている。

なお、管理職の害」含は減少傾向にあり、給与水準引き下げの一要因と

なつている。

⑥ 大卒以上の高学歴者の害」含

当機構rel員 (事務・技術)の大卒以上の害」含は879%となっている。

◎講する措置

○これまでに請じた措置
・ 平成16年度

全職員の昇給を停止

国家公務員に先立って、職階と等級の明確化及び昇給カープの抑制を目

的とした本俸基準表のヨ|き下1ずを実施 (平均△53%)
・ 平成16～23年度

組織のスリム化の推進 (部長△4、 次長△2、 課長△10)
。 平成22年度

管理職層等を対象とした機構独自の本俸基準表の引き下げ措置を実施

(平均△10%)
・ 平成23年度

中高齢層を対象とした機構独自の本俸基準表の31き下げ措置を実施 (平

均△1_0%)

○今後講する措置

上記措置を講じてきた結果、地域・学歴差を勘案した対国家公務員指数は

減少傾向にあるが、給与水準の適正化を弓|き続き着実に進めていくため、平

成24年度においては更に以下の取組みを実施しているところである。
。 国家公務員の給与特例法に準じた給与減額支給措置の実施

1本俸

① 課長相当職員以上 (7～ 5等級)    △977%
② 課長代理、係長相当職員 (4～3等級) △777%
③ 係員 (2～ 1等級)          △477%

2役臓手当 ―律△10%
3期末手当及び奨励手当 一律△977% 等

・ 55歳を超える職員 (3等級 (係長級)以下の職員を除く)に対する本俸、

役職手当等の支給額について、国を上回る弓き下げを実施 (国△15%:
機構△20%)

・ 特別都市手当 (国の地域手当に相当)について、国は平成18年度以降6%
弓|き上げ、平成22年度に18%(東京都特別区)の支給害」含となったが、



当機構は31き続き12%に据え置き、ID制 を継続する。

なお、今後とも国家公務員の給与改定状況等を注視しつつ、平成24年度(平

成25年度公表)における地域 。学歴差を勘案 した対国家公務員指数を概ね

100ポイントとする。

(平成24年度における対国家/AN務員指数は116.4ポイント程度、地域 。

学歴差を勘案 した対国家公務員指数は1005ポイント程度となることが見

込まれる。)

2 総人件費の状況

① 対前年度比における増減の要因について

[給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の対前年度要因]

平成22年度に31き続き、平成23年度においても機構独自の措置として

中高齢層を対象とした本俸基準表のヨ|き下げ (平均△10%)を実施した

ことなどから、給与、報酬‖等支給総額は対前年度比19%減となった。な

お、最広義人件費は退職手当支給額の増加等により、対前年度比で14%
の増加となった。

② 人件費削減の取組状況

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平

成18年法律第47号 )等に基づ<削減目標を確実に達成するため、業務の効

率化等により常勤職員数を抑制し、平成17年度を基準 (平成18年度に承継

した年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係

る2勘定については平成18年度実績額を基準)と して中期計画における人件

費削減目標 (5%)を上回る人件費削減 (145%)を実施した。

3 国家公務員の給与特例法に準した給与減額支給措置の実施について

平成 24年 3月から、

・役IIt員の俸給月額の31下げを実施した。(平均△023%)
※平成 23年 4月からの較差相当分は、平成 24年 6月期の賞与で調整

平成 24年 4月から平成 26年 3月 までの間、

・役員の報酬|について、俸給月額 。賞与等の減額を実施した。(△977%)
・職員の給与について、本俸等の減額を以下のとおり実施した。(行 (― )

相当職員)

①本俸 課長相当職員以上 (7～5等級)    △977%
課長代理、係長相当職員 (4～3等級) △777%
係員 (2～ 1等級) △477%

②役職手当 ―律△10%
③期末手当及び奨励手当 一律△977%
④本俸に運動する手当等の減額支給

特別都市手当等の本俸に運動する手当 (期末手当及び奨励手当を除<)

の月額は、減額後の本俸等の月額により算出

②国と異なる、又は

法人独自の諸手当

の状況

当機構の諸手当は、国に準じた支給内容となっている。



法定福利費376,397千 円 (役職員一人当たり1,358,834円 )

法定タト福利費49,334千円 (役職員一人当たり178,101円 )

(主な法定外福利費の内容)

○住宅関連費用 (宿舎の維持管理費等)

○労働安全衛生法に基づく健康診断費用

(レ クリエーションヘの支出状況)

③福 利厚生費の状 | レクリエーション経費は支出していない。

況        |(健 康保険料の労使負担割合の見直しの働きかけの状況)

厚生労 lpj」 大臣から独立行政法人が加入する健康保険組合の保険料率に係る

労使負担害」合の見直し (労使折半)の要請を受け、加入する健康保険組含に

対し要請を行ってきたところであるが、平成 23年 12月に開催された健康

保険組含会において、被保険者負担分の保険料率を平成 24年度から 3年間

段階的に引き上げ、労使折半とすることに決定した。



(項目 3の 2)

○ 国家公務員再就職者の在籍状況 及び

法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者注1の
在籍状況

注 1 「法人を一度退職 した後、嘱託等で再就職 した者Jと は、法人職員が、定年退職等の後、嘱託職

員等として再度採用されたものをいう (任期付き職員の再雇用を除く。)。

注 2 役員には、役員待遇相当の者 (参与、参事等の肩書きで年間報酬額 1,000万円以上の者)を含む。

注 3 「非人件費ポス トJと は、その年間報酬が簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進
に関する法律 (平成 18年法律第 47号)第 53条第 1項の規定により削減に取り組まなければなら

ないこととされている人件費以外から支出されているもの (い わゆる総人件費改革の算定対象とな
らない人件費)

(平成 24年 3月 末現在)

役  員
注2

常勤  | フト常勤 1  計

職  員

常勤  1 非常勤 1  計

総  数 5人 1人 6人 249人 22人 271人

|う
ち国家公務員

1再就職者
0人 0人 0人 1人 0人 1人

‐

‐

　

‐

，

，

一

うち法人退職者 1人 0人 1人 3人 0人 3人

|うち非人件費ポス
l

| 
ト

0人 0人 0人 0人 0人 0人

:

|うち国家公務員

1再就職者
0人 0人 0人 0人 0人 0人

うち法人退職者 0人 0人 0人 0人 0人 0人

一 国家公務員再就職者である役職員が就いているポス トの名称

[役員]該当なし

[職員]医療貸1寸部長

二 本法人職員の再就職者である役職員が就いているポス トの名称

④国家公務員再就|[役員]理事

職者及び本法人職 |[職 員]再雇用職員

員の再就職者の在

籍ポストとその理 |三
 ―及び二のポストが設けられている理由

①国家公務員再就職者

当機構の業務は、国の政策と密接にかかわるものであり、厚生労働省等の行

政経験を有する者の知見等が必要であることから採用していたものである力ヽ

現職者定年 (平成24年度末)に伴い、国家公務員の再就職を解消することと

している。



②本法人の再就珊者

(理事)

当機構の再就職者が就任していた理事ポス トについて、内音β職員からの登

用によるもの (非公募)

(再雇用職員)

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の規定に基づき、高年齢者雇

用確保措置のため、定年退職者を対象とした継続雇用制度 (再雇用制度)を
実施しているため (り F/A・募)

四 役員ポス トの/AN募の実施状況

平成23年度においては実施していない。なお、現在のところ、役員ポスト

に再就職者はいない。



様式 1 公表されるべき事項

独立行政法人福祉医療機構の役職員の報酬・給与等について

I役員報酬等について

1役員報酬についての基本方針に関する事項

① 平成23年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

役員の奨励手当について、役員給与規程第7条第6項の規定に基づき業績評価の結果

及び職務実績等を考慮のうえ、成績率に反映させた。
(参考)役員給与規程第7条第6項

理事長は、前項の規定による奨励手当の額について、厚生労fr」省独立行政法人評価委員会
が行う業績評価の結果及びその者の職務実績等を考慮し、これを増額し、又は減額することがで

② 役員報酬基準の改定内容法人の長
  〔命勇拷亀早1言

る国家公務員指定職の給与改定を踏まえ、俸給月額を約
 〕

理事
    〔法人

の長に同じ
                          〕

監事
    〔法人の長に同じ                           〕監事(非常勤)〔法人の長に同じ

                         〕



2役員の報酬等の支給状況

役名
平成23年度年間報nll等の総額 就任・退任の状況

前職
1報 llH(給与)1 賞与 | その他 (内容) 就任 退任

法人の長

千 円

16,894

千 円

11,023

千 円

4,321

千 円

1,323(特別調整手当
227 (通勤手当

A理事

千 円

7,450

千 円

4,968

千 円

1,871

刊
５９６
‐５

(特別調整手当)

(通勤手当)

9月 30日 ◇

B理事

千日

7,608

千 円

4,964

千円

1,980

千円

3,865

円

６

８

千

５９

６
(特別調整手当)

(通勤手当)

10月 1日 ◇

C理事

千円

15,295

千 円

9,932

千 円

L濫 略鰤 撃 ※

D理事

千円

7,470

千円

4,968

千円

1,871

円

６

５

千

５９

３
(特

"I調

整手当)

(通勤手当)

9月 30日 ※

E理事

千円

7,682

千円

4,964

千 円

2,083

円

６

９

千

５９

３
(特別調整手当)

(通勤手当)

10月 1日

A監事

千 円

6,549

千 円

4,350

千 円

1,638

十 円

5髯 皓聰 鄭 9月 30日

B監事

千円

4,615

千 円

3,621

千 円

394

円

５

５

千

４３

‐６
(特別調整手当)

(通動手当)

11月 1日

C監事
(非常勤)

千 円

4,498

千円

4,498

千 円 千 円

注 1:「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注2:「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

退職公務員「*」 、役員出向者「◇ J、 独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独 立行政法人等の退職者「*※ J、 該当がない場合は空欄としている。

役員の退職手 当の支給状況 (平成23年度 中に退職手当を支給された退職者の状況 )

区分 支給額 (総額) 法人での在職期間 退職年月 日 業績勘案率 摘  要 前職

法人の長

千 円 年 月

該当者なし

理 事

千 円 年 | 月

該当者なし

監事

千 円 年 月

該当者なし



Ⅱ 職員給与について
1職員給与についての基本方針に関する事項

①人件費管理の基本方針

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法

律第47号)に基づき、平成18年度以降の5年間で、平成17年度を基準 (ただし、平成18

年度に承継された年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務
に係る2勘定については、平成 18年4月 1日 に在職する人員及びこれを前提として支払わ

れるべき人件費を基準)として5%以上を削減する。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(平成 18年 7月 7日 閣議決

定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。

② 職員給与決定の基本方針
ア給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

きづ基に項第条６ ３第法則通人法政

け」
し

ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
に

甲
家公務員の給与水準等を考慮して決定

〕

イ職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

人事評価制度に基づき、職員の人事評価を実施し、その評価結果を昇給や賞与 (奨励
手当)の成績率に反映させている。

ウ 平成23年度 における給与制度の主な改正点

■機構独 自の本俸基準表の引き下げ
・給与水準の適正化を着実に進めていくための取り組みとして、平成22年度に,|き続き、

中高齢層を対象とした機構独自の本俸基準表の引き下げ措置を実施 (平均△1.0%)

■人事院勧告に準じた本俸基準表の引き下げ
・50歳台を中心に、概ね40歳台以上が受ける本俸を引き下げ (平均△0.23%)

ヽ
―
―
―
―
ジ

が 与 の

舒与種 目 制度の内容

本体及び役職手当等
(昇格)

必要経験年数等を有し、勤務成績が良好であって1等級上位の職務遂行が担え
ると認められる場合に職階毎の定数に応じ昇格。(人事評価結果を参考資料とし
て活用 )

(初任給、昇格、昇給等の基準第14条第1項 )

賞与 :奨励手当
(査定分 )

奨励手当は、その者の勤務成績に応じて、理事長がその都度定める割合により
計算した額とし(職員給与規程第23条第7項 )、 人事評価結果を反映させ差を設け
ている。

本体
(昇給)

昇給は、その者の勤務成績に基づいて行うこととしており、その勤務成績は人事
評価結果に基づき決定することとしている。(初任給、昇格、昇給等の基準第20

条 )



2職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

非常勤職員
人

つ
´

蔵

57.8

十「〕

4,014

千 円
|

3,802

千 円

44

千円

212

事務・技術

人

　

３

幕

355
十 円

3,734

十 円 千 円

2,887 1     177

千 円

847

事務・技術
(賞与なし)

人

　

９

斎

65.3

十 円

4,107

十 円

4,107

■ 円

0

千 円

0

1:常勤職 員については

注2:在外職員、任期付職員については、該当者が無いため省略した。
注3:研究職種、医療職種、教育職種については、該当が無いため省略した。
注4:常勤職員の技能職種 (運転手)については、該当者が1人であり、当該個人に関する情報が特定される

おそれのあることから、人数以外は記載していない。
注5:非常勤職員の事務・技術 (賞与なし)は、雇用契約上賞与を支給されない者である。

区分 人員 平均年齢
平成 1

総額

23年度の年間給与額 ([

うち所定内
趙

平均 )

うち賞与

常勤職員
人

216

歳

403
千 円

7,053

十 円

5,317
刊
・２
つ
４

十 円

1,736

事務・技術
人

215

幕

40.2

十 円

7,052

千 円

5,316

千 1iJ

213

千円

1,736

技能職種
(運転手)

人

1

歳 千 円 千 円 千 円 千 円

再任用職員
人
　
３

嘉

63.2

千 円

4,287

十 円

3,689

十 円

274

千 円

598

事務・技術
人

3

嘉

632
十 円

4,287

千円

3,689

千 円

４η
‘

０
乙

千 円

598



②年間給与の分布状況 (事務・技術職員)〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤
まで同じ。〕

干円

14.000

12.000

10,000

8,000

6000

4.000

2,000

0

年間給与の分布状況(事務・技術職員)
人

45

40

35

30

25

20

15

10

S

O

・  ・人数
~平 均給与額
‐‐・ ‐第3四分位
……

… 第1四分位

―
国の平均給与額

ジ

20-23歳 24-27歳 28-31歳 32-35歳 36-39歳  40-43艤 44-47歳  48-51歳 52-55歳  56-59歳

注:①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

事務・ 口貝

分布状況を示すグループ 人 員 平均年齢
蝸 1勁 齢

―

代表的職位

[|]][]〕

68

歳

495

383

276

千 円 千 円

|

千 円

:驚 11乳 11諄
3,6681 3,8871 4,278

③ 職級別在職状況等(平成24年4月 1日 現在)(事務・技術職員)

区分 計 7等級 6等級 5等級 4等級 3等級 2等級

標準的
な職位

部 長 室長 課 長 課長代理 係長・主査 係員

人員

(割合)

人
　

２ ‐ ５

一

人

7

33%)

人

4

19%)

人

34

158%)

人

51

237%)

人

81

377%)

人

38

177%)

年齢 (最高
～最低)

４

　

　

０

つ
‘

　

　

・４

所定内給
与年額(最

高―最低)

千 円

9,738

2

8,064

■円

8,834

2

7,279

8,637

′

5,955

千■

6,769

2

4,154

11'1

5,917

′

3,093

3,443

で

2,552

年間給与
額(最 高～

最低)

千円

13,298

2

10,875

十 円

12,105

′

10,076

千円

11,521

2

7,981

千 円

8,967

`5,602

千円

7,690

2

4,095

4,506

|

3,380



④賞与(平成23年度)における査定部分の比率(事務・技術職員)

区分 夏季 (6月 ) 冬季 (12月 ) 計

理
員

管
職

一律支給分 (期末相当)

% %

585
%

569

査定支給分(奨励相当)

(平均)

最高～最低

%

448
%

415

%

431
%

481-329

%

447‐ 304

%

463-316

般
員

一
職

一律支給分 (期 末相当)

●
　
Ｅ
Ｕ

４

%
672 659

査定支給分 (奨励相 当)

(平均 )

最高～最低

%

355

%

328

％

　

１４

%

481‐ 297

%

447-274
%

463-285

⑤ 職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準 (年額)の比較指標 (事務・技術職員)

対国家公務員(行政職(―))

対他法人 (事務・技術職員)

注 : 当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準 (「 対他法人」においては、

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準)に置き換えた場合の給与水準を100
として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出



給与水準の比較指標について参考となる事項

項 目 内容

指数の状況

対国家公務員  1164

参考

地域勘案      1034
学歴勘案       1136
地域・学歴勘案    lo1 5

国に比べて給与水準が

高くなっている定量的な
理 由

①在勤地が大都市圏であること
比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均であるが、機構の在勤

地は大都市圏 (東京都特別区及び大阪市)であり、特別都市手当(国の地域
手当に相当)の支給対象に差があること。
(職員 (事務・技術)の割合…東京都特別区1907%、 大阪市:93%)
②大学卒以上の比率が高いこと
国家公務員 (行政職 (一 ))の 大学卒以上の比率は526%(平成23年国家

公務員給与等実態調査)であるのに対し、当機構職員 (事務・技術)の大学
卒以上の比率は879%となっており、学歴構成による差があること。
③管理職比率が高いこと

当機構は、特殊法人改革等の流れの中で、他組織からの事業承継が断続
的に行われており、従来から実施してきた福祉医療貸付事業等の6事業に加
え、年金担保貸付事業等を他組織から承継し、現在、8事業1業務と多種多
様な事業を行っており、事業承継の過程において、各事業毎に担当部署を
設け、結果的に、全体の管理監督者の比率が国家公務員と比較ヒ́て高い傾
向にあること。
①民間の金融部門における給与実態を勘案していたこと

当機構は、福祉医療分野における政策金融を事業の中核として行ってお
り、金融に関する専 Pヨ性を有する公庫等の給与実態や民間における金融部
門の給与実態等を勘案しながら、必要な人材が確保できる水準としてきたこ
と。

【主務大臣の検証結果】
地域・学歴を勘案してもなお、国家公務員より高い水準であることから、国

民の皆様に納得していただけるよう、給与水準の見直しについて検討してい
ただきたい。

給与水準の適切性の

検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 250%
(国からの財政支出額 48,542百万円、支出予算の総額 194,098百万円:平

成23年度予算)

【検証結果】
国からの月オ政支出額48′ 542百万円の内訳は、運営費交付金3,948百 万

円、社会福祉振興助成費補助金2,081百 万円、退職手当共済事業に係る給
付費補助金22,792百 万円、福祉・医療貸付事業に係る利子補給金5,512百

万円、政府出資金14,200百万円、福t」L保健医療情報サービス事業に係る受
託収入9百万円となっている。
給与、報酬等支給総額は1,984百 万円(支 出総額に占める割合:10%)で

あり、国からの財政支出を増加させる要因とはなっていない。

【累積欠損額について】
累積欠損額一円(平成22年度決算)



講ずる措置

こ講じ
・平成16年度

全職員の昇給を停止
国家公務員に先立って、職階と等級の明確化及び昇給カープの抑制を目

的とした本体基準表の引き下げを実施 (平均△53%)
・平成16～ 23年度

組織のスリム化の推進 (部長△4、 次長△2、 課長△10)
・平成22年度

管理職層等を対象とした機構独自の本俸基準表の引き下げ措置を実施
(平均△10%)
。平成23年度
中高齢層を対象とした機構独自の本体基準表の引き下げ措置を実施

(平均△10%)

■今後講ずる措置
上記措置を講じてきた結果、地域・学歴差を勘案した対国家公務員指数は

減少傾向にあるが、給与水準の適正化を引き続き着実に進めていくため、平
成24年度においては更に以下の取組みを実施しているところである。
・国家公務員の給与特例法に準じた給与減額支給措置の実施
1本体
① 課長相当職員以上 (役員、7～ 5等級)△977%
② 課長代理、係長相当職員 (4～ 3等級)△777%
③ 係員 (2～ 1等級)        △477%

2役職手当 一律△10%
3期末手当及び奨励手当 一律△977%等

・55歳を超える職員 (3等級 (係長級)以下の職員を除く)に対する本俸、役職
手当等の支給額について、国を上回る引き下げを実施 (国△15%:機構△
0%)

・特別都市手当(国の地域手当に相当)について、国は平成18年度以降6%
引き上げ、平成22年度に18%(東京都特別区)の支給割合となったが、当機

は引き続き12%に据え置き、抑市1を継続する。

なお、今後とも国家公務員の給与改定状況等を注視しつつ、平成24年度
(平成25年度公表)における年齢・地域・学歴差を勘案した対国家公務員指
数を概ね100ポィントとする。

(平成24年度における対国家公務員指数は年齢勘案でH64ポイント程
度、年齢・地域・学歴差を勘案した対国家公務員指数は1005ポイント程度と
なることが見込まれる。)

■法人の業績評価
当機構は平成22年度業務実績について、評価委員会の評価において16項 目中5項 目S(中期目標を大

幅に L回つている)、 9項 目A(中期 目標を上回つている)評価を受けている。

■支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合
平成23事業年度決算における支出総額192,537百万円に対し給与、報酬等支給総額1,984百 万円であ

り、その申l合は10%程度である。

■管理職の害1合 (平成24年 4月 1日 現在)

当機構職員 (事務・技術)の管理職の害」合は181%となつている。
上記措置により管理職の割合は減少傾向にあり、給与水準引き下げの一要因となっている。

■大卒以上の高学歴者の割合 (平成24年 4月 1日 現在)              ヽ

当機構職員 (事務・技術)の大卒以上の割合は879%となっている。



Ⅲ 総人件費について

総人件費について参考となる事項

①給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の対前年度増減要因
平成22年度に引き続き、平成23年度においても機構独自の措置として中高齢層を対象とした

本俸基準表の引き下げ (平均△10%)を実施したことなどから、給与、報酬等支給総額は対前年
度比19%減となった。なお、最広義人件費は退職手当支給額の増加等により、対前年度比で
14%の増加となった。

②「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律
第47号)及び「行政改革の重要方針J(平成17年 12月 24日 閣議決定)による人件費削減
の取組状況
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47

号)等に基づく削減目標を確実に達成するため、業務の効率化等により常勤職員数を抑制し、
平成17年度を基準 (平成18年度に承継した年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金
貸付けあつせん業務に係る2勘定については平成18年度実績額を基準)として中期計画におけ
る人件費削減目標 (5%)を大幅に上回る人件費削減(145%)を実施した。

注(1):基準年度における給与、報酬等支給総額欄については、平成18年 4月 1日 に旧年金資金運用基金
から年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務を承継したことに伴う基準
額の増加分を加味した額である。

(2):「 人件費削減率(補正値)」 とは、「行政改革の重要方針Jによる人事院勧告を踏まえた官民の給与較
差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成18年、平成19年 、平成20年 、平成21年、平

成22年、平成23年の行政職 (― )職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、 07%、 0%、 ▲24%、

▲15%、 ▲023%である。

(3):平成23年度の給与、報酬等支給総額の実績は、平成24年 6月 期の期末手当において人事院勧告を
踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を調整した額 (3,394千 円)を除いて算出している。

【主務大臣の検証結果】
総人件費削減目標を達成している。これは、経営改善努力など適切な取組の結果と考えられ

る。今後も引き続き効率的な運営を行っていただきたい。

区  分
当年度

(平成23年度)

前年度
(平成22年度)

比較増△減
中期目標期間開始時 (平

成20年度)からの増△減

給与、報Ell等支給総額
千円

1,983,754

十 円

2,022,320

十 円 (%)

△ 38,566 (△ 19)

千1:〕 (%)

△ 92,695 (△ 45)

退職手当支給額

(B)

千円

199,227

千 円

134,872

千 1J] (%)

64,355  に77)

十 円 (%)

△ 37,258(△ 158)

非常勤役職員等給与

(C)

千 円

258,664

千 円

239,196

千 111

19,468

(%) 十 円 (%)

△ 1,917 (△ 07)

福利厚生費

(D)

千 円

425,731

千 円

431,703

干 PI t%,

△ 5,972 (△ 14)

■ 円 (%〕

△ 40,273 (△ 86)

最広義人件費

(A+B+C+D)

十 円

2,867,376

千 円

2,828,091

千 Pl

39,285

(%) ¬ 円 (%)

△ 172,143 (△ 57)

総人件費改革の取組状況

年   度

基準年度

(平成17年
庁)

平成 18

年度

平成19

年度
平成20

年度
平成21

年度 馳
戦

平成23

年度

給与、報酬等支給総額
(千 円)

2,412,895 2,221,503 2,142,941 2,076,449 2,096,883 2,022,320 1,980,361

人件費削減率
(%) △79% △ 112% △139% △ 131% △ 162% △ 179%

人件費削減率 (補正値)

(%) ∠ゝ79% △ 119% △146% △114% △130% △145%



Ⅳ 法人が必要と認める事項

1 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号 )に基づく国家
公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講ずることとした。

平成24年 3月 から、
。役職員の俸給月額の引下げを実施した。(平均△023%)
※平成23年4月 からの較差相当分は、平成24年 6月 期の賞与で調整

平成24年 4月 から平成26年 3月 までの間、
・役員の報酬について、俸給月額・賞与等の減額を実施した。(△977%)
。職員の給与について、本体等の減額を以下のとおり実施した。(行 (―)相 当職員)

①本俸 課長相当職員以上 (7～ 5等級)  △977%
課長代理、係長相当職員 (4～ 3等級)△777%
係員 (2～ 1等級)        △477%

②役職手当 一律△10%
③期末手当及び奨励手当 ―律△977%
④本俸に連動する手当等の減額支給

特別都市手当等の本体に運動する手当(期末手当及び奨励手当を除く)の月額は、
減額後の本俸等の月額により算出

2人件費を抑制するためには、給与水準の見直しとともに業務の合理化、効率化等による組織の
スリム化が重要であることから、ポスト数の削減をあわせて進めている。



(項目4)

事業費の冗費の点検

(委員長通知別添二関係)

※ 削減効果額とは、各項目について行つた見直しを平成 23年度当初から実施したと仮定

した場合における平成 23年度の実績額 (推計)が、平成 22年度の実績額からどれだけ肖1

減したかを示すものである。

事業費項目 点検状況
1年間実施した場合の

削減効果額 (単位 :千円)

①庁費の執行状況

の点検

○ 庁費の執行状況については、別添 (項目4の 2)「平成 23年度の庁費

及び旅費の類に関する支出状況」のとおりである。

O 庁費については、第 3・ 四半期及び第 4・ 四半期において、執行額が多

くなっているが、これは、承継債権管理回収業務に係る受託金融機関手数

料 (回収業務の代理店手数料)を第 3・ 四半期に885百万円、第 4・ 四

半期に 870百万円支出したことや第4・ 四半期には耐用年数の経過に伴

う本部ホストコンピュータ等の機器更新 109百万円を実施ししたためて

あり、適正な執行を行つている。

○ 情報処理業務庁費については、第 4・ 四半期において、執行額が多<な
つてしヽるが、これは、第 4・ 四半期分のシステム運用保守経費等を未払金

として 226百万円計上 していることに起因しており、適正な執行を行つ

ている。

②旅費の執行状況

の点検

旅費の執行状況については、別添 (項目4の 2)「平成 23年度の庁費

及び旅費の類に関する支出1犬況」のとおりである。

旅費については、年度後半にかけて執行額が多くな つているが、これは、

福祉医療貸付事業において年度前半は東日本大震災に係る被災先実地調査

等を行つたため、通常の貸付先実地調査等を年度後半に多く実施したこと

や、各事業における次年度の事業を円滑に実施するために、受託金融機関

等関係声面に対する業務指導や事業説明会等を年度後半に集中的に実施し

たためであり、適正な執行を行つている。

なお、旅費については、平成 22年度に31き続き旅行パックの利用等に

よる削減努力を行つた結果、平成 22年度との比較で、約 297万円の削

減を図つたところである。

③給与振込経費の

削減

給与振込経費については、国家公務員に準じたものと

しており、一部現金払い及び複数の振込□座の取扱いは

行つていない。

約 390千円

④その他のコス ト

削減について検討

したもの

○ 執務室及び社内通路の部分消灯を徹底し、電気使用

料を削減した。

○ コピー、プリントアウ トの際の画面E日刷及び集約印

刷、及びカラーコピーの原則禁止等により、コピーlEl

保守料を肖」減 した。

O 組織の見直し (大阪支店の管理部門廃止)により、

事務所賃借面積も見直 し、大阪支店の事務所賃料を削

湖した。

約 903千円

約 2,795千円

約 8,787千円



平成 23年度の庁費及び旅費の類に関する支出状況
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(項 目 5)

契   約

(委員長通知別添二関係)

①契約監視委員会

からの主な指摘事

項

[点検の実施]

「独立行政法人の契約状況の点検 。見直しについて」及び「独立行政法人

の契約の見直しについて」(平成22年5月26日総務省行政管理局から各府省

宮房長宛て事務連絡)により、平成22年度以降においてもヨ|き続き各独立行

政法人に「契約監視委員会」を存置することとされているため、平成24年2
月24日に同委員会の点検を受けた。

区   分 件 数

平成22年度契約
競争性のない随意契約 1件

―者応札・―者応募 61牛

平成23年度契約※
競争性のない随意契約 5件

―者応札・一者応募 11件

平成23年度契約予定案件 新規案件 1件

合   計 24件

※ 平成23年度契約は、12月末現在で契約締結に至つたものを対象とした。

[点検の観点]

区  分 点 検 の 観 点

随意契約
・契約事由、契約価格の妥当性及び一般競争入

札への移行の可否並びに改善方策の妥当性

一者応札・―者応募

・真に競争性が確保されているか (仕様書、参

加要件、公告期間その他の入札条件)及び競争

性の確保のための改善方策の妥当性

新規案件
・契約方式の妥当性及び競争性確保のための改

善方策の妥当性

[点検結果]

主な指摘としては、次のとおりであった。

・ 「賃借ビルのレイアウ トエ事等」に係る契約について、機構が入居し

ているビルのレイアウ トエ事等について、賃貸借契約上ビル所有者の指

定する業者以外と契約することができないため、随意契約とならざるを

得ないという説明は理解する。しかし、他の業者から工事見積書を入手

し、ビル所有者と価格交渉を行う等の経費節減への努力は必要。
・ 「各業務システムの改修、運用保守」に係る契約について、COBO
L等のIIS殊な言語プログラムを採用しているため、他の業者の参加制限

となつている。今後、業務システムを採用する時は、より汎用性の高い

プログラミング言語による開発を採用することを昨年度提案したが、C
OBOLに 依存 しない場合のセカンドベス トの試算を行う必要がある

のではないか。



②契約監視委員会

以外の契約審査体

制とその活動状況

当機構では、契約に係る適正性及び透明性を十分確保する観点から、少

額随意契約以外の契約については、契約担当部門が要求部門からの調達要

求を審査するとともに、喫 約審査会」(経理担当役員及び管理音β門の幹部

職員を構成委員とし、第三者による監視強化の観点から、監事をオブザー

バーとする詈査機関)を設置し、同委員会において契約力式の妥当性や総

含評価及び企画競争に係る評価結果の適正性等について審議を行うこと

を義務付けている。また、特に専門的な知識を要するシステム関連の契約

については、C10補佐官 (外部の第二者に委託)の出席を求め、助言を

得ている。

また、契約審査会は、入札等に係る仕様書の内容等についてチェックを

行うことによって、審査機関としての実効性を確保しているところであ

る。

さらに、平成22年度からは、晴眉達の適正イヒについて (依頼)」 (平成

22年4月 6日 付厚生労lll省発綸0∝)6第5号)を踏まえ、契約審査会にお

いて、少額随契を除<調達に関して以下の①～③の事項の審議を徹底する

こととした。

① 一般競争入本L(最低価格落札方式)によらない調達については、その

理由を審査すること

② 一般競争入札 (最低価格落本L方式)による場合でも、仕様書等を審査

し、特定の者に有利とならないよう徹底すること

③ 委託契約金額に占める再委託契約金額の害」含が1/2を超える場合に

おいては審査を行うこと

③「随意契約等見直

し計画」の進捗状況

随意契約等見直し計画 (平成22年 4月策定)に基づき、①企画競争及び公

募については、更に一般競争への移行を推進することもに、②契約に係る規

程類の整備 (平成20年度において措置済み)を行つている。また、③契約に

係る適正性及び透明性を十分確保する観点から、契約審査会において契約万

式の妥当性や総含評価・企画競争に係る評価結果の適正性等について審議等

を行つている。さらに、④―者応本し。一者応募の見直しの観点から、公告期

間の確保や契約の履行を確保する最低限の要件を除き排他的な応札要件を付

さないことなど、競争性確保のための取組を実施している。

以上のとおり、随意契約等見直し計画に基づ<各種の取組みを着実に実施

した結果、計画の基準となる平成20年度において22件あった随意契約を平

成23年度において6件にまで減少することができた。

また、随意契約等見直し計画においては、随意契約を6件とすることを目

標にしているところであり、同計画の目標を達成したところである。

④一者応札。一者応

募となった契約の

改善方策

一者応札 。一者応募となつた契約の改善方策については、平成21年7月

24日 に策定 し、当機構のホームページにて/AN表 している「「 1者応本し。1者

応募」に係る改善方策について」に基づき、次のとおり改善の取組みを行い、

競争性、透明性の一層の確保を図つている。

(改善方策の主なもの)

。 公告期間を原則として10営業日以上とすること。(国 における「予算

決算及び会計令」等においては10日 (暦日)間 )

。 「資格要件に関する事項」については、当該調達の業務内容を検討し

た上、過度に業務実績等を求めることはしないよう留意するなど、一層

の競争性を確保する観点に立つて資格要件の設定を行うこと。

また、更に実質的な競争性確保の一助とするため、入札前に問い含わせの

あった業者に入札辞退理由のアンケートを行い、事後点検を行っている。



⑤契約に係る規程

類とその運用状況

〇  「独立行政法人における契約の適正化 (依頼)」 (平成 20年 11月 14
日総務省行政管理局長事務連絡)において講することとされている措置に

ついては、すべて実施済みである。

○ 平成 23年度においては、総合評価落札方式及び公募の実施実績はな<、

企画競争についての実施状況は次のとおりである。

ア 説明会の実施及び説明会から入本し日又は企画書提出日までの+分な日

程の確保
。 平成23年度に企画競争により契約を締結した調達は3件であり、3
案件とも複数の参カロ者があつたことから、十分な日程の確保はもとより

適正な調達を実施 したものと考えている。(公告日から企画書提出期限

までは平均24日 )

なお、3案件のうち2案件の業務内容は「 C10補 佐宮業務」及び「会

計監査人候補者の選定」であり、専門性の高い業務であつたことから、

応募者は、基本的には、その分野において一定の専門知識を有する者で

あると想定されたことから、説明会は行わず仕様書等に関する質問期間

を確保することで対応を図ったところである。

イ 選定基準及び配点の事前/AN開並びに選定結果の公開
。 平成23年度に企画競争により契約を締結した3件については、いず

れも選定基準及び配点を事前に配付し、その結果については、企画競争

参加者に公開している。

ウ 選定委員におけるタト部有識者割合の基準の設定

・ 当機構においては、企画競争について、内部職員に評価が可能な案件

を対象とすることとしているが、この場合も、契約に係る競争性及び透

明性を確保するため、選定委員の評価結果について「契約審査剣 で適

正性等を審議することとしている。

なお、総含評価落本し方式については、害」含に係る基準は設けていないが、

「総含評価、企画競争 。公募による調達マニュアル」(平成20年度末に策

定)により外部有識者を含めることを義務イ寸けている。

⑥再委託している

契約の内容と再委

託割合 (再委託割合

が 50%以上のもの

又は随意契約によ

るものを再委託し

ているもの)

○ 随意契約によるものを再委託しているものは次のとおりである。

契約件名 受託者 金額 (円 )

福祉医療機構 ALMモデル

運用支援
(株)三菱東京∪F」 銀行 8,641,500

○ 当機構では、貸付原資についての自己資金調達による金利リスクに対応

するため、ALMシ ステムを活用 している。本件は、当該システムの運用

支援業務を委託しているもの。

再委託の内容は、受託者においてシステム運用保守業務を再委託してい

るものである。再委託害J含については、受託者が当機構の業務以外のシス

テム運用保守も一括して再委託先に委託していることから、受託者として

は 職 構業務のみの再委託害」含を算定することは困難」としている。

⑦公益法人等との

契約の状況

○ 平成 23年度に締結した公益法人等との契約の1犬況次のとおりである。

金額 (円 )

独立行政法人会計シス

テムの保守
7,625,100

社会福祉施設開設 。経営

実務セミナー 【東京会

場】開催に係る会場借り
上げ

(福)全国社会福祉協議会



③その他調達の見

直しの状況

○ 平成 23年度においても、「調達の適正|ヒについて (依頼)」 (平成 22年
4月 6日付厚生労lEl省発総 0406第 5号)を踏まえ、すべての調達は原

貝」として一般競争入本しによることとし、当機構の契約審査会において、少

額随契を除<調達に関して以下の①～③の事項の詈議を徹底したところ。

① 一般競争入札 G低価格落札方式)によらない調達については、その

理由を詈査すること

② 一般競争入札 (最低価格落本し方式)による場合でも、詈蛮機関で仕様

書等を審査し、特定の者に有利とならないよう徹底すること

③ 委託契約金額に占める再委託契約金額の害」含が 1/2を超える場合に

おいては審査を行うこと



(項 目 5の 2)

※ 予定価格が少額である場合 (予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は第 7号の金

額を超えないもの)を除く。

※  【  %】 には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。

※  「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札・応募としてカウントして
いる。

※  「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。



※ 「公益法人」は、いわゆる広義の公益法人を指し、独立行政法人、特例民法法人等のほか、社会福

祉法人や学校法人も含む。

※ 予定価格が少額である場合 (予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は第 7号の金

額を超えないもの)を除く。

※  【  %】 には、一般競争入札等のうち―者入札・応募となったものの割合を示す。

※  「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札 。応募としてカウントして

いる。

※  「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。



‖1 随意契約等見直し計画の進捗状況 その 1

随意契約等

による見[

見直 し計画

室し後の姿
平成 23年度実績

件数 金額 件数 金額

事務 。事業をとりやめたも

の

―件

(― %)

―億円

(― %)

45件
157. 7%)

35。 7億円

177. 7%)

競
争
性
の
あ
る
契
約

競争入札
46件

(59. 0%)

35.7億円

(77. 7%}

26件
(33. 3%)

9,0億 円

(19. 6%)

企画競争等
     | 133.2:茅

6.7億 円

(14. 5%)

3件

(3. 9%〕

1億円

{2.1%)

競争性のない随意契約
6件

{7. 7%)

3. 6億円

8%){7.

4件

(5.1%)
0.2億 円

{0. 5%)

合  計
78件

(1000%)
46億円

(100,0%)
78件

(100.0%)
46億円

(100.0%)

(注 )単位未満をそれぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
※  「随意契約等見直し計画」策定時の個々の契約が、平成 23年度においてどのような契約形態にあ

るかを記載するもの。

※  「随意契約等見直 し計画による見直し後の姿」の各欄の件数・金額は、随意契約等見直し計画時の

件数・金額から複数年契約で平成 23年度に契約の更改を行つていないものを除いたもの。
※ 予定価格が少額である場合 (予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は第 7号の金
額を超えないもの)を除く。

※  「競争入札」は、一般競争入札及び指名競争入札を示す。

※  「企画競争等」は、企画競争及び公募を示し、平成 23年度実績欄には不落・不調随契が含まれる。



IV 随意契約等見直し計画の進捗状況 その 2

一者応オL・

見直し状況 (

者応募案件の

20年度実績)

23年度も引き続き―者応札・―

者応募となったもの

件数 金額 件数 金額

事務・事業をとりや

めたもの

―件

侶)

―億円

偶)

14件
(51. 9%)

8. 7億円

6%)(7 4.

繋
聾

護

繁

雰

仕様書の変更
―件

|一 %)

―億円

|― %)

一件

{一 %)

―億円

{― %)

参加条件の変

更

23件
(85. 2%)

10.8億円

{92 6%|
6件

(22. 2%)

1.0億 円

(9. 0%)

公告 期間の見

直 し

3件

(11. 1%)

0.2億 円

(1.7%)

1件

{3 7%)

0.05億 円

10.4%}

その他
1件

(3 7%}

0.7億円

{5.7%)

―件

|― %)

―億円

|― %)

契約方式の見直し
―件

(一 %)

一億円

(「 %}

―件

(一 %)

―億円

(― %)

その他の見直 し
―件

1-%)

―億円

(― %)

―件

(― %)

―億円

{― %〕

点検 の結 果 、指摘事

項がなかつたもの

一件

(― %)

―億円

(― %)

―件

{一 %)

―億円

(― %|

一者応札 。一者応募

が改善されたもの

6件

(22. 2%|

1.9億 円

(16. 0%)

合 計   |
27件

(100. 0%)
11.6億 円

(100.0%)
27件

(100.0%|
11.6億 円

(100. 0%)

(注)単位未満をそれぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

(注 1)平 成 20年度に一者応札・―者応募であつた個々の契約が、見直しによって、平成 23年度の

契約ではどの程度―者応札・―者応募となつたかを示している。

(注 2) 内訳については、重複して見直ししている可能性があるため計が一致しない場合がある。



V 公益法人等への会費等の支出状況

23年度交付法人数
24年度廃止予定

(件数)

廃止が困難なもの

(件数)

4件 2件 2件

(注 1)平成 24年 3月 23日 「独立行政法人が支出する会費の見直 しについて」(行政行革

実行本部決定)により、見直 し方針が示されており、独立行政法人の業務の遂行の

ために真に必要なものを除き、公益法人等への会費の支出は行わないこととされて

いる。

(注 2)上記見直 しについては、平成 24年度以降見直しを行 うこととされている。



随意契約等見直し計画

平成 22年 4月

独立行政法人福祉医療機構

1.随意契約等の見直し計画

(1)随意契約の見直し

平成20年度において、締結した随意契約等について点検・見直
しを行い、以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画を策定す
る。

今後、本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、速やかに
一般競争入札等に移行することとした。

(注 1)見直 し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。

(注 2)金額は、それぞれ四捨工入 しているため合計が一致 しない場合がある。

平成20年度実績 見直し後

件数 金額 (千円) 件数 金額 (千円 )

競争 性のある契約
(71 896)

56

( 46 0%6)

2,114,112

(92 30/o)

72

( 92 296)

240,6144,

競争入札
(47 4シ6)

37

(34 30/0)

1,575,562

(59 00/o)

46

(77 70/6)

3,572,400

企画競争、公募等
(24 40/0)

19

(117%)

538,551

(33 30/0)

26

( 14 5%)

668,214

競争性のない随意契約
(28 20/o)

22

(54 00/0)

2,484,469

(7 70/0)

6

(7 80/o)

357,967

合  計
(1000/o)

78

(100物 6)

4,598,581

(1000/o)

78

(¬ 00%)

4,598.581



(2)一者応札 ロー者応募の見直し

平成 20年度において、競争性のある契約のうち―者応札・―者

応募となつた契約について点検・見直 しを行い、以下のとおり、契

約の条件、契約手続き等を見直す必要があるものが見受けられた。

今後の調達については、競争性のない随意契約の削減に加え、こ

れら結果に留意、改善しつつ、契約手続きを進めることにより、一

層の競争性の確保に努める。

(注)上段 ( %)は競争性のある契約に対す る割合を示す。

(注 1)内訳については、重複 して見直しの可能性があるため一致しない場合があ

る。

(注 2)金額は、それぞれ四捨五入 しているため合計が一致 しない場合がある。

(注 3)上段 (  %)|ま平成 20年度の一者応札 。一者応募 となった案件に対す

る割合を示す。

(平成 20年度実績 )

実 績 件数 金額 (千円)

競争性のある契約 56 2,1コ 4,1¬ 2

うち―者応札。一者応募
(48 2%)

27
(55 0%)

1,162,242

(―者応札・一者応募案件の見直 し状況 )

見直し方法等 件数 金額 (千円)

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施(注 1)
(100%)

27
(100%)

1,162,242

仕様書の変更 0 0

参加条件の変更 23 1.075.641

公告期間の見直し 3 20 136

その他 1 66 465

契約方式の見直し
(  0%)

0
(  0%)

0

その他の見直し
(  0%)

0
(  0%)

0

点検の結果、指摘事項がなかつたもの
(0%)

0

ゆ

０



2.随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み

(1)契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施   ず

契約監視委員会等により、競争性のない随意契約、一者応札・

一者応募になった案件を中心に点検を実施。

(2)随意契約等の見直し

契約に係る競争性及び透明性の確保の観点から、次の措置を実施
している。

ア.企画競争及び公募については、更に一般競争への移行に努める。

イ.契約に係る規程類の整備
「独立行政法人における契約の適正化 (依頼 )」 (平成 20年 1

1月 14日 総務省行政管理局長事務連絡)において講ずること
とされている措置の状況については、事務連絡の①～⑥の事項
ごとに、次のとおり適切に対応している。
①  一般競争入札における公告期間・公告方法等について、会

計規程等において明確に定めること。また、公告期間の下限
を国と同様の基準とすること。
《措置状況≫

平成20年度において当機構会計規程等を改正し、公告
期間・公告方法等を国の規定 (「 予算決算及び会計令」第 7
4条)と 同様の内容とした。

②  指名競争入札限度額を国の基準と同額とすること。
≪措置状況≫

平成 18年度に措置済みである。

③  包括的契約条項又は公益法人契約条項を設定している場合、     |
恣意的な運用を排除するため、これらに係る基準をできる限
り明確かつ具体的に定めること。
≪措置状況》

平成20年度において当機構会計規程等を改正 し、包括
的契約条項及び「公共事業を目的とする法人」との随意契
約条項を削除 した。

④  予定価格の作成・省略に関する定めについて、会計規程等
において明確に定めること。また、作成を省略する場合、省
略する理由や対象範囲を明確かつ具体的に定め、省略できる
基準を国と同額の規準とすること。
《措置状況≫

平成 15年度に措置済みである。

⑤  総合評価方式や複数年度契約に関する規定について、会計
規程等において明確に定めること。
≪措置状況≫
平成20年度において当機構会計規程等を改正し、総合評



価方式及び複数年度契約に関する規定を定めた。 (「会計法」
第 29条の 6第 2項 (落札方式)、 同法第29条の 12(長期
継続契約 )、 「予算決算及び会計令」第 102条の 2(長期継
続契約ができるもの)及び他の独立行政法人の複数年度契約
に係る例を参考とした。)

⑥  総合評価方式、企画競争及び公募を実施する場合、要領・
マニュアル等の整備を行うこと。
≪措置状況≫

平成 20年度において、「総合評価落札方式による調達マ
ニュアル」及び「企画競争・公募による調達マニュアル」
を策定した。

ウ.審査体制の整備
当機構では、契約に係る適正性及び透明性を十分確保する観点

から、少額随意契約以外の契約については、契約担当部門の審査
以外に、「契約審査会」(内部役員及び職員を構成メンバーとする
審査機関)に おいて契約方式の妥当性や総合評価・企画競争に係
る評価結果の適正性等について審議を行うこととした。

また、契約審査会における第二者による監視強化の観点から、
同審査会に監事の出席を求め、そのチェックを受けることとして
いる。

更に、外部から登用しているC10補佐官に出席を求め、専門
家の意見を聴取 して、契約に係る改善を行つている。
(参考)

少額額随意契約の基準額は次のとおり。(国 と同様の基準である。)

・工事及び物品の製造⇒予定価格が250万円を超えないもの
。財産の買入⇒予定価格が160万円を超えないもの
・物件の借入⇒予定価格が80万円を超えないもの
・上記以外⇒予定価格が100万円を超えないもの

工.一者応札 ロー者応募の見直し

① 公告期間の確保等
競争性のない随意契約については、一般競争入札等、競争

性のある契約方式への移行を推進 しているところであるが、
結果として 1者応札・ 1者応募となつている事例が散見され
る状況となっている。

このため、平成 21年 7月 24日付で『「1者応札・ 1者応
募」に係る改善方策について』を制定し、公告期間の確保 (原

則 10営業日以上 )、 契約の履行を確保する最低限の要件を除
く排他的な競争参加資格要件を設定しない、仕様書の改善な
どについて取り組んでいるところである。

② 応札者の範囲拡大のための取組
当機構では、平成20年度において、競争入札の推進にあ

たり、入札への参加者を増やし、より公正な競争を行うこと



等を目的に、「競争参加者の資格等の取扱いに関する細則」の
改正を行つた。

具体的には、役務提供契約において、予定価格の対応する
区分以外の等級の事業者も競争に参加することを可能とした。
(例 えば、A等級の入札案件については、2級下位のC等級

までの事業者の入札参加を可能とした。)

(注)個別の契約の状況については、各様式に記載



(I頁 目 6)

内 部 統 制

①統制環境

1 理事長の役職員へのミッシ∃ンの周知等

(1)当機構のミッションと経営理念

当lll構のミッションは、福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ること

にあり、厚生労働大臣から指示された中期目標に基づき、この社会的使命を

効率的かつ効果的に果たすことができるよう業務運営に邁進しているところ

である。

現理事長は平成20年4月 に民間から就任したところであるが、当機構のこ

れからの方向性を明示するため、理事長を中心として、全役職員から意見を

出し含い、平成20年 10月に当機構の経営理念「民間活動応援宣言」を策定

し、発信している。

これにより、「国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を

目指して、お客さまの目線に立つてお客さま満足を追求することにより、福

祉と医療の民間活動を応援する。」という組織の進むべき方向性を明確にした

ところである。

当機構においては、理事長の指揮、監督のもとで、統制環境の整備を図り

つつ、社会的使命を果たすために全役職員が一丸となり、業務を推進してい

るところである。

(2)中期計画及び年度計画の策定

理事長の指揮、監督のもと、経営理念「民間活動応援宣言」及び中期目標

の内容に基づき、国の政策や福祉医療を取り巻<環境の変化を勘案しつつ、

さらに、各事業者口へのヒフリング結果を踏まえ、中期計画及び年度計画の素

案を作成し、全役員・幹音B職員で構成される経営企画会議において詈議した

うえで、中期計画及び年度計画を策定している。

全役職員が中期計画及び年度計画の策定に参画することによって、当機構

の社会的使昴が周知されるとともに、日標の達成に向けての組織内での意識

の共有化を図っている。

(3)役職員に対するミッションの周知

ア 理事長から全役職員に対して、役員会及び経営企画会議等の会議の場に

おいて、「お客さま目線と健全性」という二つのものさしを念頭に置き、全

役職員が一体となつて、社会的使品を果たすために主体的に業務を邁進す

るよう指示がなされている。

イ 毎年度初めの経営企画会議において、理事長から役員・幹部職員に対し

て、「進発 。経営企画会議理事長示達」と題して、当該年度における重点目

標・課題等の明確な指示がなされている。また、毎月の経営企画会議にお

いて、理事長所感 (理事長の経営姿勢や考え方等)を役員・幹部職員に対

して周知すると同時に、この理事長からの示達及び理事長所感については、

イン トラネットを通じて全職員に対しても発信され、組織内での目標・間

題意識の共有化を図つている。さらに、東日本人震災等への対応について

更なる迅速かつ的確な対応を図ることを目的に設置した役員連絡会を毎週



開催し、組織内での情報の共有イヒ・問題意識の統一を徹底している。ウ 経

営理念「民間活動応援宣言」については、イントラネット内の掲示板及び

執務内の各所に掲示されており、役職員がお客さまへ配布するリーフレッ

トや名刺に印届」することにより、全役臓員が日々、経営理念を意識した業

務運営を行っている。

2 理事長の リーダーシップ発揮及びマネジメン トの実効性確保

(1)理事長の リーダーシップ発揮

ア 理事長が主宰する トップマネジメント機能を補佐する経営企画会議を効

果的に開催し、重要案件に対 して迅速かつ的確な経営判断を行っている。

また、平成 23年度より経営企画会議については、これまで月 1回開催し

ていたところであるが、 トップマネジメント機能の更なる有効性の向上を

図るため、 トップダウン方式とポ トムアップ方式の双方向による会議を月

2回開催に見直し、効率的かつ効果的な運営を実施している。

イ 経営理念「民間活動応援宣言」の実現に向けて、平成 21年 4月から理

事長を本部長とする組織横断的なプロジェク ト「民間活動応援本部」を立

上げ、組織全体で対応する仕組みを構築し、全役職員の■気の向上を図つ

ている。

ウ 理事長の指示に基づき、経営理念「民間活動応援宣言」及び中期目標を

達成するため、各部における重点目標 (部 としてなすべき事項)を定めて

いる。また、それを達成すべ<各課 (室)における重点目標 (課としてな

すべき事項)を定め、さらに、個人の目標にブレークダウンし、全役職員

ごとにアクションプランを定め、ミッシ∃ンの達成に向けた行動計画を作

成 している。

工 理事長の指示に基づき、東日本大震災に係る被災地域の福祉施設及び医

療施設の復旧・復興に関する支援策を提案するため、関係部等からなる「東

日本大震災プロジェク トチーム」を平成 23年 8月に設置 し、「個人債務

者の私的整理に関するガイ ドライン」及び「東日本大震災事業者再生支援

機構」への機構としての対応の検討、また、金融庁、民間金融機関、他の

政府系金融機関の動向把握と調整等を実施している。

(2)マネジメン トの実効性確保

ア 理事長の指示に基づき、次のとおり各現業部門又は管理部門の状況等を

取りまとめ報告するための態勢を整備し、理事長によるマネジメントの実

行性を確保している。

○ 毎月の経営企画会議において、業務の進捗状況及び業務プロセスの監

視状況のモニタリングを行い、課題等を抽出したうえで、改善策の指示

等が行われている。また、併せて、各事業におけるコスト管理も行い、

効率的な業務運営を図つている。

○ 平成 17年度に認証を取得した IS09001に 基づく品質マネジメント

システム (QMS)の運用を通じ、是正・予防処置活動の充実及び内音口監

査の実施による事務リスク等の抽出・管理を行うことにより、継続09な

業務の改善を図つている。平成 23年度からは、監査機能の高度化及び

効率化を図るため、監査室による監査とQMS内音β監査を統合したうえ

で、理事長直属の監査室が、業務の含規性 (1曰監査室検査)及び業務の

継続自1改善 (QMS内部監査)の観点から、全部署に対し厳格な内部監



査 (統合監査)を実施し、是正・予防処置の充実、事務リスク等、業務

改善に資する提案等を行うことにより、更なる継続的改善活動を推進し

ている。

また、監査結果に基づき、今後組織的に取り組むべき課題等をとりま

とめ、経営企画会議において内部監査の総括報告を行つている。

なお、平成24年 2月に iS09001認証ISl関による定期審査を受審 し、

「QMSの運用は十分に高い適含性を維持 している。」との高い評価を受

けた。

イ 経営理憲「民間活動応援宣言」及び中期目標の内容に基づき、個人の目

標にブレークダウンされた取組みについては、人事評価需」度の運用を通じ

て、その進捗状況を管理するとともに、人事評価結果を人事及び給与等に

適切に反映することにより、士気の高い組織運営を図つている。

3 内部統制の構築状況

(1)法令等の遵守

ア 違反行為を未然に防止すること及び違反行為発生時に適切に対応するた

め、平成 22年 4月 に「独立行政法人福祉医療機構法令等の遵守に関する

規程」を制定 し、機構役職員の法令遵守における基本万針を定めるととも

に、コンプライアンス委員会の設置及び内部通報制度を整備している。

イ 個人情報保護を適切に実施する観点から、「独立行政法人福祉医療機構個

人情報管理規程」に基づき、平成 20年 4月に個人情報管理委員会を設置

し、「個人情報保護マニュアル」を策定するとともに、マニュアルの遵守1犬

況を把握するための職員向けアンケートを実施し、その分析結果をもとに

マニュアルの見直しや個人情報保護の取組強イじとしての個人情報保護方針

の策定など、個人情報保護の重要性について注意喚起を行つている。

ウ 情報セキュリテイ対策を適切に実施する観点から、情報セキュリティに

関する規程等を制定の上、情報セキュリテイ対策基準及び実施手順の見直

しを行うとともに、全役臓員に対する研修 (e―ラーニング形式の研1多 を導

入)を実施するなど情報セキュリティの重要性について注意喚起を行って

いる。

○ 内部統制統括部署 :総務企画音B総務課 (平成 24年度より総務企画部業

務管理課)

○ 推進部署 :総務企画部総務課 (職員数 7人 )

○ 優先lllF位 :第 1位
[理由]当機構において不祥事が発生した場合、風評等により法人自体

の存続に関わるため、最も重要なものと考えている。

(2)業務の有効性・効率性

上記 1及び 2の取組みのとおり、理事長の指揮、監督のもとで、当機構の

ミッション (民間活動応援宣言)を効率的かつ効果80に果たすための統制環

境を構築している。

○ 内部統制統括音B署 :総務企画部総務課

○ 推進部署 :総務企画部総務課、人事課、企画室企画課 (職員数 20人 )

○ 優先順位 :第 2位

[理由]当機構の社会的使命及び中期目標等を効率的に達成するため

には、業務の有効性 。効率性について留意することが必要であるた



め、第 2位としている。

(3)資産の保全

ア 当機構においては、国の資産を有効かつ効率00に活用する観点から、保

有する資産について、不断の見直しを行つている。

イ 平成 23年度においては、千里山田宿舎及び公庫総含運動場を年度内に

国庫納付 (現物納付)することができたが、宝1家宿舎及び川西宿舎におい

ては、近隣住民との境界確定協議が整わなかったため、現物納付が不可能

となり急きよ金銭納付を行うこととし、平成 24年 3月に一般競争入札を

行つた結果、落本し決定し、平成 24年 5月 には売却代金の決済を行い、速

やかに国庫納付する予定であり、適切な対応を図つている。

また、その他保有する資産である東ス留米宿舎、小金丼宿舎ほかについ

ては、平成 24年度中における入居者の退去を促すための入居者に対する

説明会を実施するなど、見直しの基本方針に基づき適切に国庫納付するべ

<手続きを進めている。

ウ ′出身障害者扶養保険資金の運用については、1詈来にわたって扶養保険事

業の運営の安定に資することを目的として、外部有識者からなる心身障害

者扶責保険資産運用委員会の議を経た上で、策定した基本ポートフォリオ

に基づき、運用を実施している。

工 見直しの基本方針において、不要とされた資産については、同見直しの

基本方針に基づき、国庫納付の手続きを進めている。

O内 部統制統括部署 :総務企画音β総務課

○ 推進部署 :経理部会計課、資金課 (職員数 14人 )

○ 優先順位 :第 3位
[理由](3)資産の保全と(4)財務報告等の信頼性については、いずれも

重要であると認識しており、優先順位をつけることが困難なことか

ら、同順位としている。

(4)財務報告等の信頼性

会計監査人による監査、監事監査等による内部監査、会計検査院による監

1査、独立行政法人評価委員会による評価などにより信頼性を確保している。

○ 内部統制統括部署 :総務企画部総務課

○ 推進部署 :監査室、総務企画部企画室企画課、経理部経理課 (臓員数

22人)

〇 優先順位 :第 3位
[理由](3)資産の保全と(4)財務報告等の信頼性については、いずれも

重要であると認識しており、優先順位をつけることが困難なことか

ら、同順位としている。

4 役員会の位置付け、権限の状況

役員会は、理事長及び理事をもって構成され、原則として毎月1回、理事

長が召集 し、これを主宰している。また、役員会においては、次に掲げる事

項を審議し、役員会の議事は、役員会の構成員の意見に基づき、理事長が決

定 している。

○ 機構の業務運営の基本方針に関する事項

○ 事業計画、予算及び資金計画並びに決算に関する事項



○ 業務方法書その他諸規程の制定改廃に関する事項

○ 組織及び機構の改廃に関する事項

○ 人事及び給与の基本万針に関する事項

○ その他理事長が必要と認める事項

5 理事長と監事・会計監査人の連携状況

(1)理事長と監事との連携状況

ア 監事との連携については、監査計画立案時及び監査報告 B書 (中間報告時

を含む。)における意見交換に加えて、役員会等の場において緊密に意見交

換を実施している。また、年 2回理事長が監事に対して個別面談を行うな

ど、意見交換の場を設けている。

イ 監事監査における指摘事項については、必要に応じて役員会、経営企画

会議等の当機構の意悪決定に関わる場において議題として報告するととも

に、改善状況等を確認する等のフォローアップを行っている。

ウ 理事長が主宰する経営企画会議において、オブザーバーとして監事も出

席し、重要案件に文]する経営判断を行うにあたって、監事からの意見を聴

取している。

(2)理事長と会計監査人との連携状況

毎年度、会計監査人は理事長に対して決算の概要説明を行うほか、業務運

営や不正防止に関すること等の トップマネジメントに関してインタビューを

行い、意見交換を行つている。

6 その他統制環境に関する状況

ア 当機構の職員から、業務やlJl場環境に関する意見、要望、提案、苦情な

どを常時聴取 し、積極的に業務や職場環境の改善を図るため、平成 22年
6月より「職員意見箱」の運用を開始したところであるが、より経営陣に

意見・提案が届<ように職員意見箱と改善アイデア提案制度を統合し、平

成 24年 2月から新たに「職員提案箱」を設置し、運用を開始している。

イ 災害等の発生により業務の継続に重大な影響を受けるリスクに文」応する

ために、平成 23年 2月に策定 した事業継続計画について、東日本人震災の

経験を踏まえ、平成 23年 11月に見直しを行い、役職員に周知するととも

に、有効性の検証を含め計画に基づ<訓練を平成24年 3月 に実施している。

②リスクの識別・評

価 。対応

1 リスク対応計画に基づ<対応

法人運営に伴い発生する業務上のリスク等を把握し適切な予防措置を講じ

るとともに、危機管理を機動的かつ円滑に実施するため、リスク・危機管理

に関する基本的な事項を定めたリスク・危機管理基本方針を平成21年 10月

に策定 したところである。

また、同方針に基づき、平成21年 10月に理事長、理事、審議役及び各部

長をもって構成するリスク管理委員会を設置 し、各部において業務上のリス

クを網羅的に洗い出し、リスクが顕在化した場合の影響度や発生可能性を評

価 し、重要度の高いリスクを抽出・把握した上で、その予防措置等の対応策

をまとめたリスク対応計画を平成22年 3月に策定している。

平成23年度においては、平成22年度のリスク対応計画に基づくリスク管

理の自己評価を実施し、評価結果を取りまとめ、リスク対応計画の是正・改

善を行った。これにより当機構が抱えるリスク等の洗い出しを全役職員が参



加して行う仕組みを構築 しており、当機構のミッションの周知徹底を図ると

ともに、目標の達成に向けての組041内での意識の共有イヒを図つている。

なお、金融庁検査の導入に向け、リスク管理の高度化を目指し、リスク管

理態勢にかかる体制整備を構築する準備を行つている。

2 QMSに 基づ<対応

QMSに基づき、業務運営において生じる課題・問題点 (不適含)への対応

方法、原因の分析、再発・未然防止等を行う是正予防処置を適切に実施する

ため、「是正・予防処置結果記録シート」に記録する運用を実施し、確実な管

理を行うことでQMSの有効性の維持及び継続的な改善を進めている。

③統制活動

1 リスク対応計画に基づく対応

各音Bにおいては、リスク対応計画により定めた対応を適切に実行している。

また、各部からリスク管理委員会に対して、同計画に基づく対応実績等を

半年に一度報告して評価を受けるとともに、必要に応 じて計画の更新を行つ

ている。

2 Q鵬 に基づく対応

QMSに基づき、業務に必要な能力を習得するための教育・訓練の運用や業

務手順詈等による業務の標準化等を実施している。

④情報と伝達

1 組織内での情報伝達

イントラネット及び当機構のホームページにおいて、全役職員が職務の遂

行に重要となる情報である経営理念、中期目標、中期計画、年度計画及び各

部署における重点目標、また、経営企画会議における理事長所感や各種会議

資料等を掲載することにより、全役職員が理事長の経営姿勢、各事業におけ

る課題、重要事項に対する審議状況、業務の進捗状況及び業務プロセスの管

理状況等を把握することができるよう整備している。

2 緊急時における連絡網の整備

緊急的な事態が発生した場合において、休日又は深夜においても理事長以

下上層部に対して、その事態の報告と指示を受けるための緊急連絡網を整備

している。

3 外部への伝達と外部からの収集

当機構のホームページにおいて、法令による財務情報の開示等を含め、組

織の外部に対しても適時かつ適切に情報を伝達している。

また、平成22年7月 に、当機構のホームページ上に顧客のニーズに基づ<
改善活動を更に推進するため、顧客等から広<意見・要望等を収集する「お

客さまの声」制度を開設し外部から情報を収集している。

4 QMSに 関連する各種情報

イントラネット内にQMSに関連する各種情報 (業務手順書、内部監査報告

書、是正・予防処置結果記録シート等)を掲載し、全役職員がいつでも各種

情報を確認できる体制を整備 している。



⑤モニタリング

1 日常的モニタリング

ア 経営企画会議において、各事業における予算の執行状況、中期目標等に

対する業務の進捗状況及び業務プロセスの監視を把握・管理している。

イ 内部監査を全部署に対し年 1回実施し、手順善等に基づき業務が標準的

に実施されているか、業務上の問題 (エラー、制度・業務運用上の課題)

に対 し適切な対応がとられているか等につき確認を行うとともに、監査結

果に基づく対応状況に対し、継続的フォローアップを実施している。

ウ 平成 24年 2月より運用している「職員提案箱」において、当機構の職

員からの業務や職場環境に関する意見、要望、提案、苦情などを常時聴取

できる仕組みを整備している。

2 独立的評価と評価プロセス

ア 監事による監査報告等については、役員会において報告が行われるとと

もに、その監査結果の内容の把握・検証を行うことにより統制環境の改善

を図っている。

イ 前述の各部署における日常的モニタリングと並行し、監査室が独立かつ

客観的立場で、各部署の業務処理が法令若し<は諸規程又は契約等を遵守

し、適正かつ効率的になされているか否かを検証 し、不正事故の発生等を

防止することを主眼とした内部監査を実施している。

ウ 監事監査では、 i)理事長の指揮、監督のもと、当法人の役害」、機能が

発揮されているか、 il)業務運営及び事務の健全性は保たれているか、 111)

業務の含規性及び正確性は保たれているか、iv)業務運営及び事務の効率

性、透明性は保たれているか、∨)顧客保護及び顧客サービス向上の取組

はなされているか、vi)財務の健全性が保たれ、会計経理が法令等に従い

適正に行われているか、
"i)入

本し・契約、内部統制、情報開示等は適切に

取組まれているかの7点を監査視点とし、併せて重点項目等も追力0し、全

部署に対し監査を実施している。

工 監事による内部統制の評価に関しては、監事監査計画の重点監査項目の

1項目として、内部統制の整備 (機能・有効性)を挙げて監査を行つてい

る。当機構では、内部統制の整備に関し、整備すべき内吝B統制の主な項目

及び具体的な対応方法等につき整理を行つた上で順次体制準備を行つてき

ており、監事としては、まず、例えばコンプライアンス体制の整備やリス

ク対応計画策定などが計画に沿って進捗しているかの確認を行つている。

その上で整備された内部統制が有効に機能しているかどうかについて、「独

立行政法人における内部統制と評価について報告書(平成22年 3月 )」 (以

下「報告書」という。)にある監事監査の視点等を念頭におき、各部門の業

務監査において内部統制の有効性の状況を確認し、必要に応じ改善を要す

る事項等につき監査報告に盛り込み、理事長に報告すると共に役員会にて

情報を共有している。

内部統制の諸制度が有効に機能 しているかどうかを評価するためには、

ネガティプ情報でも上位者に報告しやすい風通 しの良さや、リスク事象が

発生した場合でも、単に個人の責任に帰するといつたことな <、 今後の改

善のための情報共有に重点を行くといつたような、謂わば企業風土的な面

についても十分注意深くウォッチしてい<ことが必要と考えている。そう

した事象が観察された場合は、理事長をはじめ各役員にフィードバックし、

その後の対応・改善1犬況について、把握していくよう努めており、監事が

監査を通じて内部統制に係る PDCAサイクルを補完する役害」も果たして



いるものと考えている。

オ 畔侵告書」では、「内部統制を評価する者は、組織の活動及び評価の対象

となる内部統制の各基本要素をあらかじめ十分に理解する必要がある」と

されているが、監事としても「報告書」と同様の理解である。このため、

組織の活動に関しては、業務内容につき各担当部署から説明を受けると共

に、経営企画会議等に出席して、業務の進捗状況につきl巴握していること、

また、業務監査において各業務における課題等につき把握しており、内部

統制を評価するのに必要な組織の活動に関する情報を得ていると考えてい

る。また、内部統制の各基本的要素に関しては、「報告書」公表以前から、

COSO報告書についての理解を深めることや、当機構が貸付業務を行って

いることから、金融庁の金融検査マニュアルのガバナンスやリスク管理に

関するチェックリストなども参考にするなど、当機構の業務の実態に沿っ

た内音E統制の評価を行つている。

力 厚生労働省独立行政法人評価委員会及び総務省政策評価 。独立行政法人

評価委員会で評価 。指摘された統制環境における問題点等については、役

員会及び経営企画会議において報告が行われるとともに、その評価結果の

内容の把握・検証を行うことにより統制環境の改善を図つている。

3 内部統制上の問題についての報告

上記の日常的モニタリング及び独立的評価により明らかになつた内部統制

上の問題に適切に対処するため、問題が発生した場合は、役員会及び経営企

画会議等において全役員に報告する仕組みが整備されている。

⑥ lCTへの対応

ア 理事長所感などの全役職員が職務の遂行に重要となる情報については、

イン トラネットを活用し情報の共有化を図つているところであるが、その

一方で、企業秘密等へのアクセスの制限、情報の紛失・漏洩の防止等を図

る必要があることから、静脈認証等におけるマシン室への入退室管理シス

テムの運用、ノヾックアップデータの遠隔地保管及び外音口電子媒体へのフア

イル書き込み時のパスワード設定を必須とする仕組みを導入するなど、セ

キュリティ対策の強化を図つている。

イ ICTの 脆33性や業務に与える影響等の評価については、情報化統括資

任者 (C10)補 佐官の助言を得て実施 している。

ウ 情報セキュリティ対策を適切に実施する観点から、情報セキュリティに

関する規程等に基づき、幹部臓員向け自己点検調査を実施し、新たな情報

セキュリティ上の課題を抽出するとともに、全役職員に対する研修を実施

するなど情報セキュリティの重要性について注意喚起を行つている。

※  IC丁 |lnformaJon and Communications Technology(情 報通信技術)の略。

ITと 同様の意味で用いられることが多いが、「コミュニケーション」という情報や矢□

識の共有という概念が表現されている点に特徴がある。



⑦監事監査
・内部監査

の実施1犬況

監事監査

内部監査

1 中期計画 。年度計画等の妥当性について

中期計画期間 5年間の環境の変化等も踏まえ、中期計画及び年度計画

の妥当性にも留意しながら監査を実施している。

2 役職員の給与水準について

特定事項監査の一環として、給与水準の状況、対応1犬況の確認を実施

している。平成 22年度及び23年度に実施した職員給与水準の引下げ

により、平成 24年度までにラスパイレス指数が概ね 1∞ となる措置

がとられたことを確認している。

3 理事長のマネジメントの発揮状況について

上記①統制環境の1理事長から役職員へのミッションの周知等及び2
理事長のリーダーシップ発揮及びマネジメントの実効性確保等に述べら

|

不正事故の発生等防止の観点で、各部署の業務処理が法令若し<は諸

規程又は契約等を遵守 し、適正かつ効率的になされているか否かの検証

を実施 している。

また、手順書等に基づき業務が標準的に実施されているか、業務上の

問題 (エ ラー、制度・業務運用上の課題)に対し適切な対応がとられて

いるか等につき確認を行うとともに、監査結果に基づ<文]応状況に対し、

継続的フォローアップを実施している。

③内部統制の確立

による成果・課題

当機構における内部統制の確立による成果及び課題については、次のとお

りである。

ア 全役職員が、経営の方向性及び経営者の考えを明確に把握することがで

きるため、役職員自らが物事に対して主体的に取り組むようになり、働き

がいのある職場環境の構築につながつており、統制環境が良い方向に向か

つている。

イ 当機構のミッション (民間活動応援宣言)を果たすために、各役職員の



職務がどのように貢献しているかを強く意識することができるため、全役

職員のインセンテイプの向上につながつている。

ウ 全役職員が組織のリスクの把握に取組むこととなつた結果、自らの職務

に関する知識だけではなく、他の職務に対する意識が高まり、各業務にお

ける連携の強化や法人全体の業務運営の向上が図ることができ、冨」次的な

効果も出ている。

工 平成 22年 7月から「お客さまの声」制度を設けたところであるが、聴

取したお客さまからのご意見や苦1青等に適切に対応することにより、利用

者サービスの向上を図るとともに、当機構の業務iS_営 の効率化にもつなが

つている。

オ 平成 22年 4月に「独立行政法人福祉医療機構法令等の遵守に関する規

程」を制定し、コンプライアンス委員会の設置及び内部通報制度を整備し

ており、経営理念による当機構ミッションの明確化と トップマネジメント

の強化、内音B統制 。リスク管理の有効性を確保するための態勢整備と相僕

つて、機構全体のガバすンスの仕組みの―層の強化が構築されつつある。



(項 目 7)

事務 。事業の見直し等

(委員長通知別添三関係)

①独立行政法人の

事務・事業の見直し

の基本方針で講ず

べき措置とされた

ものの取組状況

(23年度中又は 23

年度から実施とされ

たもの)

1 福祉貸付事業及び医療貸付事業

≪取組状況》

借入申込みの受理から貸付内定通知までの平均処理期間の短縮、借入申込

書類の簡素化の促進、災害復 1日 ・金融環境の変イじ等に伴う経営悪化等の緊急

時における資金需要に迅速かつ機動的に対応する等、融資枠の確保、融資条

件の改善等により、利用者サービスの更なる向上のための取組目標を中期計

画等に明示し着実に取り組んでいる。(平成23年3月措置済み)

なお、具体的な取組みは以下のとおり。

○ 審査期間短縮

(平成22年度目標)福祉貸付75日以内、医療貸付45日以内

(平成23年度目標)福祉貸付・医療貸付30日以内

(平成23年度実績)福祉貸付278日、医療貸付211日
○ 申請書類の簡素化

平成22年度中に、申請書類の一部削減、施設種局」ごとに提出すること

となつていた書類の一元イヒ及び一部電子化などにより、福祉貸付は対前

年度比30%以上、医療貸付は対前年度比5%以上の簡素化を図った。

○ 融資相談の強化

事業計画の早い段階から的確な融資相談等に応じ、速やかに安定的な

事業が図られるよう必要な見直しの提案、助言等を行つた。

○ 有事対庇 機動性の強イヒ

災害時等の一日春的な資金需要に対する経営資金の融資制度を倉」設。ま

た、東日本人震災において被災された事業者への対応を図るため専用電

話による特局」相談窓□を設置するとともに被災地での融資相談会の開催

など、迅速かつきめ細かな対応を図つた。

平成23年度第一次補正予算において、被災した医療施設、社会福祉施

設等の復 1日 を支援するため貸付利率の一定期間無利子化や融資率を

100%とする等の優遇措置を講している。また、第二次補正予算におい

て、1日債務に係る積極的な条件変更 (償還期間の延長、金利の見直し等)、

災害復 1日 のための新規貸付条件の更なる緩和 (償還期間・据置期間の延

長、無担保貸付額の拡充等)を実施している。 さらに、第三次補正予算

において、市町村等の復興計画を踏まえた被災地復興のための支援やつ

後の災害対策を図るべく貸付利率について当初5年間金利等の優遇措置

を請じている。

≪参考 :東日本大震災対応状況 (平成24年 3月末現在)≫
・福祉貸付

現地相談会 :10回 (個別相談137件 )、 訪問相談 :3件

関係団体等と意見交換 :12回
。医療貸付

現地相談会 :9回 (個別相談95件 )、 訪間相談 :2件

関係団体と意見交換 :26回

〇 小規模組織に対する資金需要の支援の強化

平成23年度からケアホーム、グループホームについてNPOを 貸付け



の相手方に追加するとともに、平成23年度第三次補正予算において、東

日本大震災の復興に資する塾備については、29名以下の特別責護者人ホ

ーム、ケアハウスや障害福祉サービス事業に対して、一定期間無利子化

や融資率を100%とする等の優遇僣置を講 じている。

○ 社会医療法人等の/AN益性の高い医療機関に対する資金需要の支援の強

イじ

救急医療、へき地医療などを担っている社会医療法人に対して、平成

21年6月から融資にあたつての保証人を不要とするとともに、平成23
年度から、融資率の引き上げ、土地取得資金の利用条件を緩和し、資金

需要に応えることで地l或 における医療の質を図れるよう融資制度の創設

を行つた。

○ 融資条件の改善等の利用者側の利便性の向上

平成23年度から、福祉医療政策の動向や顧客ニーズを踏まえた特別養

護者人ホームや病院への融資条件の優遇 (耐火構造の施設についての償

還期間を30年以内に延長 )、 地球温暖化対策に資する事業への融資条件

の優遇、先進医療機器に対する融資制度の創設等を行つた。

さらに、平成24年度から「 日本再生の基本戦略」(平成23年 12月24
日閣議決定)に基づき国有地等を利用 した社会福祉施設等の整備促進の

ための融資条件の優遇、東日本大震災の被害を教訓として災害時におけ

る電力不足に対応するために病院等への自家発電設備整備に係る融資条

件の優遇を行った。

,(講すべき措置)※23年度から実施

1  利用者サービスの更なる向上のための具体的な取組目標 (資金貸付け時の審査期 :

:間短縮、申請書類の簡素化等の効率化、融資体制の見直し等)、 業務効率化に係る一
:

:層の取Fil目標を中期計画等に明示する。

2 福71L医療経営支援事業

≪取組状況≫

民間事業者が、どのような病院 。医療経営指導のノウハウを懸要としてい

るかを把握するため、民間金融機関 (13行)に対してヒアリング等を行い、

具体的な民間へのノウハウ普及の方法を検討し、中間報告として取りまとめ、

平成24年度の試行に向けた準備を行つた。

(請すべき措置)※23年度から実施

病院・医療経営指導のノウハウについては、民間へ普及を行うことを検討する。

3 福祉保健医療情報サービス事業

≪取組状況≫

国と重複する行政情報及び民間と競含するワムネットプラス (福祉用具・

機器情報及び介護保ll■業務管理ソフト等製品情報等を掲載)を廃止し、平成

23年4月 1日から事業規模の縮減 (平成22年度7億円→平成23年度6億円)

を行った。なお、行政資料についてはリンクを掲載しく利用者の利便性が低

下しないように配慮した。

また、平成24年 10月から稼働予定の次期システムの構築にあたり、シス

テム仕様を見直しサーバ構成等のスリムイヒを図り運用経費の更なる縮減を図

つているところである。



:(講すべき措置)※23年度から実施|(講すべき措置)※23年度から実施                     l
:  国と重複する行政情報及び民間と競合する情報に係る提供業務は廃止するとと  :
: もに、本法人が提供する情報サービスは、基幹的な福祉医療情報 (ケフマネジャー :

: の業務に必要な介護事業情報等業務)に限定することにより、事業規模を縮減する。 :

(講ずべき措置)※23年度から実施                     |
政策動向や国民ニーズを踏まえ、NPO等が行う活動への支援については、国、 1

地方等との役害」分担に従って、国が助成対象テーマを示すなど国として行うべきも :
のにS_R定するとともに、事業の採択0吉 には外gβ評価者を活用するなど事業の厳選を 1
図る。                                 |

4 社会福祉振興助成事業

《取組1犬況≫

助成事業の男集にあたっては、政策動向や国民ニーズ、地方等との役害」分

担を踏まえ、児童虐待防止、貧困対策などの国として行うべきものに限定し

た助成対象テーマを定め、募集要領に明記し公表 している。

また、助成事業の採択に当たつては、外音口有識者からなる社会福祉振興助

成事業審査 。評価委員会において選定方針を策定し、当該選定方針に基づき

審査・採択を行つている。

(講ずべき措置)※23年度から実施

5 不要資産の国庫返納

① 公庫総合運動場、宝塚宿舎ほか

《取組状況≫

○ /AN庫総含運動場は平成24年 1月、千里山田宿舎は平成24年 3月 に国

庫納付 (現物納付)を完了した。宝塚宿舎及びメll西宿舎 (90,800千円)

は平成24年 5月に売去,済みであり、速やかに国庫納付 (金銭納付)を行

う予定。

宝塚宿舎及び川西宿舎の国庫納付については、近隣住民との土地の境

界確定協議が整わず、当初予定していた現物納付が困難となったため、

財務省及び厚生労働省と協議し、当該資産を売却のうえ金銭による国庫

納付としたことから、平成23年度中に国庫納付することができなかっ

た。現在、国庫納付 (金銭納付)について厚生労働省と調整中。

○ 平成24年度以降に実施することとされている東久留米宿舎、小金丼宿

舎ほかについては、平成22年度及び平成23年度に入居者に対し平成24
年度中の退去を促すための説明会を実施した。

:(講ずべき措置)※23年度から実施                     :
: 公庫総合運動場、宝塚宿舎ほかを国庫納付する。                :

② 政府出資金等

《取組状況》

業務廃止後、国庫納付を行う予定。



1 旧長寿 。子育て 。障害者基金事業

≪取組状況》

長寿 。子育て 。障害者基金事業基金 (基金分2,787億円及び債券売却益等

134億円)は、平成22年 11月 に売却し、平成23年3月 に国庫納付を完了し

た。

また、平成22年度から新たに社会福祉振興助成費補助金 (国庫補助金)が
予算措置されることとなり、平成22年4月 1日 から新たに社会福祉振興助成

事業を創設し、民間の創恵工夫ある活動や地域に密着 したきめ細かな活動等

に対し、効果的な資金助成を行つている。

:(判定結果)

: 長寿・子育て ,障害者基金の金額を国庫に返納

:算措置)

(必要な事業については毎年度予 :

②行政刷新会議事

業仕分けでの判定

結果を受けた取組

状況

≪取組状況≫

長寿 。子育て ,障害者基金事業に係る管理費等の経費については、平成20
年度実績で約828百万円であったところであるが、広報・募集方法及び電子

申請システム等の見直しを図り、平成23年度において371百万円となり、

平成20年度実績に比して約55%の削減を図つている。

:(判定結果)

: (独 )福祉医療機構の管理費を削減

2 福祉貸付事業及び医療貸付事業

≪取組状況≫

上記「①独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針で請ずべき措置と

されたものの取組状況」のとおり。

:(判定結果 )

, 効率化などに努めることを前提に、当該法人で実施し、事業規13_は現1犬維持

3 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

≪取組状況≫

○ 現行制度における貸付限度の31下げ等による事業規模の縮減方針を

平成22年内中に取りまとめ、金融機関等と実務面の調整を行つた上で

平成23年 12月より制度取扱変更を実施 した。

○ また、事業の廃止に向けた工程表を作成し、今後の対応方針を平成23
年3月に開催された厚生労働省独立行政法人評価委員会にて/AN表 した。

○ さらに、平成24年3月 に、平成27年10月より低所得者等への年金額

の加算措置を講じることを盛り込んだ国民年金法等の―部改正法案を国

会に提出した。事業の利用者は年金額の低い方が多いことから、この年

金額の加算措置は本事業の代替措置の一つとなり得るものである。

《検討1犬況、今後予定する見直し内容等》

平成24年度においては、貸付実績の分析等により、平成23年度に実施し

た事業の見直しの検証を行いつつ、主たる代替措置である生活福祉資金貸付

制度の今後の予算規模や実施体制等も見極め、廃止に向けた検討を行う。

:(判定結果 )

: 新たなセーフティーネットを用意した上で、事業廃止



1 ヒ ト (組織のスリム化)

≪取組状況》

平成23年4月に管理部門の再編等を踏まえた組織のスリム化を行うため、

次のとおり組織改正を行つた。

○ 管理部門の再編 (総務部、企画指導部、情報システム部)を行い、管

理職ポス ト (音日長▲2名、課長▲1名)を削減した。

○ 大阪支店の管理部門を廃止 (次長▲1名、課長代理▲1名)した。

≪国家公務員OB関連≫

職員 :定年後解消 (平成22年度末に2名減、平成23年度7月に1名減、

平成24年度末に1名減と段階的に解消)

2 モノ (余剰資産等の売却)

《取組状況≫

上記「 ①独立行政法人の事務 。事業の見直しの基本方針で講すべき措置と

されたものの取組状況」のとおり。

3 カネ (国からの財政支出の削減 )

≪取組状況》

国からの財政支出 (運営費交付金)に ついては、平成22年度予算で4120
億円であつたところであるが、福祉保健医療情報サービス事業 (W∧M NttT)

の規模の縮減、大阪支店の管理部門の廃止、人件費の削減等により、平成23
③ 省 内事 業 仕 分 け 1年度予算において39471意円となり、173億円の削減を図っている。

で 自ら示 した改革

案の取組状況   14 事務・事業の改革

(1)福祉貸付事業及び医療貸付事業

≪取組1犬況≫

上記「①独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針で講ずべき措置と

されたものの取組状況」のとおり。

(2)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

≪取組状況》

上記「②行政届」新会議事業仕翁けでの半」定結果を受けた取組状況」のとお

り。

(3)福祉医療経営指導事業

≪取組状況≫

○ 民間コンサルとの棲み分け

民間コンサルタン ト会社等で実施されている経営セミナー等の実態把

握及び機構セミす―受講者のニーズ等調査を踏まえ、民間と競含する業

務は廃止し、機構の独自性が明確になるテーマ設定・講師選定を行い、

施設整備の事業計画の立案や施設の機能強化に資する情報等に関する内

容へと重点化 し、平成23年度の実施計画の見直しを行つた。(平成23
年3月措置済み)

具体39には、民間コンサル等で実施できるような行政担当者や学識経

験者による政策動向等の講義内容を廃止し、機構役職員等による施設整



備計画の策定にあたってのア ドバイスや病院の機能強化に資する講義、

経営実践優良事例の紹介等、内容の見直しを図り、機構の独自性が発揮

できるように改めた。

○ 顧客満足度、機動性の向上

経営セミナーについては、受講者アンケー ト調査結果に基づき、WA
M独自の経営情報の発信を強化 (経営指標に関する講義時間拡大)及び

社会福祉施設や医療施設の経営者による経営戦略、経営課題及び経営改

善事例等の実践的な事例をカリキュラムに多く取り入れた結果、延べ受

講者数は3,152人 と、年度計画の目標値 (2,070人)を上回ることとな

り、施設の健全経営に必要な情報を広<施設経営者等に提供した。さら

に、セミナー受講者に対するアンケート調査における満足度指標につい

ても734ポイン トと、年度計画の目標値 (65ポイント)を上回つた。

(4)福祉保健医療情報サービス事業 (WAM NE丁 事業)

《取組状況》

上記「①独立行政法人の事務 。事業の見直しの基本万針で講ずべき措置と

されたものの取組状況」のとおり。

(5)組織・運営

≪取組1犬況≫

○ 給与水準の適正化
。 平成22年度より、機構独自の措置として管理職層等を対象とした本

俸基準表のヨ|き下 |プを実施 (平均▲10%)
・ 平成23年度においても前年度に引き続き、中高齢層を対象とした本

俸基準表の31き下げを実施 (平均▲10%)
・ 55歳を超える職員 (係長級以下の職員を除<)に対する本俸、役職

手当等の支給額について、平成23年度より国を上回る引き下げを実施

(国 ▲15%:機 構▲20%)
。 平成22年及び23年の組織改編により、管理臓ポス トを削減 し、組

織のスリム化を推進 (部長▲2、 次長▲1、 課長▲4)
・ 特別都市手当 (国の地1或手当に相当)について、国は平成18年度以

降6%∃ |き上げ、平成22年度に18%(東京都特局」区)の支給割合と

なつたが、当機構は31き続き12%に据え置き、抑制を継続
。 なお、今後とも国家公務員の給与改定状況等を注視 しつつ、平成24
年度 (平成25年度公表)における地域 。学歴差を勘案した対国家公務

員指数を概ね100ポイントとする6

(平成24年度における地域 。学歴差を勘案 した対国家公務員指数は

1005ポイン ト程度となることが見込まれる。)

○ 大阪支店の事務所スペースの縮減

平成22年度末に大阪支店の管理部門を廃止 し、事務所スペースを削減

(150r)した。(平成23年4月 1日 賃貸契約変更済)

なお、平成23年 12月 1日 に開催された厚生労働省内事業仕分け監視・検

証チームにおける指摘はない。



④その他事務。事業

の見直し

会計検査院による平成21年度決算検査報告において、承継年金住宅融資等

債権に係る回収金等の入金の時期等を把握して、早期に運用を開始すること

により運用収入の増加を図るとともに、取引先金融機関の選定に当たり競争

性の拡大に努めるよう改善を図る必要があるとされたところである。

これらに対して、当機構におしヽては次のとおり改善を請じた。

ア 平成22年2月分以降、各月の償還期日のうち回収金等が最も多額である

20日から起算して3営業日B寺点の残高を取りまとめた上で、より早期に余

裕金の運用を開始した。

イ 取引先金融機関の選定に当たつては、競争性の拡大に努めるものとし、

同年 10月 に、応募に必要な情報を当機構のホームページにおいて公開し、

取31先金融機関への参加を希望する金融機関を/AN募 した。

⑤公益法人等との

関係の透明性確保

(契約行為につい

ては、項目5「契約」

に言己載)

1 特定の公益法人等との関係

特定の公益法人等に対する出資、出えん、負担金等はない。

2 社会福祉振興助成事業における助成事業の選定

社会福祉振興助成事業において助成金の交付を行っているが、助成事業の

選定に当たっては、毎年度、外部有識者からなる社会福祉振興助成事業審査・

評価委員会において、選定方針を策定するとともに、当該選定方針に基づい

て審査し、採択することにより、客観性及び透明性の確保を図つている。



行政刷新会議「事業仕分け」

2WGヨ平1面コメン

評価者のコメント

事業番号2-32(独 )福祉医療機構

● 基金は一旦国に返還すべき。運用益を用いた事業は毎年の予算査定を経ないので、税金・保

険金の使い方として不適切。

● 基金運用益により事業実施する意味はあまり感じられない。税金の使途として、事業の必要性

や必要額についてしっかりと査定できるシステムに戻すべき。

● 毎年度運営交付金+新規事業費を厚労省に予算申請し、認められた上で事業を遂行していく

形でよい。このように福祉医療機構だけで助成する団体・活動を国民に開かれた場ではなく決

められる状態は恣意的運用も招くおそれがある。もちろん効率のよい運営が行われにくい。ぬる

ま湯状態になることは避けられないだろう。

● NPO等の事業内容は有意義である。但し、元来政府出資(=税金)で設立された団体。過去

の積立金は国庫に返して、事業については透明性のあるプロセスで必要であれば毎年一般財

源を充てるべき。国庫の運用で事業を行うのは、不適当。国庫からは完全に独立して事業をし

ていき、市場競争の中で勝負していくべき。

● 基金を持つ必要はない。

● 福祉医療機構が支援しているすべての活動が、交付金でまかなえるのなら基金を運用するとい

う業務をはぶいて、機構内の業務を簡素化するべきだ。本当に国民が必要とする活動に助成

金を交付しそのスタートアップを支援し、やがては自立できる活動になる様に仕向けていくべき

だ。

● お金が先で、事業を後から考えている。毎年度きちんと査定を受けるべきである。平成21年 10

月19日 の社会保険病院等の資産の譲り受けに要する資金について、役立つ分野に転換すべ

きである。

● 年金・健康保険福祉施設整理機構から民間医療法人に売却される場合に、福祉医療機構が

買い取り資金を貸し付ける予定だが、安値払い下げの疑惑を招くのでやめてほしい。基金は国

に返すべきだと思うしヾ 別勘定でやつている融資がどれだけ民間金融機関と違うことができてい

るのか疑間がある。

● 子育て支援基金、長寿基金、高・障基金の一部(1/3程度)をまず国庫に返すべき。分権的

に事業を行う方が効率的な場合があるので、基金は有意義。ただし、効率化するためのインセ

ンティプがビルトインされていない。ガバナンスに問題がある。

● 天下りと現役出向で合計2人 が常勤として勤務している。事業を行う人件費約3億円かかつて

いる。NPOなど現場からは使い勝手がよいとの意見もあるので、今後のあり方について政務三

役を中心に議論してほしい。

WGの評価結果



行政刷新会議「事業仕分けJ

(独)福祉医療機構

見直しを行う
(廃止 0名 自治体/民間 0名 見直しは行わない 0名

見直しを行う 13名 :

ア.全額を国庫に返納

(必要な事業について毎年度予算措置)11名
イ.(独 )福祉医療機構の管理費を削減 9名

ウ。その他 2名 )

とりまとめコメント

結論は、見直しを行う。

まず基金を全額国庫に返納し、必要な事業については、毎年度予算要求をしても

らいたい。そして、独法の運営については、相当まだまだ無駄があるため、管理費の

削減をお願いしたい。理事長におかれてはこの点を徹底してもらいたい。

付け加えるならば、公益を担う市民の活動が大事なのは言うまでもないが、このや

り方でやり続けるのがよいかどうか、原点に立ち戻つて検討してもらいたい。

とりわけ国、地方、独法など様々な手段で、子育て、障害者、長寿の方への支援を

行つているが、総合的な政策パッケージとして一刻も早くまとめるよう、制度官庁とし

て厚労省にお願いしたい。

なお、理事長は民間の方だが、この独法にもまだまだ天下りがたくさんある。取引先

の公益法人、財団法人についても天下りが存在する。民主党は、天下りのいる公益

法人等は全廃すると言つている。この方針を踏まえ、取引も見直してもらいたい。随意

契約、指定法人制度のあり方の見直しについても、付け加えてお願いしたい。理事長

には頑張つてもらいたい。



―キンググルー

(事業番号)B~3

(項 目名)福祉医療貸付、年金担保貸付等

(法 人名)福祉医療機構

(1)福祉貸付事業

(2)医療貸付事業

(3)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

評価者のコメント

(1)福祉貸付事業

●助言審査を機構で行い、貸付けは他機関で実施した方が適切と考える。

●貸付事業は、政策金融公庫に移管すべき。

●この事業も金融公庫への移管を行うべき。条件の差の部分について補助を出すといつたケア

は別に考えるべき。人員は一部移管。

●政府系金融機関に移管すればよいと思う。

●事業の重要性やスピードが求められていることを考えると、他の法人で行つた方が効率的では

ないか。助言機関としては効果が期待できるかもしれない。

●福祉貸付の重要性は理解できるが、この独法自身が実施する必要性はないように思える。

●地方・民間あるいは政策金融公庫との連携を強め、金融業務から除々に撤退すべき。

●政策金融公庫の審査体制を別途充実。

●独法という法人形態で融資をすべきではない。

●正式に書類を受け付けてから貸付決定までは 37日 間だとしても、それ以前に自治体保証を

取り付けるまでに 2年を要するのは長すぎる。福祉施設建設費の大部分は補助金が充当され

るのが通常であるとはいえ、さらなるスピード行政が求められる。

●コンサルティング業務に特化することも一案ではないか。融資までのリードタイムを縮小すべ



き。

●貸付実績が減少している。事業全体の見直し、効率化を図り、政策金融を担う他機関との差

別化を図るべき。

●福祉医療の特殊性 (収 入源が限定・画―)から、二一ズに応えた対応が必要。

●融資業務の見直し等によるユーザー側の利便性向上。

●福祉・介護サービス全般の見直しをしなければ、国民福祉の向上にはつながらない。

●福祉介護施設も医療機関と同様、厚生労働省による、公定報酬を唯一の収入源としてい

る。そういった報酬の低さ(不 十分さ)を 自戒し、自らの失政を補完する。この貸付事業をとりや

め、早急に介護報酬の公定料金(報酬)を適正に改定すべきである。

●医療を国家戦略で成長産業と位置付けるなら、福祉施設等の資本コストをいかに調達する

かが大事。

(2)医療貸付事業

●良質な医療サービスの底上げの支援については、利子補給などスキームの見直しも視野に

入れるべき。

●貸付事業は政策金融公庫に移管すべき。

●政策金融公庫にまとめた方がよいと考える。人員については、一部転籍。

●地方、民間あるいは政策金融公庫との連携を強め、金融業務から序々に撤退すべき。政策

金融公庫の審査体制を別途充実。

●政策金融公庫への移管は、病院・診療所の倒産続出が確実である。資本の論理での融資

であり統合はありえない。

●助言審査を機構で行い、貸付は他機関で実施した方が適切と考える。

●独法という法人形態で融資をすべきでない。

●本事業は貸倒リスクが極めて小さいので、他機関でも十分に実施できる。利率の問題につい

ては、国が公庫に補てんする。

●医療貸付の必要性は十分に理解できるものの、独法でやる必然性までは認められない。民

間協調融資の拡大や経営の健全化という目標がある一方で、機構として新規融資の削減を目

標とするなど、将来の方向性がわかりにくい。

●助言機関としては効果が期待できるかもしれない。

●採算がとれない赤字事業を独法が行い、経営が苦しい相手に資金を貸し付ける仕組みが適

当なのか。補助金や利子補給を検討すべき。



●民間病院における施設整備資金等の調達方法は公立に比べて厳しく制限されており、市場

原理だけでは考えられない。しかし、貸付実績が減少するなど事業全体の見直し、予算縮減と

改善は不可避。審査に時間がかかりすぎるとの声もあり。

●事業の重要性やスピードが求められていることを考えると、他の法人で行つた方が効率的では

ないか。

●必要な事業だが、一層のスピーディーさと充実した貸付を求める。ただ根本問題として診療

報酬の改革が必要。

●現状では、当制度が医療サービスの実質的なセーフティーネットになつている。しかしながら

赤字病院が60%を超える状況で融資を行つても基本的な問題の解決にならない。医療保険

制度の抜本的な見直しを行うまでの暫定措置として存続。

●医療過疎地に診療所を建設することは、国策としてやるべき貸付事業であるから、補助金も

同時に入れて、地域での収益性が向上するような仕組みを再構築すべきである。なお、診療所

建設は、政策金融公庫でも対応可能なので完全に切り分けるのか、共同事業化するのかの政

策判断も必要である。

●民間医療機関の特殊性 (収入は診療報酬のみ)から、継続する。

●そもそも病院の唯―の収入である診療報酬が不十分であることが原因で日本全国の病院が

困窮している。これは厚生労働省の失政に他ならない。この失政を自ら補完する事業を一医療

人として看過できない。診療報酬を適切に加算することで解決する。

●診療報酬の見直しや株式会社立、混合診療とセットで議論することが必要。その上で利子補

給や保証に支援するとともに政策金融を一本化していくべき。現状では当該法人を最大限活

用できるよう工夫する。

●高額医療機器と付帯費用も含めて100%融資すべきである。経済成長の柱。先進医療 (が

ん)には10年低利融資する。医療貸付について建物の耐用年数を45年とする。将来は保証

期間に衣替えすることを検討すべきである。

●医療を国家戦略で成長産業と位置付けるなら、民間病院等の資本コストをいかに調達する

かが大事。

(3)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

●年金を担保に貸し付ける仕組みが問題 (モラルに反する。)。 結果として生活保護に追い込

む例もありその現状を機構が把握していない。

●マイナス効果が多い。本業の融資商品の開発が必要。

●セーフティーネットとしては、年金担保はなじまないと考える。廃止した場合の一時的資金需



要へのスキームは考えるべき。

●そもそもの法的規制に反している。生活保護とのセッHこよる悪用例もあるので廃止。

●年金を担保にした場合、生活の基盤に問題が生じ、かつ生活保護との関係で悪用されるケ

ースも取りざたされている。

●年金を前倒しして困窮する国民に貸し付けることは、社会通念上固く禁止されるべきである。

●セーフティネットを担保に融資をする合理性がない。当初 目的は達成されている。そもそも制

度の開始時の目的 (ヤミ金対策 )は 失われている。その上、実質生活保護により返済を受ける

ようなことが制度上可能な欠陥制度である。他の制度による受けIlllもある以上、本制度の役割

は終わつた。

●年金担保はそのものが適切ではない。資金が必要な人には別の制度の設計が必要。

●年金担保貸付は直ちに廃止すべきである。葬儀費用の事例が説明されたが、親子の絆が薄

くなつている今 日、子供の連帯保証により無担保に貸し付けるのならば、一部残してもよい。遊

興費の貸付けを国費で行つているとすれば論外である。

●無担保貸付に移行すべき。又は、他の金融機関に移管すべき。

●そもそも年金を担保に貸し付けるのは正しいのか、悪用されるケースが多いのではないか。実

態を把握し、今後の方針 (制 度のあり方)を決めるまで予算を縮減する。

●年金担保貸付制度の廃上の場合の影響調査を待つて判断する。

●実施の意義は認められるし、事業の規模も適切に思える。リピーター問題も改善策がとられる

ようである。しかし独法が実施する必然性は認められない。

●絶えずこの制度自体の妥当性を検証すべき。

WGの評価結果

(1)福祉貸付事業

効率化などに努めることを前提に、

当該法人が実施し、事業規模 |よ現状維持

<対象事業>
・ 廃止 1名

・ 他の法人で実施 7名 (事業規模 現状維持 1名 、 拡充 6名 )



'国等が実施 1名 (事業規模 拡充 1名 )

・ 当該法人が実施 7名

(事業規模縮減 2名 、現状維持 3名、 拡充 2名 )

<見直しを行う場合の内容>
・ 事業主体の一元化 1名
・ ガバナンスの強化 4名
'その他 1名

(2)医療貸付事業

効率化などに努めることを前提に、

当該法人が実施し、事業規模は現状維持

<対象事業>
・ 廃止 1名

・ 他の法人で実施 7名 (事業規模 現状維持 1名 、 拡充 6名 )

・ 国等が実施 1名 (事業規模 拡充 1名 )

・ 当該法人が実施 7名

(事業規模縮減 1名 、現状維持 4名、 拡充 2名 )

<見直しを行う場合の内容>
・ 事業主体の一元化 1名
・ ガバナンスの強化 3名
・ その他 1名

3)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

事業の廃止

<対象事業>
・ 廃止 11名
。他の法人で実施 2名 (事業規模 縮減 1名、現状維持 1名 )



・ 当該法人が実施 3名 (事業規模 縮減

<見直しを行う場合の内容>
・ 事業主体の一元化 1名

・ ガバナンスの強化 2名

1名、現状維持 2名 )

とりまとめコメント

福祉貸付事業については、「他の法人で実施」、「当該法人で実施」
が大半であつた。事業規模に関しては、「拡充」、「現状維持」が多かっ

た。貸付事業自体は必要だが、独法自体が効率的かつスピーディーな
やり方をできているかという問題意識が強くある。このため、他の法人で
の実施を含めこの部分の解決を議論することを勘案してもらうことを前
提に、「当該法人が実施」することを結論とする。また、事業規模に関し
ては、現状維持又は拡充が多いので、「現状維持」というところに結論を

置きたいと思うが、二―ズは多くあるということを付記する。

医療貸付事業については、「他の法人で実施」が7名 、うち「拡充」が6
名、「現状維持」が1名 である。「当該法人が実施」が7名 で、うち「現状

維持」が4名 、「拡充」が2名、「縮減」が1名である。基本的に、このよう
な貸付自体は必要であるが、やはり融資体制が十分出ないという問題
意識があり、スピーディーさについてはまだ検討の余地がある。さらに、

根本問題として、経営体制自体が診療報酬を含めて根本的なところか

ら悪化していることから、福祉医療機構が貸し付けなければいけないと
いう構図が生まれており、これは早急に改善しなければならないという

問題意識がある。結論は、「当該法人が実施」、事業規模は「現状維

持」とするが、ニーズが多くあるとの認識は付記しておく。

年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業は、廃止が11名お

り、結論は「廃止」。ただし、現在貸付けを行つているものもあることか

ら、移行期間が必要であることを十分理解しながら、これに代わるような

制度、例えば、全社協の貸付制度、生活資金の融資、セーフティーネ

ットを十分用意した上で基本的に年金を担保として貸付を行うというやり

方自体は止める方向にもっていってほしい。



独立行政法人福祉医療機構の改革案について

1.ヒト(組織のスリム化)

<平成21年度>
理事4名

職員260名

10部 1支店34課

<平成22年度>
理事3名 (▲ 1名 )

職員257名

10部 1支店32課

<平成23年度>
理事3名

職員塑室 (▲ 5名〕
8部 1支店30課

≪削減数≫

・管理部門を再編し、管理職ポストの削減  ▲3名
・大阪皮鷹⊇萱理遡通⊇塵上       ▲2名

ヽ
―

―

―

―

―

ノ

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 2/7人中 0/6人中 ▲ 2

職員 4/260人 中 4/257人 中

》の≪

L

職 員 :定年後解 消 (22年度末に1名減、
23年度末に2名減、24年度末に
1名減と段階的に解消)

2.モノ(余剰資産などの売却 ) ≪国庫納付見込額》(簿価額)

ヨ鋭4製魔1型Ш翻
)

3.カネ(国からの財政支出の削減 )

<平成21年度>
(運営費交付金 )

41.37億円

<平成22年度>
(運営費交付金)

41.20億 円

<平成23年度>
(運営費交付金 )

39,47億円

・福祉保健医療情報サービス事業 (WAttNET)|よ、重複する行政情報の掲載を廃止
・大阪支店の管理部門の廃止及び事務所スペースの削減
・人件費の削減 (24年度までにラスパイレス指数を概ね100とする。)

・電力使用量の削減、出張旅費の削減等

≪削減額≫



4.事務・事業の改革

①年金担保貸付事業、労災年金担保貸付事業

"省内事業仕分け及び行政刷新会議仕分け結果を踏まえ、事業利用者の実態把握
及び代替措置となり得る他制度の現状把握を行いつつ、事業の廃lLに向けた検討を
進める。

②福祉貸付事業、医療貸付事業

○ 利用者サービスの更なる向上に向けた取組の徹底
口資金貸付時の審査期間を更に短縮し資金調達ニーズに迅速に対応する。
・資金貸付時の申請書類の更なる簡素化に向けた検討を行う。

○ 融資相談の強化

○ 有事対応・機動性の強化
04ヽ規模組織に対する資金需要の支援の強化対する資金需要の「"支援の強化



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について(福祉医療機構)

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【福祉・医療貸付事業】
(評価結果)

効率化などに努めることを前提に、
福祉医療機構が実施し、事業規模は現
状維持。

○効率的かつスピーディーなやり方に
ついて検討の余地があり、融資業務
の見直し等効率化を図り、ユーザー

側の利便性向上と他機関との差別化
を図るべき。

○施設建設の構想から自治体の了承を
取るまでに2年は長すぎる。
融資申請に至るまでの事前相談期間
をできる限り短縮すべき。

(刷新会議仕分け)

○利用者サービスの更なる向上
。資金貸付時の審査期間を更に短縮し、資金調達ニーズに迅速に文」応

(福祉貸付)37.9日 → 30日以内
(医療貸付)33.4日  → 30日以内

・資金貸付時の申請書類の更なる簡素イしに向けた検討
(福祉貸付)複数様式の一元化、法人公表資料の活用等により、 申請書類を

30%程度簡素化する。
(医療貸付)法人公表資料の活用等により、申請書類を5%程度簡素化するc

O利用者ニーズヘの対応、有事の文怖 等の機動性の確保
・利用者ニーズヘの対応………融資枠の確保、融資条件の改善等に努める。
・有事対応・機動性の強化…有事における一時的な資金需要に迅速かつ機動的な

対応に努める。
・小規模組織に対する資金需要の支援の強化
・社会医療法人等の公益性の高い医療機関に対する資金需要の支援の強化

○融奮相談の強イに

新規開設予定者、既設経営者に対し、円滑な施設整備を進め、安定した経営を
行う上で嚇要な情報提供等をセミナーや個別相談を通じ行っているところである
が、整備計画の早期段階から的確な融資相談に応じ、速やかに安定的な事業実施
が図れるよう必要な見直しの提案、助言等に努める。

<仕分け前の改革案>        <仕 分け後の改革案><仕分け後の改革案>
○利用者サービスの更なる向上に向けた取組の徹底
○有事対応・機動性の強化
〇小規模組織に対する資金需要の支援の強化
○社会医療法人等の公益性の高い医療機関に対する
資金需要の支援の強化

○融資条件の改善等の利用者側の利便性の向上
○融資相談の強化

○利用者サービス
の向上



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【年金担保貸付及び労災年金担保貸付
事業】
(評価結果)

新たなセーフティネットを用意した
上で、事業廃止。

0年金を担保に貸し付ける仕組みが間
題 (モラルに反する)。 結果とし
て生活保護に追い込む例もありその
現状を機構が把握していない。

○セーフティーネットとしては、年金
担保はなじまないと考える。廃止し
た場合の一時的資金需要へのスキー
ムは考えるべき。

(刷新会議仕分け)

○国会でも指摘を受け、具体的にどう
いう用途に使われているのかサンプ
ル的に調査をして確認を行い、貸付
の中身の厳格化、廃止も含めた見直
し、あるいは他で担えるのか、重複
部分の問題も含め検討してい<。

(省内仕分け)

省内事業仕分け及び行政刷新会議仕分け結果を踏まえ、事業利用者の実態把
握及び代替措置となり得る他制度の現状把握を行いつつ、事業の廃上に向けた
検討を進める。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【福祉医療経営支援事業】
経営セミナーは、民間経営のコンサ

ルタントとの役害」の棲み分けについて
も論点として検討したい。

○経営支援事業も約70%と いうセミ
ナーの満足度など、積極的に存続さ
せる意義が感じられなかった。
そもそも外部から請師を招いてのセ
ミナーなど、民間でどこでもやって
おり、あえて行わねば ならなしヽ必
然性はないのではないか。

○専門性、商品価値、機動性を高めて
ほしい。 (省内仕分け)

○民間コンサル上の棲み分け
。経営セミナーについては、民間コンサルの動向を1巴握した上で、重複部分の見
直し等の工大ができないか検討する。

○顧客満足度ヒ機動性の向上
。経営セミナーについては、受講者アンケートでニーズの高い「実践事例を通し
た経営管理に役立つ情報」、「経営指標データを活用した経営管理に役立つ情
報」等のカリキュラムを充実させ、一層の顧客満足度の向上に努める。

【福祉保健医療情報サービスWAMNE「 F)

事業】
(評決結果)

改革案が妥当4人
改革案では不十分5人
改革案では不十分のうち、国、民間ヘ
3、 事業継続するが更なる男直 し2

0民 FB5売却できないかということも
検討課題。

○厚生労働省が福祉サービス情報を一
元的に管理すべき。その情報をHP
に入力、保守 。管理するのが福祉医
療機構の仕事ではないか。

○日々更新される介護事業者情報など
を国が直接管理、提供するのはそぐ
わない。本来、自治体がそれらを担
ユベき部分が多い。 (省内仕分け)

○全廃又は一部縮小の
3案を検討

○重複する行政情報の掲載を廃止、医療機
関・介護事業所情報等の掲載は引き続き
実施することとし、コスト削減を図る。

○見直し案

実施主体を国 。自治体又は民間が行うこととする場合には、
。実施主体を国又は自治体に移管することは、機構と同等のシステム構築と運
用コストが必要であり、実質的なコスト削減に繋がらない。

・民間への移譲 '売却は、機構と同等のシステム構築と運用コストが必要であ
り、かつ収益性がないことから民間が実施するとは考えに<い。

このため、ヨ1続き機構で実施することとする。

ただし、福祉医療に関する行政情報は、国 。自治体が担う業務であり重複して掲
載する必然性がないため廃止する。 (別紙 1参照)

<仕分け前の改革案>          <仕 分け後の改革案>



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【組織・運営】
(評決結果)

改革案が妥当3人
改革案では不十分6人

改革案では不十分のうち、他独法との
統合・移管 1、 更なる見直しが必要5

0管理部F日の整理をすべき。

○事業の移管・廃止の如何による。

○更なる人員の削減をして、給料を大
幅に下げるべき。

(省内仕分け)

○管理部門の再編
管理部門の再編 (総務部、企画指導部、情報システム部)を行い、管理職ポスト
(部長▲2人、課長▲1人)の削減を行う。 (22年度検討、23年度反映)

○給与2k準の滴正化
給与水準の適正化については、ラスパイレス指数が概ね100ポイントになるよう
給与水準の適正化に努める。 (24年度までに実施)

○大阪支店の改菫の方向性
・刷新会議仕分けでは、「融資体制が十分でない、スピーディーさについて検

討の余地がある」とされたことを踏まえ、顧客サービス (利便性・迅速性)
の維持 。向上を図る必要がある。

・大阪支店を廃止した場合の費用削減効果は、▲1,530万円、同支店を存続さ
せ、管理部門を廃止するなどした場合の費用削減効果は▲2,790万円という
結果であった。

これらを踏まえ、大阪支店は、顧客サービスの観点から貸付部Pヨのみに特化す
ることとし、管理部門を廃止することとする。 (別紙2参照)

<仕分け前の改革案> <仕分け後の改革案>

○廃上した場合の費用
対効果を検証し、
22年度上半期中に
結論を示す。

○大阪支店の管理部門を廃止する
。次長ポスト、課長代理ポストの廃止
・事務所スペースの縮減



L局」紙l l'.
l             WAMNE丁事業の改革の方向性             |

改革案 参考 (ヨ |き続き実施した場合)

システム最適化計画に基づくコスト削減 実施 実施

行政情報の掲載 厚生労働省HPに掲載 継続

医療機関 。介護事業所情報等の掲載 継続 継 続

コス ト削減額
22年度予算額7.0億円

23年度 :▲ 1.0億円
24年度 :▲3.0億円

23年度 :▲ 1.O億円

メリット
Oケアマネジャーの利便性確保
○担当職員の雇用配慮

〇ケアマネジャーの利便性確保
○担当職員の雇用配慮
OIIn場の混舌L回避

デメリット
○事業費がかさむ
○自治体HPとの部分的重複

○事業費がかさむ
○自治体HPとの部分的重複
○厚労省HPとの部分的重複



大阪支店の改革の方向性
改革案 参考 (廃止した場合)

福祉医療貸付
。融資相談、審査
。契約・資金交付

組織  4課 (27人 )

事業費 310,657千 円
面積  572耐

`顧客サービスの観点から貸付部門のみに特化
・管理部P5の廃止

'▲ 1課 (▲ 2人)

次長ポスト   ▲1

課長代理ポスト ▲ 1

。事務所スペースの縮減 (▲ 150r)

福祉医療貸付業務の全てを本部ヘー元化

・▲1課 (▲ 3人 )

支店長ポスト  ▲ 1

課長代理ポスト ▲ 1

係長ポスト   ▲ 1

・事務所スペースの縮減 (▲ 572r)

顧客サービス (利便性、迅
速性)の観点から東京 。大
阪で実施

行政刷新会議事業仕分けの以下の意見を踏まえ、福祉医
療貸付事業は現状の体制を維持し、管理部門を廃止する。

①貸付事業自体は必要だが、独法自体が効率的かつスピーティーなや
り方をできているかという問題意識が強くある。

②やはり融資体制か十分でないという問題意識があり、スピーディー
さについてはまだ検討の余地はある。

組織のスリム化のための見直し

メリット

・顧客の利便性 (大阪から東京へ来訪等を要しない)の
確保

。審査業務の迅速性 (ス ピード)の確保
・運用経費の削減
。システムのノヾックアップ機能を現状のまま利用できる

。運用経費の削減

デメリット 。庶務機能の低下

,本部へ移管等による多額の一時的経費の発生
。顧客の利便性 (大阪から東京への来訪等)の低下
。融資業務 (審査・契約)のスピー ド低下
・システムのバックアップ機能を構築する必要があ

る

コス ト削減額 ▲ 27,872千 円 ▲ 15,313千 円

一元化に伴 う一時的経費 7,428千 円 116,466千 円

実施を23年度とした場合
23年度の削減額

24年度の削減額

▲20,444千 円

▲271872千 円

101, 153千 円

▲ 15,313千 円



独立行政法人福祉医療機構の概要

《基礎データ》
)21

役員 6名
うち国家公務員出身者 0名 2名

うち現役出向者 1名 1名

職 員 257イ呂
うち国家公務員出身者 4名 4名

うち現役出向者 6名 8名

事業費 6,409億 円 うち国からの財政支出 2,466億円 3,227億円

* 役職員数は平成22年 4月 1日現在、事業費は平成22年度の数値、うち国家公務員出身者及びうち
現役出向者については各年度の 4月 1日現在、うち国からの財政支出については各年度の数値

≪主な事務口事業》

事務・事業 事業費 うち国からの財政支出

福祉貸付、医療貸付、
福祉医療経営支援事業

3,122億 円

計 2,162億円

うち運営費交
付金・利子補
給金

79億円

うち財政融
資資金

2,083億
円

年金担保貸付事業
労災年金担保貸付事業 1,952億 円

福祉保健医療情報サーヒ
・ス事業 7億円 6億円

退職手当共済事業
心身障害者扶養保険事業

1,253億円
(給付金を含

む)

262億円
うち退職手当共済事業の

給付費補助金 256億円

* 財投機関債を除く

≪組織体制≫
ヽ
―
―
ノ

る

合

め

割

占

の
に
鯖

人

理

法

管

′
‥
―
ヽ

(全体 ) 300/0

本部
10部28課2室

(230人 )

うち管理部門
4部8課 1室 (74人 )

320/o

地方
4課

(27人 )

うち管理部門
1ヨ果 ( 3ノ )ヽ

11%



暫定評価期間の業務実績評価シー ト

(平成 20年度～23年度)



暫定評価期間における評価項目について

１

２

３

職員の人事に関する計画

施設及び設備に関する計画

積立金の処分に関する事項



《評価項
(男11曖 9)

日1:効率的かつ効果的な業務運

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 H22

● 2選人全体の■■遍螢の凛薔に■する

事項

独立行政法人の趣旨を十分に踏まえ、業

務実施方法の更なる改善を図り、機構に期

待される社会的使命を効率的、効果的に果

たすことができるよう、経営管理の充実・

強化を図ること。

蟷 1法人全体の業薔運営の改薔に目する

日■を遇膚するためにとるベセ措置
機構に期待される社会的使命を効率性、

有効性を持つて果たしていくために、第二

期中期目標期F85に おいては、「専門性の向

上Jと「業務間の連携強化」を図り、総含
力の発揮を目指して、次のような機構の事

業全般にわたる共通の取組を実施すること

とする。

【組織のスリム化等】
O 国の政策や福祉医療に係る事業経営環境が変化する中で福祉医療に係る事
業の健全な発展を総合00に支援するため、継続的に業鵜運営体制を見直すとと
も|こ、業務の実態を踏まえつつ組織のスリム化を実施した。

:(参考 )

:   →

独法設立時の平成15年度から23年度までのポストの肖」減状況

理事▲1名、部長▲4名、次長▲2名、課長▲10名

主 な 聾 隔 内 容

福祉医療経営指導業務の充実強化を図るため経営支援室

を新設

民F83活動応援宣言の具体化に向けて民間活動応援本部を

立上げ

業務の効率化を図るため基金事業部を再編

監査業務の強イとを図るため監査部門を理事長直属へ再編

理事の肖」減
・業務の効率化を図るため年金貸付部及び大阪支店を再編
・組織のスリムイじを図るため管理部門 (総務部 企画指導
部 情報システム部)を統合・再編
。大阪支店の管理部門 (総務課)を廃止
・顧客サポート体制の強{じ を図るため管理部と経営支援室
を統合

スリムイじ》

区 分 理 事 音β 長 次 長 課 長

平成20年度

Al

▲ 4

平成21年度 ▲ 1

平成22年度 ▲2
平成23年度 ▲2 ▲ 1 ▲ 2

合 計 ▲ 1 ▲2 ▲ 1 ▲9

A
412

A
416

S
500

S
471

S
450

鋤奉曲かつ●暴口な彙H営 体■0
菫●

国の政策や福祉医療に係る事業経営環

境が変化する中で福祉医療に係る事業の

健全な発展を総合的に支援するため、組

織編成、人員配置等の業務運営体制を継

続的に見直すこと。

1 薔率●かつ薔果的な祟薔週曽体Jの
菫ロ

(1)国 の政策や福祉医療に係る事業経営

環境が変イしする中で福祉医療に係る事

業の健全な発展を総合的に支援するた

め、組織編成、人員配置、人事評価制

度、lla員 51修等の業務運営体制につい

て、継続的に見直しを行う。

-1-



偶り紙9)
≪評価項目1:効率的かつ効果的な業務運営体制の整備≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定FIE

期間の評価‖20  1 H21  1 H22  1 H23

(2)国の政策や福祉医療に係る事業経営

環境の変化等に迅速的確に文」応するた

め、 トップマネジメントを補佐する経

営企画会議等の効率的かつ効果的な運

営を図る。

【経営企画会議・役員連絡会の運営】

○ トップマネジメントを補佐する経営企画会議を効率的かつ効果的に開催し、

重要案件に対し迅速かつ的確に経営判断した。また、平成23年度においては、
トップマネジメント機能の更なる有効性の向上を図るため、月1回開催から月

に見直した

区 分 開催回数 主 な 重 要 案

平成20年度 14回
経営理念「民Fo5活動応援童言」の策定

リスク管理1責権の発生要因の分析・検証

平成21年度

平成22年度

14回
平成21年度補正予算対応の検討

民間活動応援本音Bの活動報告

16回
事業仕分けを踏まえた機構改革案の検討

お客さまの声制度の検討 実施

平成23年度 23回 東日本大震災の復1日 ・復興への対応

経営企画会議において、 I S 09001に基づく品質マネジメントシステム

(以下「QMS」 という。)に基づき定期的に業務の進捗状況及びプロセスの

監視 (モニタリング)を行うことにより、効率的かつ効果的な業務運営の実施

を図るとともに、理事長所感 (理事長の経営姿勢及び考え万等)を役員及び幹

部職員に対して指示し、同時に組織内のイントラネットを通じて、経営企画会

議の資料、理事長所感及び議事録を全職員に発信し、業務の適正執行及び組織

内におけるPoO題 意識の共有化を図るなど、理事長の意向が組織運営に反映され

る統制環境の整備を推進した。

東 E3本人震災に迅速かつ的確に対応するため、経営企画会議の他に「役員連

絡会」を毎週開催 (49回 )するなど、組織内での情報の共有化やPo距意識の

統一を徹底した。

(3)多岐にわたる事業を実施している機

構の特長や専門性を活かしつつ、業務

間の連携を強化することにより、業務

の効率的な運営を図る。

【業務Fo3の 連携強イじ】

○ 多岐にわたる目

おり、業務間の逼

…

:業 を実施している機構の特長や専P9性 を活かしつつ、次のと

:携 を強化し業務の効率的な運営を図つた。

1     主 な 取 組 内 容

平成20年度
リスク管理債権発生要因解析作業チームの立上げ

組織横断的な4つのプロジェクトチームの立上げ

平成21年度
・民間活動応援宣言の具体イしに向けて、多岐にわたる事業

を横断的に総括する民F8鋸動応援本部の設置

平成22年度

1 単ま23理と

事業間連携強化プロジェクト及び働きがいのある職場づ

くリプロジェクトの立上げ
東日本大震災の被災者に対して災署復日貸付などの特別

措置を講するとともに特Pjl帽談窓□を設置

東日本大震災プロジェクトチームの立上げ

ガバすンスの更なる高度イじに向け、総務企画音口内に業務

-2-



(男JttE 9)

評価項 目1:効率的か 》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の辞価H201H211H221H23

≪ つ効果的な業務運営体制

【民間活動応援宣言の具体化】

○ 平成21年4月 に民FBD活 動応援宣言の具体化に向けて「民間活動厄援本部J

を設置し、さらにその下部組織として、平成23年 1月 に福7■ と医療の連携を

支援するための「事業間連携強化プロジェクト」及び強く明るい職員を目指し、

自ら働きがしヽのある組織として、お客さま満足を追求するための「働きがいの

ある職場づくリプロジェク ト」をそれぞれ立上げ、機構の総含力の強化を図る

ための検討を実施し、各ブロジェクトチームから提案・提言された取組みにつ

いて、実現に向けて検言」した。

【東日本大震災への対応】

○ 平成23年8月 に理事長の指示に基づき、関係部からなる「東日本大震災プ

ロジェクトチームJを設置し、他の関係機関の動向把握や「個人債務者の私的

整理に関するガイドライン」及び「東日本大震災事業者再生支援機構」への対

応等について検討を実施した。

○ 東日本人震災に係る特別措置等について、機構のホームページで周知すると

ともに、各事業部Pヨ ごとに専用回線 (フ リーダイヤル)による特月」相談窓口を

設置し、円滑、迅速かつきめ細かな対応を図つた。

≪各事業部門における主な特別措置》

○ 福祉医療貸付事業
・復旧・復興のために必要な資金の優遇措置の実施

既往貸付先の返済猶予等の実施

現地相談会等の実施

〇 ●tl会福祉振興助成事業
・被災地支援に重点を置いた第2次募集

○ 退職手当共済事業及び心身障害者扶養保険事業

掛金及び保険料の納付期限の延長

〇 年金10保貸付事業、労災年金担保貸付事業及び承継年金住宅融資等債権管

理回収業務
・返済猶予及び返済万法の変更措置の実施

〇 福祉保健医療情報サービス事業

被災地においてい要な支援ニーズ等の情報提供

O 福祉貸付部、医療貸付部及び顧客業務部が含同で被災地において災害復旧資

管理課を新設するとともに、金融庁検査の導入を踏きえ、

各部横断的に対応することを目的として、金融庁検査準

備室の設置を決定
。二つのプロジェク トテームによる提案・提言の実現に向

けた検討
・福祉貸付

=B、

医療貸付部及び顧客業務部含同による被災

地融資相談会を実施



《評価項目2:業務管理 (リ スク管理)の充実》

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度F「m結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

彙●●■ (リ スク薔■)の充実

効率的かつ効果的な業務運営を行うた

め、業務の実態に応じた業務管理手法の

確立・定着を図るとともに、法人運営に

伴い発生する業務上のリスク、財務上の

リスク等を把握し、適切な予防措置を譜

じるなどリスク管理の充実を図ること。

2 祟薔管理 (リ スク薔■)0■奥

(1)内 gβ 監査、顧客満足度調査、各種デ

ータ分析などに基づく是正 予防処置

活動により、業務改善の推進及び事務

リスクの10制 を図る。

また、職員の業務改革等に向けた取

組を奨励し、業務改善活動の活性化を

図るとともに、業務管理手法の改善等

を進め業鵜管理の充実を図る。

【品質マネジメントシステムの運用等】

O QMSに 基づき、定期的に業務の進捗状況及びプロセスの監視 (モニタリン

グ)を行うことにより、効果的かつ効率的な業務運営の実施を図るとともに、

その運用を通し、業務上の課題、顧客からのニーズ等に効果的に対応するため

の是正 .予防処置活動の充実及び内部監査による業務リスク等の抽出・管理を

行うことにより、継続的な業務改善活動を推進した。

また、平成23年度に監査機能の高度化及び効率化を図るため、監査室によ

る検査とQMS内 部監査を統合したうえで、業務の合規性 (旧監査室検査)及
び業務の継続的改善(QMS内部監査)の観点から、全部署に対し内

=B監
査 (統

含監査)を実施した。

○ 平成23年4月 にS09001の認証の有効期限が到来することに伴い、審査登

録機関による更新審査を平成23年2月 に受詈し、同年3月に審査登録機関より

「非常に水準の高いQMSが構築されている。」と評価され、認証を更新した。

【ガバナンス態勢の強化】

○ 内
=5統

制の取組の一環として、リスク対応計画の策定、法令等の遵守に関す

る規程の制定、コンプライアンス委員会の設置、職員提案箱の設置及び内部通

報制度の策定など、法人運営に伴しヽ発生する業務上のリスク等をIEIEし、通切

【業務改善活動の活性イじ】

O 平成19年度に創設した改善アィデア提案制度と平成22年 6月 に運用を開
始した暇員意見箱を統合し、意見提案箱を設置することにより、職員からの意

見 提案がより経営陣に届く仕組みに変更した。

・リスク 危機管理基本方針を策定 (10月 )

・リスク管理委員会を設置 (10月 )

リスク対応計画を策足 (3月 )

独立行政法人福祉医療機構法令等の遵守に関する規程を

制定 (4月 )

コンプライアンス委員会を設置 (4月 )    
・

暇員意見箱の運用開始 (6月 )

・お客さまの声制度 (7月 )

内部通報制度を策定 (12月 )

十画を策定 (2月 )

・リスク対応計画の自己評価を実施 (11月 )

事業継続計画の見直しを実施 (11月 )

・改善アイデア提案制度と職員意見箱制度を統合し、意見

提案箱を設置 (1月 )

A
4∞

A
383

S
450

A
442

A
419
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《 評価項目2:業覇管理 (リ スク管理 )の充実≫

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価

○ 経営企画会議において、各事業の主要指標数値に基づく業務進捗状況の報告
を実施するとともlL、 業務上の課題への対応状況等についてマネジメントレビ

ューを行い、日標達成に向けた業務管理を徹底した。

O 「事業FB5連携強化プロジェクト」及び「働きがいのある職場づくリプロジェ
クト」から、役員及び幹部職員に対して提案・提言を行つた。

(2)福祉貸付事業及び医療貸付事業にお

いては、ALM(資 産負債管理)シス

テムなどを活用して、金利リスクなど

のJβ制に努める。

【ALMシステムの活用】   ・

0 毎年度の決算データに基づき、ALM分析 (マ チュリティラダー分析、デュ
レーションギャップ分析)を実施し、員付金の回収と借入金の返済とのキャッ
シュフローのミスマッチ (デュレーションギャップ)を把握し、将来の金利変
動リスクによる財務への影響を確認した。

○ ∧LMシステムを活用し、各年度の予算要求や財投機関慣の発行等のタイミ

ングに合わせシナリオ分析や多数の金利シすリオを用いて[aR分析を行い、
金利収支差の1]来推移を分ltFした。

(3)個人情報の保護に関する法律に基
~」

き個人情報保護を徹底するとともに、

情報セキュリティー対策の充実を図

る。

【個人情報保護の徹1

0 個人情報保護σ

その徹底を図ると

ティ対策に関すぞ

区 分

墨及び情報セキュリティ対策の充実】

)取組みについては、個人情報の保護に関する法律に基づき、

:と もに、情報セキュリティー対策については、情報セキュリ

'各

種規程に基づき、その対策の充実を図った。

1     取 組 内 容

平成20年度

個人情報保護及び情報セキュリティ|こ 関する職員の意
識、行動等のアンケート調査を実施
'個人情報管理作業チームを設け、各部における個人情報

の保有状況等について調査を実施

情報セキュリテイ対策基準及び実施手順の見直しを実施

平成21年度

個人情報保護マニュアルを策定
・情報セキュリティに関する問員研修を実施

個人情報保護に関する自己点検調査の実施
情報セキュリティポリシー自己点検を実施

個人情報保護マニュアルを見直し

・個人情報保護方針を策定

情報セキュリティポリシー自己点検を実施

全役職員向け情報セキIlリ ティ研修 (e―ラーニング形式)

を実施

平成23年度

・個人情報保護マニュアルに関する研修 (e― ラーニング

形式)を実施
・情報セキュリティポリシー自己点検を実施

幹部職員向け情報セキュリティ研修及び全役職員向け情

報セキュリティ研修 (e―ラーニング形式)を実施
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《評価項目 3 業務・システムの効率化と情報化の推進》

中 期 目 檬 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価

A
400

A
379

(3)情報化の進展による諸環境の変1し に

対応できるように、情報管理10当部署

の専門性の向上を図るとともに、業務

上必要となる問員の IT技能の習得を

推進すること。

(3)情報1ヒ 統括責任者 (C10)及 び悟

報化統括責任者 (C10)補 佐官を中

心に、情報1し推進体制の強1`を図ると

ともに、情報システムの運用管理体制

の向上を図るため、機構の情報化推進

○ 情報化推進及び情報システム運用 (保守)管理の向上を図るた

【情報4L推進体制の強化等】

○ 情報化統括責任者 (C10)及 び情報化統括責任者 (C10)補 佐官を中心

として、情報化推進。t画等を策定し、情報システムの運用管理体制の向上を図

っ た 。

―
―

―

∃

第3 肇薔菫営の磁率化に■する事項

通則法第29条第2項第2号の業務運営
の効率化に関する事項は、次のとおりとす

る。

1 業薔・システムの強準化と備●化の

推薔

(1)平成 19年度に策定した以下の事業

等に係る業務・システムの最適1ヒ計画

に基づき業務の見直し並びにシステム

構成及び調達方式の見直しを行うこと

により、システムコスト肖」減、システ

ム調達における透明性の確保及び業務

運営の合理化を行い、経費の節減及び

随意契約の見直し等を図ること。
・ 福祉医療貸付事業

・ 福祉保健医療情報サービス事業

・ 退問手当共済事業
・ 年金lB保貸付事業
・ 承継年金住宅r‐J資等債権管理回収

業務

菫2 彙HJの ■率化に目する日■を菫

属するためにとるべき措置

独立行政法人通則法 (以下「通則法」と

いう。)第 30条第2項第1号の業務運営
の効率化に関する事項は、次のとおりとす

る。

1 彙薔・システムの■準化と僣颯化の

構逸

(1)平成 19年度に策定した以下の事業

等に係る業ト システムの最適化計画

に基づき業務の見直し並びにシステム

構成及び調達万式の見直しを行うこと

により、システムコスト削減、システ

ム調達における透明性の確保及び業務

運営の3理化を行い、経費の師減及び

随意契約の見直し等を図る。

福祉医療貸付事業
・ 福祉保健医療情報サービス事業

退職手当其済事業
・ 年金担保貸付事業

承継年金住宅融資等l■権管理回収

業務

【業務・システム最適イじ●I画に基づく効率化等】

○ 平成19年度に策定した以下の事業等に係る業務 システムの最適化計画に

基づき、業務の見直し並びにシステム構成及び調達方式の見直しを行うことに

より、システムコスト肖」減、システム調達における透明性の確保及び業務運営

の合理化を行い、経費の節減及び随意契約の見直し等を図つた。
・ 福祉医療貸付事業

福祉保健医療情報サービス事業
・ 退職手当共済事業

・ 年金担保貸付事業
・ 承継年金住宅融資等債権管理回IIR業 務

○ 福祉保健医療情報サービス事業については、「独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針J(平成22年 12月 7日間議決定。以下「見直しの基本方針J

という。)を踏まえ、平成23年7月 に改定した「業務 システム巖適化al画 J

に基づき、平成23年 12月に次期システムに係る設計 開発事業者を選定し、

次期システムの構築に着手した。

A
383

A
371

(2)業務の実施を効率的かつ安定的に支

援するため、システム等の継続的な改

善に努めること。

【業務・システム最適1じ計画以外のシステムの改善】

○ 業務 システムの最適イじ計画の対象以外のシステムについても、継続的な改

善を実施し、機構の業務を効率的かつ安定的に支援しF_。

経営分析参考指標策定システム (福祉医療経営指導事業)

退ヽ職手当共済電子届出システム (退職手当共済事業)

法人文書ファイル管理システム (管理部P9関係)など

(2)業務の実施を効率的かつ安定的に支

援するため、最適化対象外の他のシス

テムにつしヽても継続的な改善を推進す

る。
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《 日3:業務・システムの効率化と情報化の推進≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H2:  I H22  1 H23

〈4)各業務の特性に応じて、当該業務に

必要な lTに関する技能の習得を推進

するため、職員に対する研修等を計画

的に実施する。

手順書に基づき、外部研修を受講するとともに、自主的な取り組みの中で IT

○ 機構職員の ITスキルの向上を図るため、情報イヒ推進。l画に基づき、情報イヒ

統括責任者 (C10)補佐官及び情報管理担当
=B署

等による職員研修を計画的
に実施した

した人材の育成を図つた。
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≪評価項目4:経費の節減》

暫定評価

期間の評価
暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告

2 饉■0鮨壼

(1)業務方法の見直し及び事務の効率化

を行い、経費の節減に努めること。

2 饉口の

“

ロ

(1)質 が高く効率的な業務運営を確保し、

組織における資源を有効に活用するた

め、業務の外部委託 (アウトソーシン

グ)を適切に活用する。

【業務の外部委話の活用】

〇 福祉医療貸付事業の貸付先から提出される事業報告書の決算データ等の入

力作業において、外部委託 (アウトツーシング)を活用し、業務の効率イヒを図
った。

A
387

A
383

A
400

A
385

A
389

(2)契約については、原貝」として一般競

争入本L等 によるものとし、以下の取組

により、随意契約の適正化を推進する

こと。

①  「随意契約等見直し計画」に基づ

く取組を着実に実施するとともに、

その取組状況を公表すること。

② 随意契約については、原貝」として

一般競争入本t等 に移行することと

し、一般競争入札等であつても一者

応札・応募となつた契約につしヽては、

実質的な競争性が確保さねるよう、

公告方法、入札参加条件、発注規模

の見直し等の改善により、コストの

削湖や透明性の確保を図ること。

監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札・契約の適正な実施に

ついて徹底01な チェックを受けるこ

と。

監事及び外部有識者によって構成

する「契約監視委員会Jを設置し、

契約についての改善状況をフォロー

アップし、電年公表すること。

⑧

④

(2)契 約については、原則として一般競

争入本L等 によるものとし、以下の取組
により、随意契約の適正化を推進する。

①  「随意契約等見直し言十画」に基づ

く取組を着実に実施するとともに、

その取組状況を公表する。

② 随意契約については、原貝」として
一般競争入札等に移行することと

し、一般競争入札等であつても一者

応札 応募となつた契約については、

実質的な競争性が確保されるよう、

公告方法、入札参力0条件、発注規模

の見直し等の改善により、コストの

肖」減や透明性の確保を図る。

監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札 契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェックを受ける。

監事及び外
=β

有識者によって構成

する「契約監視委員会Jを設置し、

契約についての改善状況をフォロー

アップし、毎年公表する。

0

41

【随意契約の適正化】

〇 「独立行政法人の契約状況の点検 見直しにつしヽて」 (平成21年 11月 17
日閣議決定)に基づき、平成22年4月 に新たに「随意契約等見直し計画」を

策定、公表し、同計画に基づき、適切に随意契約の適正1ヒを推進し、よリー層

性の確の競争性、透明性の確保を図つた。

区 分

競争性のある

契約

競争性のなしヽ

随意契約
一額

計

金̈

△口

‐̈一数件件数 1 金 額 件数 1 金 額

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

56件  211億 円

58件 1376億円

42件 1117億 F9

44件 : 78億円

22件

4件

248億円

021患円

78件 1460億 円

62件 1379億 円

7件

6件

45億円

05億円

・
件

件

９

０

４

５

162億円

84億円

(注 )単位未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

なお、平成23年度末において、競争性のない随意契約が6件となり、「随

意契約等見直し計画」における目標 (6件)を達成することができた。

契約に係る第二者の監視強化の観点から、契約詈査会に監事の出席を求め、

契約方式の妥当性や一nl競争入札等に係る仕様書の内容等について、チェック

を受けた。

監事及び外g隋講者で構成する「契約監視委員会」を設置し、同委員会の点

検を受け、改善状況をフォローアップし公表した。

(3)一般管理貴、人件費及び業務経費 (退

職手当金、社会福祉事業に関する調査

研究、知識の普及及び研修に係る経費、

承継年金住宅融資等債権管理回収業務

に係る金融機関及び債権回収会社への

業務委託費及び抵当権移転登記経費並

(3)毎年度、業務方法等を点横し、

方法の改善等を行うことにより、

の効率{じ を推進する。

業務

事務

【業務方法の改善等による事務効率化】

○ 業務の効率化及び経費の節減の観点から、会議資料のベーパーレス1し、リー

フレット等の発行の見直しを行うとともに、郵便料金、電気使用料、E日 刷費及

び外部倉庫費用の実情を把握したうえて、各費用の節減などに取組み、コスト

の節減を図つた。

-8-



《評価項目4:経費の節滅》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価‖20 ‖21
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

びに承継教育資金貸付けあつせん業務
に係る経費を除く。)については、効

率的な利用に努め、中期目標期間の最
終事業年度において、平成19年度予

算としヒベて 155%程 度の額を節減
すること。

人件買については、「簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」 (平成 18年法律第

47号 )lc基づき、平成 18年度以降

の5年間で、平成 17年度を基準 (た

だし、平成 18年度に承継された年金

住宅融資等債権管理回収業務及び教育

資金貸付けあつせん業務に係る2勘定

については、平成 18年 4月 1日 に在

暇する人員及びこれを前提として支lll

われるべき人件貢を基準)と して5%
以上を肖」減すること。

さらに、経済財政運営と構造改革に

関する基本方針 2006(平 成 18年
7月 7日閣議決定)に基づき、国家公

務員の改革を踏まえ、人件費改革を平

成23年度まで継続すること。

併甘て、機構の給与水準について、

以下のような観点からの検証を行い、

その検証結果や取組状況につもヽては公

表するものとすること。

① 職員の在職地1或や学歴構成等の要

因を考慮してもなお国塚公務員の給

与水準を上回つてtlないか。

職員に占める管理職害」合が高いな

ど、給与水準が高い原因につしヽて、

是正の余地はないか。

②

(4)一 般管理費、人件費及び業務経費 (退

職手当金、社会福祉事業に関する調査

研究、知識の普及及び研修に係る経費、

承継年金(主宅融資等債権管理回収業務

に係る金融機関及び優権回収会社への

業務委託買及び抵当権移転登記経費並

びに承継教育資金貸付けあつせん業務

に係る経費を除く。)については、効

率的な利用に努め、中期目標期間の最

終事業年度において、平成19年嗅予

算と比べて 155%程 度の額を節減

する。

人件費については、「簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」 (平成 18年法律第

47号 )lc基づき、平成 18年度以降

の5年間で、平成 17年度を基準 (た

だし、平成18年度に承継された年金

住宅融資等債権管理回収業務及び教育

資金貸付けあっせん業務に係る2勘定

については、平成18年4月 1日 に在職

する人員及びこれを前提として支払わ

れるべき人件費を基準)と して5%以
上を肖」減する。

さらに、経済財政運営と構造改革lc

関する基本方針2006(平 成 18年
7月 7日閣議決定)に基づき、国家公

務員の改革を踏まえ、人件費改革を平

成23年度まで継続する。

併せて、機構の給5水準について、

以下のような観点からの検証を行しヽ、

これを維持する6理的な理由がなしヽ場

合には必要な措置を講することによ

り、給与水準の週正化 lL~速やかに取り

組むとともに、その検証結果や取組状

況については公表するものとする。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要

因を苦慮してもなお国家公務員の給

与水準を上回つてtlな しヽか。

② 職員に占める管理職害」合が高いな

ど、給5水準が高い原因lLついて、

是正の余地はないか。

【一般管理費等の節減】
○ ―般管理費等の節減について|ま、中期目標期Fo3の最終事業年度と/‐」る平成

24年度において、平成19年度予算とししべて155%程度の額を節減するとい

う目標に対して のとおり目標を上回る節減を行っ

区  分 実 績 対平成19年度予算比

平成20年度 5,768百 万円 ▲87%
平成21年度 5,534百万円 ▲124%
平成22年度 4,936百万円 ▲219%
平成23年度 4850百万円 ▲232%

【人件費の削減】

○ 人件費の肖JttlLつ いては、業務の効率化等により常勤職員数を抑制した結

x‐
j平成17年度実績比

▲146%
▲114%

2,022百万円 ▲130%
▲145%

【給与水準の検証結果】

○ 毎年度、機構の給与水準の適切性に係る検証を行うとともに、その結果と今

後講する措置を機構ホームベージ上で公表した。

区  分

平成20年度

平成21年度
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《評価項目4:経費の節減》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

③ 国からの財政支出の大きさ、累積
欠損の存在、類似の業務を行つてい

る民間事業者の給与水準等に照ら

し、現状の給与水準が適切かどうか

十分な説明ができるか。

④ その他、給与水準についての説明
が十分に国民の理解の得られるもの

となつてしヽるか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積

欠損の存在、類lL2の業務を行ってい

る民間事業者の給与水準等に照ら

し、現状の給与水準が適tDかどうか

十分な説明ができるか。

④ その他、給5水準についての説明

が十分に国民の理解の得られるもの

となっている7DN。
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《評価項目5:福祉医療貸付事業 (福祉貸付 )》

暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
暫定評価

期間の評価

●4 票■0■0向上に■する事項

通貝」法第29条第2項第3詈の国民に文」
して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項は、次のとおりとする.

鮨 3 彙薔の質の向上に■する日■を燿届

するためにとるべ奮措■

通貝J法第30条第2頂第2号の国民に

対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項は、次のとおりと

する。

■社■■戯付事業 く櫃社賢付事業)

福祉貸付事業については、国の福祉政策に即して民間の社会福71施設等の整備
に対し長期・固定 低利の資金を提供すること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備lc資するため、以下の点lcttlc留意してそ

の適正な実施に努めた。

なお、当該事業に係る貸付契約額及び資金交付額の実績は次のとおりである。

(実績)

【福祉貸付事業の実績】

○ 国の福祉政策における政策目標を着実に推進するため、毎年度、国と協議の

うえ、当該年度における融資の基本方針を定めた融資方針に基づき、政策融資
の果たすべき役割を踏まえつつ、政策効果の高い事業等に対して優先的に融資

を動 した。

(単位 :件、百万円)

|    「
施 設 の 種 類

平成20年度～23年度

件 数 害J合 金 額  1害 」含

老人福祉関係施設 1,889
1,421
1,635
1.494
627

4430/. 582,951 1  788%
:つち特月崚 護老人ホーム 333% 528,300 71 40/0

児童福祉関係施設

:うち保育所

383%
350%

108,560
93,830 協

一協

４

一２

障害者福祉関係施設 147% 40,040   54%
その他 115 27% 8,5131  11%

合  計 4266 1000% 740,0641 10QO%
複数の施設を一体的に整備する場合、主たる施設をもって 1件と計上している。

経営資金を言んでしヽる。 (14_2件2415百万円)

東日本人震災に係る災害復 B資金を言んでいる。 (108件 7617百万円)

615,268,400こ F円

592,8397C10千 円

A
387

∧

400
S

466
S

457
A

428

■社■壼員付事彙 (籠社員付事凛)

福祉貸付事業については、国の福llt政

策に即して民FB5の 社会福祉施設等の整備
に対し長期・固定・低利の資金を提供す

ること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に

資するため、以下の点に特に留意してそ
の適正な実施に努めること。

櫃量E凛彙付事業

`籠

社彙付事業 )

福祉貸付事業につしヽては、国の福祉政

策に即して民間の社会福祉施設等の整備

lc対 し長期 固定・低利の資金を提供す

ること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に

資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努める。

(1 )国の福祉政策における政策目標を着

実に推進するため、毎年度、国と協議
のうえ、当該年度における融資の基本

方針を定めた融資方針に基づき、政策

優先度に即して効果的かつ効率的な政

策融資を実施すること。

(1 )政策優先度に目0して効果的かつ効率

的な政策融資を行うため、毎年度、国

と協議のうえ、当該年度における融資

の基本方針を定めた融資方針に基づ

き、福祉貸付事業を実施する。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

【福祉貸付事業イこ係る政策適合性】

○ 政策融資の果たすべき役害」を踏まえ、介護基盤の緊急整備、耐震イヒ整備、保
-11-



《評価項目5:福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業)≫

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 H22 1 H23

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

等の緊急時における資金需要に迅速か

つ機動00に対応する等、融資枠の確保、

融資条件の改善等により、増大する利

用者ニーズヘの対応を図ること。

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

等の緊急時における資金需要に迅速か

つ機動的に対応する等、融資枠の確保、

融資条件の改善等により、増大する利

用者ニーズヘの対応を図る。

特に、療養病床の再編を推進するた

め、医療貸付事業と連携し、転換の受

け皿となる施設のlI先的整備を進め

る。

育所等の整備、

“
=害

者の就労支援等に係る資金の融資について、次のとおり優

円滑な施設整備を推進した。

主 な 優 遇 措 置 の 内

○ 政府が打F● 出した「経済危機対策J(平成21年4月 10日 )の一環として、

介護基盤の緊急整備に係る補助対象事業となった特別責護者人ホーム等に対

し、優遇措置 (融資率の3上げ及び貸付利率のヨ1下げなど)を請じた融資を実

施した。

1  含 。l  1         1,266件 T     435,717百万円
|

O さらに、保育所の待機児童の解消図る観点から、1呆育所等の整備に対し、優

遇措置 (融資率のB上 Iプ)を講じた融資を実施した。

区 分 件  数 金  額

平成21年度

平成22年度

平成23年度

|■ ― ―霊厨 一 ::興郭 |

4磐件
|

31,262百 万円

合 計 1,304件
|

82,617百 万円 |
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《評価項目5:福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業)》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 H22  1 H23

【東日本人震災への対応】
O 平成23年 3月 に発生した東日本大震災において被災された社会福71t施設等

の開設者に対し、機構ホームページにおいて、貸付限度額、融資率及び償還期

間の優遇措置を講じた災害復IB貸付の実施について周知を図るとともに、経営

資金等の融資相談などに対する専用回線 (フ リーダイヤル)による特B帽談窓

口を設置するなど、円滑、迅速かつきめ細かな対応を図った。

① 国における平成23年度補正予算の成立に伴い、次のとおり貸付条件の優遇

り、被災された社会福祉施設等の支援を実施した

第1次補正

予算

貸付利率の一定期間の無利子化 (設置・整備資金は‐
~期

間

無利子)、 融資率100%の適用

第2次補正 償還期FB5据置期PB3の 延長、経営資金の無lB保貸付額の拡

充

第3次補正

予算
設置 整備資金の無担保貸付額の拡充、復興資金の創設

被災状況を把握するため、被災地での現状調査及び被災された社会福祉施設

等の開設者へのヒアリングを実施するとともに、各都道府県市の実務担当者を

対象とした行政担当者説明会において、被災した地方自治体との意見交換会を

実施した。

また、被災法人等を所管するltb方 自治体及び全国社会福祉施設経営者協議会
との連携をはじめ、全国老人福74L施設協議会等の中央団体との意見交換等を踏
まえ現地相談会等を実施した。

被災地での現地相談会10回 錮 別相談137件 )

・被災県の福祉関係者等との意見交換会 (個日J相談含む)12回

」0´ 晨ヽ 火 1‐ 1示て

施 設 の 種

類

署復lB資金》 (再掲)        (単 1立 :百
1

畠

一

言「
件数 :金 額 件数 金額 1牛数 金 額

老人福祉関係施設 4715,384 19 648 6616,032
うち

特別晨護老人ホーム
2914,976 7 327 3615,303

児童福祉関係施設

|うち保育所

81 298 1 1  30 9

9

328
81 298 1 1  30 328

障 害 者 福 祉

関  係  施  設
11 1 404 11   7 12 411

そ の 他 8 645 131 201 21   846

計 7416,731 34  886 10817、617
※ 複数の施設を一体的に整備する場合、主たる施設をもって 1件と計上している。



《評価項目5:福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業)》

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

(3)政 策融資の果たすべき役割を踏まえ、

事業者の施設整備等に関する相談等を

通切に実施することにより、利用者サ

ービスの向上を図ること。

(3)利用者サービスの向上を図るため、

借入申込書類の簡素化を促進するとと

もに、福祉施設の整備計画の早期段階

から的確なF‐J資相談等に応じ、速やか

に安定的な事業実施ができるよう必要

な見直しの提案、助言等を行う。

【利用者サ早ビスの向上】

○ 借入申込書類の簡素化を促進するとともに、当機構、地方公共団体及び福祉

関係団体が開催するセミす―等において、個Ell融 資相談会を実施し、速やかに

安定的な事業の実施ができるよう必要な見直しの提案、助言等を行うことによ

保育所の借入申込書類の大幅な減量イじや事務の迅速化

・事業計画の早期段階からの融資相談を実施

融資のポイント (ガイドライン)を作成

ユニット型特別費護老人ホームの実態調査結果を/AN開

.社会福祉法人におけるオンコスト方式による保証人免除

制度の導入

ユニット型特別養護者人ホーム、認知症グループホーム

及びJ朔模多機能型事業所の実態調査結果を公表

借入申込書類について従来比30%以 上の簡素化を

主 な 取 組 内

(4)民業補完の推進の観点から、福祉貸

付における協調融資制度を充実し、制

度の適切な運用に努めること。

(4)協調融動 」度の対象を福祉貸付の全

対象施設等に拡大するなど制度を充実

させるとともに周知を図り、制度の適

切な運用を行う。

【協調融資制度の充実】

○ 平成20年度から協調融齢 J度の対象を福祉貸付の全対象施設等に拡大する

とともに、協調融資制度における覚書締結金融機関の拡大を図るため、代理貸

付の受託金融機関へ協調融資制度の案内を行うなど、制度利用者が速やかに民

司資金を洒用できるよう整備を進めた。

区 分 覚書締結金融機関数
(参考)

協調融資制度の利用件数

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

244機関 163件

:早:機[]     |~~~~295標
蘭 ~~~1

122件
2731牛

261件

(5)審査業務及び資金交付業務について

利用者サービスの向上を図ること。

(5)詈査業務については特殊異例な案件

を除き、僣入申込み受理から賃付内定

通知までの平均処理期間を30日以内

とする。

また、資金交付業務については、請

求内容の不偏が著しいもの等を除き、

請求後15営業日以内に行う。

【審査・資金交付業務の事務処理期Fo5短縮】

○ 書査業務に係る処理期間 輛 殊異lyjな案件を除く。)については、次のとお

り中期計画に定めた目標を達成

区  分 中 期 計 画  1  実 績

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

75日以内

30日 IN/内

35日
38日

34日
28日

資金交付業務に係る処理期間 (請求内容の不傭が著ししヽもの等を除く。)に

つしヽては、資金交付した6,143件全てについて、請求後15営業日以内に資金

交付を行うことができた。
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《評価項目6:福祉医療貸付事業 (医療貸付事業)》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

福社■壼■付事彙

`■

層貸付m)
医療貸付事業については、国の医療政

策に即して民間の医療撻設等の整備に対

し長期・固定・饉利の資金を提供するこ

と等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努めること。

福社医療■僣事業 〔m彙 付●彙)

医療貸付事業につしヽては、国の医療政

策に即して民間の医療施設等の整備に対

し長期・固定・低利の資金を提供するこ

と等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努める。

■社■■賃付亭栞 《医療彙付事業)

医療貸付事業については、国の医療政策にロロして民間の医療施設等の整備に対

し長期・固定 低利の資金を提供すること等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意してその適正な実

施に努めた。

なお、当該事業に係る貸付契約額及び資金交付額の実績は次のとおりである。

(実績D

【医療貸付事業の実績】

○ 国の医療政策における政策目標を着実に推進するため、国と協議のうえ、中

期目標期間中における融資の基本方針を定めたガイドラインに基づき、政策融

資の果たすべき役割を踏まえつつ、政策効果の高い事業等に対して優先的に融

資を実施した。

:件、百万円)

施 設 の 種 類
平成20年度～23年度

件 数 割 合 金 額  181含
院

所

6721  307%
1.2081  553%

468,106  786%
28,867    49%

一設

他̈

一施
一

一健
一一螺一の

一老
．

一護
一

一介

そ̈

2841 130%
22   10%

97,162  163%
1,1521  02%

合  言十     1  2,1861 1000% 595,28711000%
複数の施設を一体的に整備する場合の件数は、主たる施設をもって 1件と計上し

ている。

金融環境変化に伴う経営安定化資金及び出産育児一時金等の制度見直しに伴う

経営安定1じ資金を含んでいる。 (1.030件 68,189百万円)

東日本大震災等に係る災害復旧資金を含んでいる。 (413件 21,271百万円)

平成 20年度～23年度

A
375

S
4∞

S
466

S
457

A
437

)国の医療政策における政策目標を着

実に推進するため、国と協議のうえ、

中期目標期F85中 における融資の基本方

針を定めたガイドラインに基づき、政

策優先度に即して効果的かつ効率的な

政策融資を実施すること。

ただし、当該ガイドラインの施行に

当たっては、制度の円滑な移行のため

十分な周知期Fo3を 設けること。

)政策優先度に即して効果的かつ効率

的な政策融資を行うため、国と協議の

うえ、中期目標期F85中 における融資の

基本方針を定めたガイドラインに基づ

き、医療貸付事業を実施する。

ただし、当該ガイドラインの施行に

当たっては、制度の円滑な移行のため

十分な周知期 FB5を 設け適切に対応す

る。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復 日、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

等の緊急時における資金需要に迅速か

つ機動的に対応する等、融資枠の確保、

融資条件の改善等により、増大する利

用者ニーズヘの対応を図ること。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復 日、制度

改正、金融環境の変1ヒに伴う経営悪1ヒ

等の緊急8寺 における資金需要に迅速か

つ機動的に対応する等、融資枠の確保、

融資条件の改善等により、増大する利

用者ニーズヘの対応を図る。

特に、療養病床の再編を推進するた

め、福祉貸付事業と連携し、転換の受

け皿となる施設の優先的整備を進め

【医療貸付事業に係る政策適含性】
○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、病院の耐震化整備、介護基盤の緊急整

備、療養病床の再編等に係る資金やセーフティネットとして、金融環境到 しに

伴う経営悪化に対応する経営安定イじ資金について、次のとおり優遇措置等を請

び安定的 支援した。

主 な 優 遇 措 置 の 内 容

平成20年度

・療贅病床を転換する病院等に対する療養病床転換支援資

金融資制度を創設
・アスベスト文」策事業に対する融資率のBI上げ及び貸付金

利の31下げ
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《評価項目6:福祉医療貸付事業 (医療貸付事業)》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度

「

lE結果 暫定評価

期間の評価H201H211H221H23

0 耐震基準を満たすために補強改修工事や建替整備を行う病院に対し、優遇措
置 (貸付限度額の3上げ、融資率の3上げ及び貫付利率の3下げ)を請じた融

した。

区  分 件   数 金  額

平成21年度

平成22年度

18件 26,091百万円

94件 137405百万円

113,949百 万円平成23年度 62イ牛

合 計 174件 277,445百万円

政府が打ち出した「経済危機対策」の一環として、経済情勢の急激な悪化に
よリー8彗的に資金不足が生じている医療機関等に対し、優遇措置 (最優遇金利

ど)を請じた

区 分 件 数 金 額

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

151件 1      5,439百 万円

59o住 1     40“ 2百万円

… ――J:俳 I  J籍3詈::
合 計 810件 1      62,676百 万円

払市」度の実施 (平成21年 10月 )により、一日389

病院の経営安定イヒ資金に対する貸付限度額及び償還期FB5

の拡充

地1或医療再生計画に基づく整備事業に対する貸付限度額
の見直し、融資率の]1上げ及び貸付金利の3下げ

耐震化整備事業に対する貸付限度額の見画し、融資率の

31上 |プ及び員付金利の引下げ

介護基盤の緊急整備に対する融資率のヨ上げ及び貸付金

利の31下げ

・社会保険病院等の譲渡に対する融資率の31上 げ及び貸付

金利の引下げ

出産育児―Bさ 金等の制度見直しに係る経営安定化資金に

対する貸付金利の引下げ及び無担保融資可能額の引上げ

都道府県が作成した医療計画に名称が記載されている急
性期及び専門診療等を担う100床 以上の病院に対する

貸付限度額の31上 げ及び据置期間の延長

オンコスト方式の導入lcよる保証人免除市」度の創設

病院及び介護老人保健施設に対する償還期F85及 び据置期
間の延長

社会医療法人lc係 る融資対象、貸付限度額の見直し及び

融資率の3上 げ

地球温暖化対策施設整備等に対する融資率の31上げ

病院の高額な医療機器に文」する融資制度の創設
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《評価項 目6:福祉医療貸付事業 (医:療貸付事業)≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
”

ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

な資金不足となる産科医療機関等に対し、優遇措置 (貸付金利の3下げ及び無

介護基盤の緊急整備にかかる補助対象となつた介護者人保健施設に対し、優

○ 療養病床の再編を支援するため、療養病床から介護者人保健施設等への転換
を図る病院等に対し、優遇措置 (融資率の∃上げ及び貸付利率の31下 |ず )を講

区 分 件   数 金  額

平成20年度 8件 2,676百万円

平成21年度

平成22年度

43件 5,200百万円

2,144百万円6件
平成23年度 61年 2,029百 万円

合 計 33件 12,049百万円

【東日本人震災への対応】

〇 平成23年 3月 に発生した東日本大震災におしヽて被災された医療関係施設等

の開設者に対し、機構ホームページにおいて、貸1寸限度額、融資率及び償還期

間の優遇措置を講じた災害復旧貸付の実施について周知を図るとともに、施設

の復旧資金klD運 転資金等の融資相談などに対する専用回線 (フ リーダイヤル)

による特別相談窓口を設置するなど、円滑、迅速かつきめ細かな対応を図った。

O 国における平成23年度補正予算の成立に伴い、次のとおり貸付条件の優遇

置の拡充を図ι された医療関係施設等の支援を実施 した。

第1次補正

予算
員付利率の一定期間の無利子化や融資率100%の適用

第2次補正

予算
償還期間・据置期FBBの 延長、無担保貸付額の拡充等

第3次補正

予算

全国を対象とした病院の耐震化整備及び自家発電設備等

整備に係る優遇措置

能額の3上 |プ等)を譜じた経営安定化資金の融資を実施した。

区 分 件  数 金  額

平成21年度 166件 4,247百万円

平成22年度 48件 1,053百万円

33百万円平成23年度 3件

合 計 217件 5,333百万円

置 (融資率の31上げ及び貫付利率の3下げ)を請じた融資を実施した。

区 分 件  数 金  額

平成21年度 5件 1,591百万円

平成22年 Fx 22件 11,869百万円

平成23年度 21件 8,869百万円

合 計 48{牛 22,329百 万円
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《評価項目6:福祉医療貸付事業 く医療貴付事業)≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 〈平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価

○ 被災状況を把握するため、被災地での現状調査及び被災された医療関係施設

等の開設者へのヒアリングを実施した。

また、都道府県や日本医師会等と連携を図り、現地相談会を開催するととも
に、四病院団体協議会と意見交換等を行つた。 (被災地での現地相談27か
所 (9回、95件 )、 被災地への訪P00相 談2か所、関係団体との意見交換 :26
回)

日本人震災に係る災 旧資金》        (単 位 :百万円)

施設の種類
平成23年度

件  数 金 額

病 院

診 療 所

そ の 他

45 12,151

7,199

1795

324

33

10 121

412 21,266
※ 複数の施設を一体的に整備する場合の件数ま、主たる施設をもって 1件と計上し

ている。

(3)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

事業者の施設整備等に関する相談等を

適切に実施することにより、利用者サ
ービスの向上を図ること。

(3)利用者サービスの向上を図るため、

借入申込書類の簡素1ヒ を促進するとと

もに、医療施設の整備計画の早期段階

から的確な融資相談等に応じ、速やか

に安定的な事業実施ができるよう嚇要
な見直しの提案、助言等を行う。

【利用者サービスの向上】

○ 僣入申込書類の簡素化を促進するとともに、早期段階にて医療施設 介護者
人保健施設等の整備を予定してしヽる者を対象とした融資相談会を実施するこ

―ビスの向上

療養病床転換に係る病院関係者向けの会議等を開催

医療関係団体等が開催する説明会にて融資相談を実施
利用者の視点に立った融資のごあんない (バンフレット)

に改正
・事業計画中の者に対し直接に出向き、意見交換や設計・

建築 経営問題に関する専P5的なアドバイスを実施

借入申込書類について従来Lヒ5%以上の簡素化を実現

東日本人震災の被災地において、現地相談会の開催及び
訪間相談を実施

【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】

○ 詈査業務に係る処理期Fo3(特殊異例な案件を除く。)については、次のとお

とlcよ り、

(4)審査業務及び資金交付業務lcついて

不」用者サービスの「00上 を図るととも
に、病院の機能tt」経営状況についての

第二者評価結果を融資審査に活用する
こと,

(4)詈査業務については特殊異 lJ」 な案件

を除き、借入申込み受理から貸付内定

通矢0までの平均9rt理期間を30日以内

とするとともに、病院の機能や経営状

況についての第二者評価結果を融資詈

査に活用する。

また、資金交付業務については、請



《 福祉医療貸付目 6 (医療貸付事業)》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20  1  H21  1  H22  1  H23

求内容の不備が著しいもの等を除き、

請求後 15営業日以内に行う。
1 平成23年度 1    30日 以内    1     21日

○ 資金交付業務に係る処理期間 (請求内容の不備が著ししヽもの等を除く。)に
ついては、資金交付した2,894件全でlcつ しヽて、請求後15営業B以内l[資金

交付を行うことができた。
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《 評価項目 7 付事業 (債権管理)》

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

3 ■社医凛彙僣事彙 く●権薔■)

(1)福 71L医 療貸付事業等の効率化

① 政策金融改革の趣旨を踏まえ、融

資の重点化及び融資率の3き下げを

行い平成24年度予算における福祉

医療貸付事業の新規融資額を平成 1

7年度における同事業の新規融資額
の実績と比べて20%程度縮減し、

併せて同事業における融資残高の縮

減に努めること。

② 福祉医療貸付事業の金利につい

て、政策の変更、緊急措置等klDむ を

得ない事情により国が認めたものを

除き、現中期目標期間中の新規契約

分について利差益が確保されるよう

努めること。

0 政策融資としての役害Jを効果的に

果たし、併せて民業補完を推進する
との観点から、政策融資としての機

能を毎年点検し、事業内容を不断に

見直す等事業の効率イじを進めるこ

と。

3 籠社■壼負付事彙 {●権管理)

(1)福祉医療貸付事業等の効率化

⑬)融資対象の重点イじ及び融資率の31

下1プを行い、福祉医療貸付事業の新

規融資額の縮減に関する中期目標を

達成する。

② 福祉医療貸付事業の金利につしヽ

て、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情により国/Jr認 めたものを

除き、新規契約分の利差益に関する

中期目標を達成する。

3‐  IEX策融資としての機能を電年点検

し、政策優先度に応じて、貸付対象

等を見直す等事業の効率化を進め

る。

【新規融資額の縮減】

○ 福祉医療貸付事業における新規融資額については、政策金融改革の趣旨を踏

まえ、融資の重点化及び融資率の31き下げを行い、平成24年度予算における

福祉医療貸付事業の新規融資額を平成17年度における同事業の新規融資額の

実績 (4,026億 円)と比べて20%程度縮減すること (3,220億 円)と されて

おり、暫定評価期間中における新規融資額については次のとおりとなつた。

なお、介護基盤の緊急整備、耐震化整備、保育所の整備等に係る利用者ニー

ズが増大しており、特に平成23年度においては、大幅に資金需要が増力0した

ことから、平成23年度の新規融資額は3,657億 円となつ

区 分 福祉貸付 1 医療貸付 合 計  1対
』膚謎計

ヒ

平成20年度 1.033隠円 :  ル12億 円

平成21年度

平成22年度

平成23年度

986億円  860億 円

1,686億円  1,375億円

2.414億円 1 1.243億 円

(※)平成23年度は、東日本人震災に係る災害復旧資金 (189億円)を除く。

【利差益の確保】
〇 福祉医療貸付事業における新規契約分の利差額の状況については、国の政策

目的の達成のために特に定めるものを除外し、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情による影響を控除した新規契約分において、貸1」金利と資金調達の

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

【貸付対象等の見直し】

上記の 1福祉医療貸付事業 (福 711貸付事業)及び2福祉医療貸付事業 〈医療貸

付事業)の 【福71t貸付事業に係る政策適合性】及び 【医療貸付事業に係る政策適

含性】のとおり、政策優先度の高い事業に対し、優遇措置を講じ、効率的な政策

融資を実施した。

9p生1`____」  _  ,9戸層甲
0160%    1    101百 万円

B
300

B
316

B
316

B
314

B
312
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目7:福祉医保日付事業 (傾1権管理)≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21 H22  1 ‖23

(2)リ スク管理債権の適正な管理

福71L医療貸付3業の貸付慣権につしヽ

て、貸付先の業況の把握、福祉医療経

営指導事業等との連携の強イしによる債

権悪化の未然防止に取組むとともに、

債権区分別に適切な管理を行い、中期

目標期間中における貸付残高に対する

リスク管理債権の額のしヒ率を第 1期中

期目標期間中の比率の平均を上回らな

いように努めること。

(2)リ スク管理債権の適正な管理

① 福祉医療貸付事業の貸付lc係る債

権について、継続的に貸付先の経営

情報の収集と分析を行しヽ、経営状況
の的確な把握に努め、福祉医療経営

指導事業等との連携の強化による1責

権悪化の未然防止に取組むととも

に、債権区分別に通切な管理を行う。
また、リスク管理債権を抑制する

観点から発生要因Bll分析等を行い貸

付関係部にフィードバックする。

② 中期目標期間中における貸付残高
に対するリスク管理債権の額の比率

を第 1期中期目標期間中の比率の平

均を上回らないように努める。

【貸付先の経営状況の分析等】

O 福祉医療貸lj事業の貸付に係る債権について、継続的に貸付先の経営情報の
収集と分析を行い、経営状況の的確な把握に努め、福祉医療経営指導事業等と
の連携の強化による債権悪化の未然防止に取組むとともに、債権区分別に適切
な管理を行つた。また、リスク管理債権を抑制する観点から発生要因

=崎
析等

を行い貸付関1系部にフィードバックした。

【東日本大震災への対応】
○ 平成23年 3月に発生した東日本人震災において被災された皆さまに対し、
機構のホームページにおいて、既往賞付先へのサポートとして専用回線 (フ リ
ーダイヤル)による特

=」

相談窓口を設置し、円滑、迅速かつきめ細かな対面を

図つた。

○ 東日本人震災の被災地域に社会福祉施設及び医療施設等を有する貸付先
(1,998件 )に対し、当面6か月の元利金の返済猶予に関するご案内を2回送

付 (平成23年4月及び5月 )した。また、運絡の取れない貸付先等に対して、
理事長以下役職員が実地調査 (平成23年 4月及び5月 に計53件)を行い、被
災状況と返済猶予希望等の把握を行つた。

○ 当面6か月の元不」金の返済猶予を実施した貸付先 (133貰付先、193資金、

貸1寸 残高約456億円)に対し、返済猶予後における取扱いに関するご案内を
平成23年8月 に送付し、貸付先の希望に応じて、更なる元利金の返済猶予の
実施、返済方法の変更等を行った。

① 更なる返済猶予を希望する貸付先について|よ 、最長5年間の返済猶予を行
うこととした。 (50貸付先、71資金、貸付残高級 30億円 :平成24年 3
月31日現在)

② 返済猶予後において元禾」金の返済が可能との申し出のあった貸付先につ
しヽては、返済期FoOの 延伸など晰要な賞1寸条件の変更 (契約)を行つた。(34
貸付先、47資金、貸付残高約101億円 :平成24年3月 31日現在)

○ 福祉貸付部及び医療貸付部が実施した被災地における災害復1日資金の融資
相談会に合わせて、既往貸付金の返済に関する固別相談 (13回 )を実施した。

【リスク管理贋権比率】
○ 暫定評価期Fo3中 におけるリスク管理債権比率については、第 l lll中期目標期
間中の比率の平均156%を上回つたものの、福祉医療施設を取り巻く厳しい

経営環境のもと、貸付先からの返済相談に対し迅速かつきめ細かな対応を行う
とともに、貸出条件緩禾口を積極的に実施し、地域の福祉施設及び医療施設の維
持、存続を支援した。

この結果、平成23年度末にお|りるリスク管理債権比率 (東日本大震災にか
かる返済猶予貸付分を除く。)については244%(リ スク管理債橿額781億
円)となり、第2期中期目標期FgDの初年度にあたる平成20年度末におけるリ
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≪ 評価項目7: 事業 (債権管理)》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価l120 1 H21  1 H22  1 H23

スク管理債権Lヒ率2970/0(リ スク管理債権額962億円)と比較すると、053
%(1811●_円)の減少を図ることができた。

全体

区   分 平成20年度末 平成21年度 平成22年度 平成23年度

リスク管理債権比率 297% 249% 267% 2440/.

破綻先債権

6か月以上延滞債権

3か月以上延滞償権

貸出条件緩沐01責権

024%
110%

021%
082%
0090/。

015%
087%
0090/。

016%
088%

014%
149%

001%
137% 156% 138%

リスク管理債権 く百万円) 96473 78176 83521 78137
総貸付残高 (百万円 ) 3,242262 3.145216 3.133470 3,202.303

〔福祉貸付】
区   分 平成20年度末 | 平成21年度 平成22年度 平成23年度

リスク管理債権比率 115% 094% 091% 090%

1需魔ξ鍵[
006%
036%
001%

O oO% 0∞% 001%
039% 032%

004%
053%

046%

1雉 鶉
004% 001%

072% 051% 042°/Q

リスク管理債権 (百万円) 15,896 12,752 12,796 13.659
総貸付残高 (百万円) 1,382.388 1,358781 1.401,414 1.517.422

付

区  分 平成20年度茉 平成21年度 平成22年度 平成23年度

リスク管理債権比率 432% 366% 408% 3∞ %
破綻先債権 036%

166%
037% 026% 031%

6か月以上alF滞債権

3か月以上延,帯債権

115% 131% ■26%
023%
207%

012% 013% 002%

「員轟葉悴蒼:D債維 202% 239% 225%
リスク管l■債権 (百万円) 80276 65,423 70724 64.478
総貸付残高 (百 万円) 1,859.873 1,786.435 1,732056 1.684,881

(※ )東日本大震災にかかる返済猶予貸付分を除く。
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《評価項 日8:福祉医療経 》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20  1  H21  1  H22  1  H23

4 ■社■■饉営指●●彙

福alt医療経営指導事業 (集団経営指導

(セミす―)及び個別経営診断)につい

ては、民間の社会福祉施設、医療施設の

経営者に対し 公的な立場から経営に関
わる正確な情報や有益な知識を提供し、
あるいは経営状況を的確に診断すること

により、福祉、介護、医療サービスを安
定的かつ効率81」に提供できる施設の経営

を支援するため、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努めること。

(1)集団経営指導 (セミナー)について

は、施設の健全経営のために必要な情

報を広<施設経営者等に提供するこ

と。

4 ■社■凛饉薔指害事業

福祉医療経営指導事業 (集団経営指導 (セミナー)及び個別経営診断)につい
ては、民間の社会福祉施設、医療施設の経営者に刈し、公的な立場から経営に関
わる正確な情報や有益な失D識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断すること
により、福祉、介護、医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営
を支援するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めた。

【集団経営指導 (セミす―)の開催実績】
〇 年間のセミす―実施計画を機構のホームページに掲載するなど、受講希望者
の受講機会の確保に努めるとともに、受講者アンケート調査結果に基づき、機
構発経営情報の発信強化帷 営指標に関する講義3害間拡大)等を実施するなど、
施設の健全経営に必要な情報を鷹く施設経営者等に提供した。

○ セミナーに関する開催内容の告知、延べ受講者数及び満足度指数に関して

A
396

(2)開設施設の経営改善手法について良

質で実践的な事例を提供するなどカリ

キュラムを工夫し、中期目標期間中の

受講者に対するアンケート調査におけ

る満足度指標を平均65ポイント以上

とする。

は、次のとおり中期計画に定めた日標を達成した。

4 ■社■■騒曹指導事彙

福祉医療経営指導事業 (集団経営指導

(セミナー)及び個別経営診い につい

ては、民間の社会福祉施設、医療施設の

経営者に対し 公09な立場から経営に開

わる正確な情報や有益な知識を提供し、

あるいは経営状況をB41確に診断すること

により、福祉、介護、医療サービスを安

定的かつ効率的に提供できる施設の経営

を支援するため、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努める。

(1)セ ミナー実施日の平均 10週間前ま

でに開催内容の告知を行う等、受講希

望者の受講機会確保とPRに努め、中

期目1票期間における延べ受講者数を 1

2,600人 以上とする。

A
400

A
4∞

中期目標期間の

延べ受講者数

12,600人以上

》

区   分 中期al画 実 績

平成20年度

平均65ポイント以上

716ポイント

平成21年度 747ポイント

平成22年度

平成23年E
761ポ イント

734ポイント



《評価項目8:福祉 》

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 H22  1 H23

ただし、「独立行政法人の事務・事

業の見直しの基本方針」 (平成22年
12月 7日間議決足。以下「見直しの

基本方針」という。)に基づき、民Fo0

と競合する業務は廃止し、施設整備の

事業計画の立案及び施設の機能強{し に

資する情報等の提供に重点化するこ

と。

(3)「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針」 (平成22年 12月 7
日閣議決定。以下「見直しの基本方針J

としヽう。)に基づき、民FB5と競含する

業務は廃止し、施設整備の事業。l画の

立案及び施設の機能強イじに資する情報

等の提供に重点1ヒする。

【セミナーにお|する提供情報等の重点化】

○ 見直しの基本方針に基づき、平成23年度からの機構のセミナーlcついては、
民F85コ ンサル等で実施できるような行政担当者や学識経験者による政策動向

等の講義内容を廃止し、機構役職員等による施設整備計画の策定にあたっての

アドバイスや病院の機能強化に資する議義、経営実践優良事lTjの紹介等、機構

の貸付事業と密接に連携し独自性が発揮できるように内容を組み替えた。

(2)施設経営者等が施設の経営状況を的

確に把握し、健全な施設経営を行うこ

とができるように、診断メニューの多

様イじを図り、個局」経営診断の普及に努

めること。特に、実地調査を伴う個Bll

経営診断の強化を図り、経営が悪化あ

るいは悪化が懸念される施設 t_対 する

経営支援に努めること。

(4)顧客ニーズに対応して、経営指標の

策定・診断手法の確立等の年次計画に

基づき、法人全体を文」象とした経営診

断の倉J設、経営診断対象施設の追力o等

を段階的に実施する。

(7)施設経営者等が経営状況を客観00に

把握できるように、年次計画に基づき、

経営指標の文」象施設の拡大を段階的に

図る。

【診断メニューの多様化・経営指標の拡大】

○ 次のとおり診断メニューの多様化及び経営指標の拡大を図り、施設経営者等

が施設の経営状況を的確に把握し、健全な施設経営を行うことができるよう経

一般療養中間型病院の簡易経営診断を開始

・保育所の経営指標を試作
・保育所の経営指標を策定

保育所の簡易経営診断を開始

福祉・医療貸付の融資先が自らの施設の経営状況と経営

指1票を比較することができる「経営指標自己チェックシ
ート」 (無料診断)のシステムを構築し、平成24年度か

らのll」 用に向けた準備を実施 ∞ 象施設 :特別賛護者人

ホーム、病院等)

(5)個別経営診断については、中期目標

期間中に延べ1, 400件以上の診断

を実施する。また、経営が副 しあるい

は悪化が懸念される施設に対し問題輛

の解決に重点を置いた診断 支援を図

る経営改善支援事業に重点化し、漸次、

当該経営診断件数の増力oに努める。

【個■ll経営診断の実績】
○ 個別経営診断の診断実績については、積極00な PR活動などを実施した結

果 、 次のとおり中期計画に定めた目標を達成した。

区  分 中期計画
実 績

福 祉 :医 療 :合 計  累 計

平成20年度
中期目標期Fo3

の延べ診断件数

1,400件以上

1,070件

1,179件 .

1,191件
|

479件
|

72件 11,142件

1:算 1嘔配 樺1428314
96イ牛 575件 :

平成21年度

平成22年度

平成23年度

【経営改善支援皐業への重点化】

○ 実地調査を伴う経営診断{介護者人保健施設、特lll養 護者人ホーム各1施設)

に際しては、現地において、経営者をはじめとする各gBP5長 へのヒアリングや

職員アンケート調査を実施した。

○ 上記のヒアリングやアンケート調査の結果に基づき、経営管理等に関する課
題の抽出を行い、実地調査を伴う経営診断報告書の見直しを行つた。

-24-



《 目8:福祉医療経営指導事業》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の将価H20 1 H21  1 H22  1 H23

(3)社会福祉や医療の制度変更、経営環

境の変化等による経営者のニーズを的

確に把握し、施設経営を支援するため

の情報の収集・分析・提供の充実強イじ
に努めること。

なお、見直しの基本方針に基づき、

病院・医療経営指導のノウハウについ

ては、民間へ普及を行うことを検討す

ること。

(6)利用者の利便の向上を図るため、経

営分析診断については、申込書の受理

から報告書の提示までの平均処理期間

を50日以内とする。

〔個31J経営診断の平均処理期間短縮】
○ 個B雌営診断の申込書の受理から報告書の提示までの平均処理期間につい

(8)安定的/ONつ効率的な法人運営に寄与

するため、財務面や収支面等の経営指

標の組み合わせによる、法人全体の格

付についての研究及び導入を図る。

【法人全体の格付の検討】

○ 法人全体の決算状況|こ 基づく定量的分析による経営状況Lじ較を行い、その結
果を取りまとめ、債権管理への活用を図つた。

(9)施設の経営実態及び経営改善事15Jや

経営統合・分離手法等について年次計

画に基づき調査研究を行い、施設経営

を支援するための情報を施設経営者等

に的確に提供する。

な局、見直しの基本方針に基づき、

病院 医療経営指導のノウハウについ

ては、民F85へ 普及を行うことを検討す

る。

【施設経営者等に対する情報提供】

○ 経営セミナーにおいて、機構からの情報発信を強化するため、機構役職員の

登壇の機会を増やすとともに、貸付先の実践事例紹介を増やすなど、施設経営

を支援するための情報を施設経営者等に的確に提供した。

O 経営の優良事例、改善事例となり得る医療施設 (一般病院)を事業報告書デ
ータから抽出するとともに、当該抽出先を訪間し具体的な取組み等についてヒ

アリングを実施した。また、一般療養中FB5型病院及び福71施設 (介護福祉施設)

についても、その抽出方法について検討、試行的に抽出し、実地調査によりそ
の有用IIに ついて検証を行つた。

O 上記の訪PoD先から収集した具体白|な取組み等を取りまとめた「福祉・医療施

設の経営に関する優良事例 。改善事例集Jを作成し関係部ヘフィードバックし

た。

【経営指導ノウハウの民間への普及検討】

〇 民間事業者が、どのような病院・医療経営指導のノウハウを必要としている
かを把握するため、民PB5金融機関に対してヒアリング等を行い、具体的な民FB5

へのノウハウ普及の方法を検討し、中間報告として取りまとめ、平成24年度
の試行に向けた準備を行つた。
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《評価項目8:福祉医療経営指導事業》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 ‖22 1 H23

(4)集 団経営指導及び個別経営診断の各

業務において、運営費交付金の縮減の

観点から自己収入の拡大に努めるこ

と。

(10)集団経営指導及び個別経営診断の各

業務において、運営費交付金の縮減の

観点から適切なサービス 料金体系の

設定と受講者等の増力0を図ることによ

り、中期目標期間中において実費相当

額を上回る自己収入を確保する。

【各業務における収支相償】

○ 集団経営指導及び個lll経営診断の各業務において、運営費交付金の縮減の観
点から、通切なサービス 料金体系の設定と受講者等の1曽加を図ることにより、

中期目標期間中において各年度とも実費相当額を上回る自己収入を確保した。

導 》

区  分 収入 支出 差 3
平成20年度 28,628千 円 26,013千 円

30,038千 円

30,485千 円

2,615千円

平成21年度

平成22年度

32,306千 円

34,328千 円

2,268千円

3,843千円

平成23年度 31,711千 円 29,761千 円 1、950千円

≫

区  分 診断料収入 必要経費 差 31

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

10,701千円

12,746千円

4,486千円

4,063千円

6,215千円

8.682千円

14.621千円 3.349干円

1,319千円

11.272EF円
8,591千円 7,272千円
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《

「

lE項目9:

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 く平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

S 社会■un働 膚事彙
社会福祉振興助成事業 (以下「助成事

業」という。)については、国からの補
助金の交付を受け、高齢者・障害者が自

立した生活を送れるよう、また、子ども
Fcちが健や/」

Nに安心して成長できるよう

支援すること等を目的として、民間の創
意工夫ある活動や地域に密着したきめ細
かな活動等に対し、効果的な資金助成を

行うため、以下の点lc特に留意してその

適正な実施に努めること。

5 社会■社■翼助膚事■

社会福祉振興助成事業 (以下「助成事

業」という。)につしヽては、国からの補

助金の交付を受け、高齢者 障害者が自

立した生活を送れるよう、また、子ども

たちが健やかに安心して成長できるよう

支援すること等を目的として、民間の倉」

意工夫ある活動や地域に留着したきめ細

かな活動等|こ 対し、効果的な資金助成を

行うため、以下の点に特に留意してその

適正な実施に努める。

社会●■蠣興助屈事項
平成22年度から実施した社会福祉振興助成事業 (以下「助成事業」という。)

については、国からの補助金の交付を受け、高齢者・障害者が自立した生活を送
れるよう、また、子どもたちが健やかに安′Llして成長できるよう支援すること等
を目D」 として、民間の創意工夫ある活動や地域に密蓄したきめ細かな活動等に対
し、効果的な資金助成を行うため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努
めた。

(※)長寿・子育て 障害者基金につtlては、平成21年 11月の行政届」新会議に
おける事業l■分けにおいて、基金を金額国庫に返納し、 LVl要 な事業は、毎年
度予算措置とされたことを踏まえ、平成22年嗅から新たに倉J設 された社会
福祉振興助成費補助金により、当該事業を実施することとなった。

【募集要領等の策定・公表】

〇 平成22年度から新しい助成制度となつたことを踏まえ、国と協議のうえ、
新たな助成区分及び直近の政策課題や多様化する国民ニーズを反映した助成

対象テーマや4つの重点助成分野を設定した募集要領を策定し、機構ホームベ
ージ等で公表した。

O 平成23年度分助成事業については、多様な社会資源を活用して、連携やネ

ットワーク化を図り、相互にノウハウを共有、協Eljして地域の課題に取り組む
e~l意工夫ある事業を重視するなど、87」成対象事業を抜本的に見直すとともに、
国として行うべきものlc眼定した助成対象テーマや重点3つ に支援する事業を
募集要領等に明記し、広く公表し、募集を行った。

なお、利用者 (民 Fo5福祉団体)に混乱を招くことのないよう、助成対象事業
の内容や助成の要件等につしヽでわかりやすく募集要領lL記載するとともに、

「平成23年度社会福祉振興助成事業の基本方針」を平成23年3月 に策定、公

表し、助成事業を通じて機構が目指す方向性を明確に打ち出したうえて募集し

を行つた。

○ 東日本人震災の被災地支援について、被災地の状況を現地で把握し、発災直

後の救昴期の後に必要となるNPOや ポランティアなどによる中 長期的な支

援活動を支えるため、国と協議したうえで、平成23年6月～7月 にかけて「東
日本大震災で被災された方等を支援する事業Jに重点を置いた第2次募集を行
しヽ、被災地におしヽてNPO等 が行う活動 c~対して、積極的に対応した。

○ 平成23年度において実施した平成24年度分助成事業の男集に当たつては、

政策動向や国民ニーズ、平成22年度分及び平成23年度分助成事業の実施状況

や事後評価の結果等を踏まえて、「平成24年度社会福祉振興助成事業の基本

方針」を平成24年2月 lc策定、公表するとともに、国と協議し助成対象テー

マ等について見直したうえで、同月に募集要領を策定、公表した。

特に、東日本人震災の被災地支援については、被災地i或の状況やニーズを踏

島

囲

□

ふ

翻

劉

３

　

　

　

４

　

　

　

　

３

´
ｔ

　

　

　

ｌ

A
400

A
385

A
391

(1 )助成事業の募集に当たつては、政策
動向や国民ニーズ、地方等との役割分
担を踏まえ、国として行うべきものに
限定した助成対象事業及び助成対象テ
ーマに基づき、毎年度、助成方針を定
め公表すること。

(1 )助成事業の募集に当たっては、政策

動向や国民ニーズ、地方等との役害」分

担を踏まえ、国として行うべきものに

限定した助成対象事業及び助成対象テ
ーマについて、毎年度、募集要領等に

明記し、公表する。
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《評価項目9:社会福祉振興助成事業≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価‖20 1 ‖21  1 ‖22  1 H23

まえ、NPO等 が様々な団体等と連携 協働して、地1或・コミュニティ主体の

復旧 復興に取り組む活動に対してBき続き重点的に支援することとした。

(2)助成事業の選定につtlては、毎年度、

外部有識者からなる委員会において、

選定方針を定め、公正に選定を行うな

ど、客観性及び透明性の確保を図るこ

と。

(2)助 成事業の選定については、毎年度、

外部有識者からなる社会福祉振興助成

事業審査 評価委員会 (以下「審査・

評価委員会」という。)において、選

定方針を策定するとともに、当該選定

方針に基づいて審査し、採択する。

【助成事業の審査・採択】

○ 助成事業の審査に当たつては、外部有識者からなる社会福祉振興助成事業詈

査・評価委員会 (以下「審査 評価委員会Jと しヽう。)において、毎年度、審

査項目や採点基準等を見直した選定万針を策定し、審査の客観性及び透明性の

確保を図る観点から機構ホームベージで公表し、当該選定方針に基づき、審

査・評価委員会におしヽて調査し、採択した。

|≪

gI:[言

:書I言:][[ili暮号[[堪キ下憑憑F]「理抒緊ま」己
足化

|

また、事業内容の特性に配慮しつつ、

助成事業の固定化回避に努めること。

まF_、 選定万針の策定に当たっては、

事業の必要性やその効果、継続能力等

の観点や事業内容の特性に配慮しつつ

固定1ヒ 回避に努める。

単位 ノつH

区  分
要 望 採 択 採択率

事業数 金 額 事業数 金 額

平成20年度分助成 1,849 5.717 939
1,003

1,063

3,072

選:唾
Ldイ 1 活 1

平成21年度分助成

平成22年度分助成

2168
2,421

６

９

０４

一
２９

７
、

一
９
，

3,407

3.132

平成23年度分助成 ６３

０１

7,464 551 2.086

平成24年度分助成 4,465 395 1,835

【助成事業の固定1ヒ回避】

○ 平成22年度分助成事業の固定化回避につしヽては、新しい助成制度となった

ことを踏まえ、改めて固定化回避の万法等を見直し、選定ん針に反映させた。

〇 平成23年度分助成事業につしヽては、助成の固定イじを回避するとともに、公

平性 透明性を確保する観点から、公務員等OBが天下りしている団体につい

ては、選定方針における採点基準を見直すなど適切に対面した。

[≪

gI][:][息

i[[li]li[[言言「
雇g電憶88ヒ冥詈貨尿£寒

|
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《評価項目9:

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価‖20  1  H21  1 H22  1  H23

(3)全助成件数の80%以 上が特定非営

利活動法人、非営利の任意団体力情 う

事業とする。

【特定非営利活動法人等への助成】

○ 助成事業のうち、特定非営利活動法人、非営利の任意団体が行う事業への助

(3)助 成事業の申請等の事務負担を軽減
するため、各種提出書類の電子化など

を行うこと。

(4)助 成先団体等の事務負担の軽減を図

るため、各種提出書類の電子化などを

行う。

(5)助 成金の申請の受理から助成決定ま

での平均処理期間を30日 以内とす

る。

【各種提出書類の電子化等】

○ 助成金要望書から交付申請、完了報告書、事後評価までの各種提出書類の様式

を見直すとともに電子媒体での提出を促進するよう、助成先団体専用のホーム
ページを開設し、様式のダウンロードを可能とした。また、助成先団体等から

の各種提出書類について、従来より記載ミスの多かった部分について、自動計
算やチェック機能のある電子フアイルを整備するなど、事務の効率イじと助成先

団体等の事務員担の軽減を図った。

≪平成 20年度及び21年度における取組み》

○ 各種提出書類の電子届出システムの運用を開始することにより、

団体等の事務負lBの ltt減を図った。

(平成 20年度)特別分助成金の交付申請書及び概算払請求書
助成金交付要望書及び事業完了報告書等

(平成 21年度)自己評価書、フォローアップ調査 幅 後評価)

ヽ

―

―

―

―

―

―

―

―

―

プ

先成助

【助成金交付までの平均処理期間短縮】
○ 助成金の申請の受理から助成決定までの平均処理期間については、次のとお

204日
153日
287日
281日

(4)助 成した事業の事後評価については、

毎年度、外部有識者からなる委員会に

おいて、評価方針を定め、効率的かつ

効果的な評価を行うこと。

(6)助 成した事業の事後評価については、

毎年度、審査 評価委員会において、

評価方針を定め、効率的かつ効果的な

秤価を行う。

【助成事業の事後評価の実施】
○ 事後評価については、国庫補助による新しい助成事業となったことから、評
価の項目・基準や総合評価のあり方、評価の実施方法等について技本的に見直
すとともに、詈否・評価委員会において評価方針を策定し、機構ホームベージ
|「公表したうえで実施した。

O 助成先団体へのヒフリングを通して行う評価については、当該評価方針lc~基
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暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
暫定評価
期間の評価

また、事後評価結果を選足方針の改

正等に適正に反映すること。

また、事後評価の結果を選定方針の

改正に適正に反映する。

づき、重点助成分野に関する助成事業を中心に、審査 評価委員会委員 (以下

「委員Jと tlう 。)及び機構事務局により効率的かつ効果的l_実施し、特lc委

員によるヒアリング評価は、評価結果の精度や客観性を高め、評価の/AN平 性・

透明性を確保するため、スコアリング評価を導入するとともに、複数の委員が

機構事務所内で効率00に ヒアリングを実施し、団体に助言等を行つた後、委員

FB5で 協議して評価を決定する方法へ変更するなど、大幅な見直しを図った。

O ヒアリング評価結果につしヽてま、助成先団体の今後の活動や事業展開の一助

となるよう、評価結果をグラフ化するとともに評価を担当した委員又は機構事

務局の所見を1寸 して、評価文」象団体にフィードバックした。

≪平成 20年度及び21年度における取組み≫

〇 評価部会において、評価ずべき重点事項等を定めた事後評価方針を定め、

当応針に基づき事後評価を実施した。

【事後評価の結果の反映】

○ 助成事業の事後評価については、その評価結果に基づき、毎年度の助成事業

の助成対象テーマ等の見直しにつしヽて国に提案し、募集要領や選足方針の改正

により適切に反映した。

≪平成 20年度及び21年度における取組み》

○ 事後評価結果は、評価部会において承認後、速やかに機構のホームペー

ジで公表した。また、募集要領、選定方針の策定に当たつては、事後評価

を反映させ、助成制度のPDCAサ イクルによる改善を行った。

停 後評価後の継続的なフォローアップ調査の実施】

〇 事業の継続状況をはじめ、他団体との連携 協働やネットワークの構築状況

等をより明確に把握することができるよう、フォローアップ調査を実施し、機

構ホームページで調査結果を公表した。また、フォローアップ調査について|ま 、

助成事業の継続状況や他団体との連携 協働状況等を分析し、調査結果を助成

事業の選定方針の策定に反映するとともに、助成先団体への助言 指専や情報

提供に活用した。

(5)助成事業の成果が、助成先団体が行

う事業の発展 充実に繁がるよう、適

切な相談 助言に努めること。

(7)助成事業の成果が、助成先団体が行

う事業の発展・充実に繋/」
lるよう、適

切な相談・助言に努める。

なお、的確な相談・助言等ができる

よう、職員の専P]性の向上に努める。

【助成先団体への相談・助言等】

○ 助成事業の重点助成分野を中心に、「貧困対策Jなどの4分野について、現

地で直接、活動を確認するとともに、助成先団体との意見交換を通じて、現場

とのネットワークづくりや助言等を実施した。

その結果をレポートにまとめ、機構内で報告会廷実施して、助成先団体が抱

える課題等の共有化を図るとともに、機構ホームベージにも掲載し、広く周知

を図つた。

また、現地に赴いて実施するヒアリング評価の際には、個Bllの相談に応じな
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目9: 》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価‖20 1 H21  1 H22  1 H23

から、これまでの助成実績を通して得られた事業実施ノウハウや事業継続のた
めのヒントなどをまとめた冊子 (ヒ ント集)や、各地で実施された助成事業の

参考事15」などを用いながら、事業や団体の運営、財源確保7‐●どlcついて、助言
や情報提供を行うなどの支援を実施した。

○ 平成23年度においては、各地のNPO等 に対して機構の助成事業情報をは
じめ、活動に役立つ情報やノウハウ等の各種情報を提供するとともに、機構と
NPO等 の関係を強化するため、平成23年9月 から新たにメールマガジン「W
AM助成通信」を発行した。

O 助成事業が国庫補助事業であることを鑑み、NPO等 の助成先団体が適正に

助成事業を実施することができるよう、全国7か所で「社会福祉振興助成事業
に係る会計等事務説明会」を開催し、国巨補助事業を行うに当たっての会計処

理や事業完了報告書の作成について、相談・助言を行つた、
また、助成先団体からの質問については、個別に回答するとともに、助成先

団体専用小―ムベージにQ&A形 式で掲載し、広く周矢Dを図った。

≪平成 20年度及び 21年度における取組み≫

○ 民間福7■活動の支援強化のためのプロジェクトチームを発足し、現地調

査や勉強会及び意見交換等を実施し、情報の共有化を図るほか、民間活動

団体の事ll」 報告 意見交流会を開催し、民間活動団体間のネットワークづ

くりや地域福祉活動の担い手の育成等を図つた。

(8)助成事業を通じ、新FLに他団体・関

係機関等との連携等の効果があつた事

業を80%以上とする。

【助成事業による新たな連携の強化】

○ 助成事業を通じ、新たに他団体・関係機関との連携等の効果があった事業を
ることについては、次のとおり中期計画に定めた目

(9)助成事業の内容を踏まえ、助成事業

が対象とした利用者の満足度を70%
以上とする。

【助成事業の利用者満足度】
○ 助成事業の利用者に対する満足度のアンケート調査を実施した結果、次のと

おり中期計画に定めた日標を達成した。
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《評価項目9:社会福祉振興助成事業≫

中 期 目 様 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

(6)事後評価の結果を踏まえ、事業効果

の高い事業等の周知とその効果00な普
及を推進すること。

(10)事後評価結果等を踏まえ、事業効果

の高い優れた助成事業等を公表すると

ともに、助成事業報告会や助成事業説

明会を中期目標期Fo3内 に15回以上開

催するなど効果BI」 な普及を行う。

【事業効果の高tl優れた助成事業の周知】

○ 事業効果の高い優れた助成事業については、ヒアリング評価結果等を踏まえ

て選出し、その事業概要や効果をホームベージで公表するとともに、事業評価

報告書や機構月刊広報誌「WAM」 にも掲載するなどして、広く周知を図つた。

≪平成 20年度及び21年度における取組み≫

〇 事後評価については、評価部会における承認後、事後8T価報告書をホー

ムページに公表した。また、事業効果の高い特に優れた事業につしヽては、

事後評価報告書に明記するとともに、ホームベージで紹介し、広く周知を

図つた。

【助成事業報告会等の開催】

O 事業効果の高しヽ優れた助成事業の成果を普及し、各地で実施される民間福祉

活動がより高い効果を発揮することができるよう、事業効果の高かつた助成事

業につしヽて紹介する事業報告会を開催し、広く周知を図つた。

○ 社会的癖‐5題となつてしヽる児童虐待の防止について、民Fo3福 祉団体による取

り組みを広く社会に啓発 普及するため、特に、公的制度ではカバーできなしヽ

ケースに対する 眠 間団体による子どものシェリしター」に焦点を絞り、有識者

による講演及び助成先団体の活動状況や抱える課題等を報告するシンポジウ

ムを平成22年 10月 にFF9催 し、当日の様子は、NHKの ニュースで紹介される

など、広く社会的な関心を集めるとともに、988%の参力D者から「良かつた」

との回告を得た。また、東日本人震災の被災地支援に関して、今後、中・長期

的に必要とされるNPOなどによる被災地支援のあり万や万向性などにつしヽて

提案することを目的としたシンポジウムを企画し、平成23年 11月 に開催し

た。当日の様子は、NHKニ ュースで紹介されるなど、広くその内谷が周知さ

れるとともに、954%の参加者から「良かった」との回笞を得た。

≪平成 20年度及び21年度における取組み≫

○ 事後評価において特に評価の高かつた事業等について、事業報告会を全

国で開催するとともに、報告会の内容について全国紙に掲載することで効

果的な普及を図った。
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《Ffm項目10:退職手当共済事業≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度F「m結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 H22  1 ‖23

6 週■手当共清事彙
退職手当共済事業は、社会福祉施設等

を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事す
る職員について退職手当共済制度を確立
し、もつて社会福祉事業の振興に寄与す
るため、以下の点に留意してその適正な
実施に努めること。

6 遇口手当共濱事凛

退職手当共済事業は、社会福祉施設等

を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事す

る職員について退職手当共済制度を確立

し、もつて社会福祉事業の振興に胃与す

るため、以下の点に留意してその適正な

実施に努める。

退■手当共清事彙
退職手当其済事業は、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事する職員について退職手当共済制度を確立
し、もつて社会福祉事業の振興に胃与するため、以下の点に留意してその適正な
実施に努めた。

なお、当該事業における退職手当支綸者数及び退職手当金支給額の実績は次の

とおりである。

(実績)

臓 手 当 金 支 給 者 数

職 手 当 金 支 給 額

【退職手当金給付事務の平均処理期PB5短縮】

〇 請求書の受付/DNら給付までの平均処理期間については、都道府県に対する補

助金の早期入金の働きかけ、実務研修会での積極白」な指導、事務処理のピーク

8寺における柔軟な人員配置などに取り組んだ結果、次のとおり中期計画に定め

を達成した。

区 分 中期計画 実 績

平成20年度

75日以内

448日
平成21年度

平成22年度

376日
390日

平成23年度 35

退

S
462

S
466

S
450

S
485

(1)退職手当金の綸付事務の効率化によ

り、請求書の受付から給付までの平均

処理期間の短縮を図ること。

(1)退田手当金支給に係る事務処理の効

率化を図ることにより、請求書の受付

から給付までの平均処理期FB5を 75日
以内とする。

(2)利用者への説明会や提出書類の間素

化等により、利用者の手続き面での利

便性の向上及び負担の軽減に努めるこ

と。

(2)業務委託先が実施する其済契約者の

事務担当者に対する実務研修会に機構

職員を派遣し、制度内容の周知と適正

な手続きに関する指導を行うととも

に、必要に応じて其済契約者を直接訪

Fo5して個
=喘

辱を行う。

【利用者への制度内容の周知等】

○ 業務委託先が実施する其済契約者の事務担当者に文」する冥務研修会に機構

職員を派遣し、制度内容の周知と適正な手続きに関する指専を行うとともに、

必要に応じて共済契約者を直接訪問して個別指導を行つた。

(派遣回数 i lIEべ 173回、訪Po5件 数 :67件 )

【東日本人震災への対応】

○ 被災地の共済契約者lL対 して掛金納イ」期限の延長を認める措置(社会福7■ 施

設職員等退職手当共済法第16条第2項)を請じ、該当する348の契約先に文」

して個Я」にその旨を円Xllし、申請のあつた21契約者につしヽて掛金納付期限の

延長を行つた。

【単位掛金額の見直し】

○ 退職手当共済制度の長期的な維持安定を図るため、過去の実績データなどを
基に外部専門機関への委託により長期推計を行つた。

さらに、現状の収支状況、当該制度の特徴を踏まえた中 `長期0句な推計を行

Ol、 当該制度lLおける将来のIIP支 バランス及び財政運営方式の安全性を検証
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《評価項目10:退職手当

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価

し、その情報を厚生労働省に提供した。これらにより、平成24年度以1うの単

位掛金額が設定された。

(3)提出書類の電子届出化及び簡素化等

を進めることにより、利用者の手続き

面での負担を軽減する。

【提出書類の電子届出化等】

○ 共済契約者の事務負18の軽減を図るため、電子届出システムを利用している

共済契約者から寄せられた意見を踏まえ、電子届出システムの操作性を向上す

るためのシステム改善を実施した。

《主なシステム改善》

施設等新設届 申出署の電子イヒ

カ0入届の電子イじ

臓員情報の照会機能追力0

・タイムアウト設定時間の延長

その結果、電子届出システム利用者アンケートにおいて、電子届出システム

の利用率が向上するとともに、多くの共済契約者から事務負IBが軽減されたと

の回笞を得ることができるなど、其済契約者の事務負担軽減が図られるととも

|こ |こ おけ も図るこ た

区  分 利 用 率 利用者満足度

平成20年度 62%
平成21年度

平成22年度

平成23年度

％

％
７５
・Ｄ 88%
81% 89%

平成24年度 83% 90%

退職手当金請求者の負lB軽減、機構の事務の省力化の観点から、平成23年
度から住民基本台帳法和 2条に足める市区町村長の証明書 (住民票記載事項

証明書)の提出を不要とする取扱いに見直した。

(3)業 務委託先への業務指導を徹底する

ことにより、窓口相談、届出受理の機

能強イしを図ること。

(4)業務委託先の窓□相談・届出受理の

機能強化を図るため、業務委託先の事

務担当者に対する事務打合せ会を実施

するほか、必要に応じて業務委託先を

個別に訪 PD3して業務指導の徹底を行

1)。

【業粉指導等の強化】

○ 毎年度、業務委託先 (都道府県社会福祉協議会等)の事務lB当者に対する事

務打合せ会を開催し、事務処理の円滑 適正な実施のための業務指導を行った。

また、実務研修会にあわせて業務委託先に対し、個別に事務指導を行い、業

知 ・ つ

区   分
業務委託先との

事務打合わせ会

実務研修会での

個B」の事務指導

平成20年度

平成21年度

平成21年2月開催

平成22年2月開催

31都道府県 :35回
40都道府県 :55回

平成22年度 平成23年2月開催 35都道府県 :42回

平成23年度 平成24年2月開催 3 :41
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《 11:心 身 事業》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

心身暉口書織義保瞼事業
心身障害者扶養保険事業 (以下「扶養

保険事業」という。)については、地方
公共団体が実施する1崎障害者扶養共済

制喧 (以下「扶養共済制度」という。)

によって地方公共団体が力0入者に対して

員う其済責任を保険する事業に関する業

務を安定的に行うことにより、心辱障害
者の保護者の不安を解消し、保護者死亡
後の心身障害者の生活安定に寄与するこ
とを目的とし、以下の点に特に留意して
その適正な実施に努めること。

なお、扶責共済制度に関し、国におしヽ

ては、その安定的な運営を図り、将来に
わたり障害者に対する年金綸付を確実に
行うため、 19年度末の積立不足にx‐l応

し、機構が定期的に行う扶養其済制度の
長期的な財政状況の検。lEを踏まえ、毎年
度予算編成を経て必要な財政支援措置を

各地方公共団体とともに講することと

し、機構は、上記の国・地方公共団体に
よる財政措置を踏まえ、資金の安全かつ

効率的な運用に努めること。

心身■口書崚曇保腱事業

心身障害者扶養保険事業 (以下「 扶貴

保険事業」という。)に ついては、地方

公共団体が実施する心身障害者扶養共済

制度 (以下「扶養共済制度」という。)

によって地方公共団体が加入者に対して

負う共済責任を保険する事業に関する業

務を安定的に行うことにより、lb身障害

者の保護者の不安を解消し、保護者死亡

後の心身障害者の生活安定に寄与するこ

とを目的とし、以下の点lLttlc留 意して

その適正な実施に努める。

心身障薔者族量保n事彙
心身障害者扶責保険事業 (以下「扶養保険事業」という。)については、地方

公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度によって地方公共団体が加入者に

対して負う共済責任を保険する事業に関する業務を安定00に 行うことにより、′む

身障害者の保護者の不安を解消し、保護者死亡後の心身障害者の生活安定に寄与

することを目的とし、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めた。

なお、当該事業における新規加入者数その他の実績は次のとおりである。

【財務状況の検証と公表】

○ 毎年度、外部有識者からなる財務状況検討会を開催し、事業の安定的な運営

を図り、11来 にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、各年度の決

算を踏まえた財務状況の検証を行い、口検討会の報告書を取りまとめた。

また、取りまとめた報告書|[つ tlては、厚生労働省、地方公共団体、障害者

関係団体等の関係者へ報告及び情覇の公表等を行うことにより、事業の透明性
の確保を図つた。

2,024ノ｀

9,266A

B
300

B
316

B
316

B
300

(1 )財政状況の検証

扶蓋 1呆険事業の安定的な運営を図

り、1詈来にわたり障害者に対する年金

給付を確実に行うため、毎年度、扶養

保険事業の財政状況を検証するととも

に、力B入者等に対し公表すること。

なお、口においては少なくとも5年
ごとに保険料水準等の見直しを行なう

こととしてしヽることから、基礎数値等

見直しに必要な情報を提供するととも

に、将来的に当該事業の安定的な運営

に支障が見込まれる場合には、厚生労

働大臣に対しその旨申出をすること。

(1 )財政状況の検611

扶養保険事業の安定的な運営を図

り、13来 にわたり障害者に対する年金

給付を確実に行うため、毎年度、扶養

保険事業の財政状況を検証するととも

に、力0入者等に対し公表する。

なお、検証の結果は、厚生労働省に

報告するとともに、将来的に当該事業

の安定的な運営に支障が見込まれる場

合には、厚生労lal大 臣に対しその旨申

出をする。

(2)扶養保険資金の運用

① 基本的者え方

(2)扶養保険資金の運用
① 基本的者え方

【運用の基本的考え方】

○ 心身障害者扶養保険資産運用委員会 (以下「資産運用委員会」という。)の
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《評価項目11:心身障害者扶姜保険事業》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

扶養保険資金の運用lcついては、

制度に起因する資金の特性を十分に

踏まえ、長期的な観点から安全かつ

効率的に行うことにより、1=来 にわ

たって扶賛保険事業の運営の安定に

資することを目00と して行うこと。

② 運用の目標

厚生労働大臣が別途指示する運用

利回りを確保するため、長期的に維

持すべき資産構成割合 (LNI下「基本

ポートフォリオ」という。)を定め、

これに基づき管理を行うこと。

各年度において、各資産ごとに

各々のベンチマーク収益率を確保す

るよう努めるとともに、中期目標期

FD3に おいて、各々のベンチマーク収

益率を確保すること。

ベンチマークについては、市場を

反映した構成であること、投資可能

な有価証券により構成されているこ

と、その指標の詳細が開示されてい

ること等の条件を満たす適切な市場

指標を用しヽること。

扶養保険資金の運用については、

お」度に起因する資金の特性を十分に

踏まえ、厚生労働大臣の認可を受け

た金銭信託契約の内容に基づき、長

期的な観点から安全かつ効率的に行

うことにより、将来にわたって扶贅

保険事業の運営の安定に資すること

を目的として行う。

このため、分散投資を基本として、

長期的に維持すべき資産構成割合

(以下「基本ポートフォリオ」としヽ

う。)を、心身障害者扶養保険資産

運用委員会 (資産運用に精通した外

部専P9家 により構成される組織をい

う。以下「資産運用委員会」という。)

の議を経た上で策定し、扶養保険資

金の運用を行う。

② 運用の目標

厚生労働大臣が
=雌

指示する運用

利回りを長期的に確保するため、基

本ポートフォリオを定め、これを適

切に管理する。

また、運用受託機関の選定、管理

及び評価を適切に実施すること等に

より、各年度における各資産ごとの

ベンチマーク収益率を確保するよう

努めるとともに、中期目標期F85に お

いても各資産ごとのベンチマーク収

益率を確保する。

ベンチマークについては、市場を

反映した構成であること、投資可能

な有価証券により構成されているこ

と、その指標の詳細が開示されてい

ること等の条件を満たす適切な市場

指標を用いる。

議を経た上で、平成20年4月 1日 に策定した分散投資を基本とする長期的に維

持すべき資産構成割合 (以下「基本ポートフォリオ」としヽう。)|[基づき、運

用を行つた。

【運用の目標】

○ 苺月の資産構成害」合と基本ポートフォリオとの乖離状況を把握し、資産構成

割合があらかじめ設定した乖離許容幅内に収まるよう管理した。

【運用受話機関の選定、管理及び評価】
○ 運用受話機関の選定に当たっては、投資方針、運用プロセス、組織 。人材、

コンプライアンス及び事務処理体制について精査し、運用実績、運用委話手数

料を含む総合評価の結果を踏まえ選足し、平成20毎4月 1日 に運用受話機関と

金銭信託契約を締結した。また、運用受話機関の管理は、運用コンサルティン

グ会社を活用するとともに、選定時の投資方針等の維持、法令順守の確保のた

め、運用受託機関ごとに運用方針等にかかるガイドラインをli示 し、その順守

が確保されてしヽるかを四半期ごとの定期ミーティングにおいて報告を受ける

などの方法lcより行つた。

【各資産ごとの対ベンチマーク収益率との差】

O 各資産におけるベンチマーク収益率との差について|ま、次のとおり、概ね資

産ごとのベンチマーク収益率を確保した。

平成20年度 1平成21年度

181%1   294%

▲012%
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《評価項 目11:心身障害者扶姜保険

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H201H211H221‖ 23

13 運用におけるリスク管理

扶養保険資金については、分散投

資による運用を行うとともに、運用

に伴う各種リスクの管理を行うこ

と。

0 運用におけるリスク管理

リターン・リスク等の特性が異な

る複数の資産に分散投資することを

リスク管理の基本とし、運用に伴う

各種リスクの管理を適切に行う。

499%

003%

【評価ベンチマークの設定】
○ 適切な市場指標として、雨場を反映した構成、投資可能な有面証券による情
成、及びその指標の詳細が開示されていることに加え、データが連続して利用
可能なこと、データの正確性 利便性等の要件を勘案して、次のとおり評価ベ

ンチマークを設定した。

国内償券 NOMURA― BPI(総合)

国内株式 TOPⅨ (BII当込み)

外国lE券
シティグループ世界国債インデックス (除 く日本、円貨換
算、ヘッジなし)

外国株式
モルガン スタンレー・キャピタル・インターすシヨナル

(MSCD KヽOKUSAl(円貨換算、配当込み、GROSS)

短期資産 有担保コールレート (翌日物)

【運用におけるリスク管理】

○ 資産全体については、リターン リスク等の特性が異なる国内債券、国内株

式、外国債券及び外国株式に分散投資を行うことにより、リスクの低減に努め

た。また、資産ごとに、各資産のベンチマークの相対リスクの推移等について

運用コンサルテイング会社を活用して、把握 .分析し、リスク管理を行つた.

C101%1  035%

てンチマク収益率

010%1   008%

▲021% ▲165%1  018%
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《評価項目11:心身障害者扶姜保険事業》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定辞価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度FIE結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 H22 1 H23

④ 年金綸付のための流動性の確保
扶賛保険事業の財政見通し及びIIP

支状況を踏まえ、年金給付等に必要

な流動性 (現金等)菱確保すること。

⑤ 運用に関する基本万針の策定

扶養保険資金の運用について、基

本方針を策定すること。

⑥ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオは、扶養保険

事業の数理上の前提と整合的なもの

となるように策定することとし、そ

の際、以下の点に留意すること。
・ 厚生労働大臣が別途指示する運

用利回りを確保するような資産構

成とすること。

扶養保険事業の短期資金需要等

を踏まえて策定すること。
. 扶養保険事業の財政の安定イじの

観点から、変動リスクを一定範囲

に抑える資産構成とすること。そ

の際、株式のリターン リスクに

ついては、そのリスク特性に配慮

しつつ、慎重に推計を行い、ポー

トフォリオ全体のリスクを最小限

に抑制すること。

④ 年金綸付のための流動性の確保

年金給付等に必要な流動性 (現金

等)を確保するとともに、効率的な

現金管理を行う。

0 運用に関する基本方針の策定及び

定期的見直し

扶置保険資金の運用に関する基本

方針を資産運用委員会の議を経た上

で策定し、公表するとともに、少な

くとも毎年 1回検討を力0え、必要が

あると認めるときは速やかに見直し

を行う。

⑥ 基本ポートフォリオの基本的考え

万

資産運用委員会の議を経た上で策

定される基本ポートフォリオは、扶

養保険事業の数理上の前提と整含的

なものとなるように策定することと

する。

その際、厚生労働大臣が別途指示

する運用利回りを確保するような資

産構成とし、扶養保限事業の財政の

安定化の観点から変動リスクを一定

範囲に抑える。

併せて、株式のリターン リスク

lcついては、そのリスク特性に配慮

しつつ、慎重に推計を行い、基本ポ

ートフォリオ全体のリスクを最小限

|こ lr肺」する。

7~ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオを構成する資

産区分については、国内債券、国内

株式、外国債券、外国株式及び短期

資産とする。

扶養保険事業の短期資金需要等に

配慮して、基本ポートフォリオを次

のとおり定める。また、各資産に固

有の収益率の変動の大きさ、基本ポ

ートフォリ方における組入しし率の大

きさ、取3コ ス ト等を総合的に勘案

し、乖離許容0日 を次のとおり設定ず

る。

【年金給付のための流動性の確保】

〇 年度期首の短期資産を毎年度の年金綸付所要見込額と同程度とし、年金綸付

のための流動性を確保するとともに、効率的な現金管理を行つた。

【運用に関する基本方針の策定及び定期的見直し】

○ 資産運用委員会の議を経た上で策定した運用に関する基本方針については、

機構のホームベージで公表した。

○ なお、運用に関する基本方針の見直しについては、毎年度、資産運用委員会

で検言」を行った結果、見直す必要はないとの結論を得た。

【基本ポートフォリオの基本的考え方】

○ 基本ポートフォリオ策定に当たつては、資産区分を安全性 収益性・投資可

能性を者慮して国内債券、国内株式、外国債券、外国株式及び短期資産の5種

類とし、扶養保険事業の数理上の前提との整含性に留意して、運用コンサルテ

ィング会社を活用し、資産運用委員会の議を経た上で平成20年4月 1日 に策定

した。

【基本ポートフォリオの策定】

O 基本ポートフォリオの策定に当たり、扶養保険事業の財政の安定化を目的と

して、各資産の期待リターン、リスク及び相関係数をもとに、期待収益率が厚

生労働大臣が別途指示する運用利回りである28%を長期的に確保するポー

トフォリ方を次のとおり定めた。

また、乖離許容13に ついては、各資産に固有の収益率の変動の大きさ、基本

ポートフォリオにおける組入比率の大きさ、取ヨ|コ スト等を総合的に勘案し、

次のとお し

基本ボートフォリオ

国内株式    1     78%
外国債券    1     78%
外国株式    1     78%



目11:心身障害者扶姜保険

暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
暫定評価

期間の評価

⑦ 基本ポートフォリオの見直し

基本ポートフォリオの策定時に想

定した運用環境が現実から乖離して
いないかなどについての検証を行
い、必要に応じて随時見直すこと。

リスク管理の徹底

基本ボートフォリオ管理を通切に

行うとともに、資産全体、各資産、

各運用受話機関及び各資産管理機関
のリスク管理を行うこと。

③

区分
1市

.最奔リオ1言ざ
短期資産 5%_1  理厩

~~]

【基本ポートフォリオの見直し】
○ 基本ポートフォリオの検証に当たつては、各資産の期待リターン、リスク及
び相関係数を対象に直近データをな0えることにより、策定時のものと乖離が生
じていないかについて、毎年度、資産運用委員会で検alEを 行い、基本ポートフ
ォリオについては、見直す必要はないとの結論を得た。

【乖離状況の把握等】
○ 毎月、資産全体の資産構成害」含と基本ポートフォリオとの乖離状況を把握

し、あらかじめ設定した乖離許容幅内に収まるよう管理した。

【資産全体のリスク管理】
○ リスク管理においては、運用コンサルティング会社を活用し、資産全体に係

るリスク及びトラッキングエラーの値の推移の変イじ要因を分析し把握するこ
とで、Po樋発生の有無や対応措置の必要があるかについて判断した。
毎月、資産全体のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていないか確認し

た結果、特にF・5題ないことを確認した。

【各資産のリスク管理】
O リスク管理においては、運用コンサルティング会社を活用し、各資産におけ

るリスク及びトラッキングエラーの値の変化要因を分析し1巴握することで、間
題発生の有無や対応措置の螂要があるかについて判断した。

毎月、各資産のリスク状況をle握 し、大きな変化が生していないか確認した
結果、特にFD5題ないことを確認しFc。

71 ±8%
国内株式 ―平1説 1菫説
外国株式

舌説1菫強
(目 標収益率 320%、 標準 偏差

505%)
⑧ 基本ポートフォリ方の見直し

基本ボートフォリオの策定時に想

定した運用環境が現実から乖離して

いないかなどについて、毎年 1回、

資産運用委員会で検証を行うととも

に、必要に応じて随9意見直す。

⑨ 基本ポートフォリオの管理及びそ

の他のリスク管理

基本ポートフォリオを適切に管理

するため、資産全体の資産構成割合

と基本ポートフォリオとの乖離状況

を少なくとも月 4口 IEl握 するととも

に、必要な措置を講じる。

扶養保険資金につしヽて、運用受託

機関への委託等により運用を行うと

ともに、運用受話機関及び資産管理

機関からの報告等に基づき、資産全

体、各資産、各運用受話機関及び各

資産管理機関について、以下の方法

によリリスク管理を行う。

資産全体

資産全体のリスクを確認し、リ

スク員担の程度につtlて分析及び

評価を行うとともに、必要な措置

を講じる。

・ 各資産

市場リスク、流動性リスク、信

用リスク等を管理する。また、金

融・資本市場のグローパルイヒ、緊

密イじの進展を踏まえ、ツプリン

リスク (外国政府の債務に投資す

るリスク)に ついても注視する。
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《評価項目11:心身障害者扶養保険事業》

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 H22 1 H23

◎ 運用手法

長期保有を前提としたインデック

ス運用等のパッシフ運用を中心とす

ること。

企業経営等に与える影響への考慮

企業経営等に与える影響を考慮

し、株式運用l_おいて個月J銘柄の選

択は行わないこと。また、長期的な

株主等の利益の最大イヒを目拮す観点

から、株主議決権の行使などの適切

な対応を行うこと。

⑩

⑩ 扶養保険事業に関する生命保険契

約における運用実績等の検証

扶費保険事業の財政状況の検証に

資するため、毎年度、市場環境や投

資行動の観点から運用実績を確認す

る等の検証を行うこと。

・ 各運用受話機関

運用受話機関に対し運用ガイド

ライン及びベンチマークを示し、

各社の運用状況及びリスク負担の

状況を把握し、適切に管理する。

また、運用受話機関の10用 リス

クを管理するほか、運用体制の変

更等に注意する。
・ 各資産管理機関

資産管理機関に文」し資産管理ガ

イドラインを示し、各機関の資産

管理状況を把握し、適切に管理す

る。

また、資産管理機関の信用リス

クを管理するほか、資産管理体制

の変更等に注意する。

運用手法

各資産ともパッシブ運用を中心と

する。

企業経営等に与える影響への考慮

企業経営等に与える影響を考慮

し、株式運用において個月」銘柄の選

択は行わない。

企業経営に直接影響を与えるとの

懸念を生じさせないよう株主議決権

の行使は直接行わず、運用を委託し

た民F85運用機関の判断に委ねる。た

だし、運用受話機関への委託|[際 し、

コーポレートガパすンスの重要性を

認識し、議決権行使の目的が長閣的

な株主利益の最大化を目指すもので

あることを示すとともに、運用受話

機関における議決権行使の方針や行

使状況等について報告を求める。

扶養保険事業に関する生命保険契

約における運用実績等の検。I

扶養保険事業の財政状況の検。Iに

資するため、電年度、市場環境や投

資行動の観点から、外部有識者等か

らなるIL喝障害者扶養保険事業財務

状況検討会において運用実績を確認

する寺の検証を行う。

①

①

⑫

【各運用受話機関及び各資産管理機関】

〇 運用受託機PJ3及 び資産管理機関に対し示した運用及び資産管理に関するガ

イドラインにより、月次報告及び定期ミーティング等の機会に機関の運用状況

及びリスク負lBの状況を把握し、Po3題のないことを確認した。

【運用手法】

○ 平成20年度から各資産と■」パッシフ運用を実施した。

【企業経営等に与える影響への者慮】

○ 企業経営等に与える影響を考慮し、

して個
=」

銘柄の指図は行わなかった。

株式運用については、運用受託機関に対

は 養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証〕

O 生品保険会社の決算に係る経営指標等を整理し、運用実績等の分析方法や着

眼点等について、コンサルタントと意見交換を行つた。その結果を踏まえ、毎

年度、提出された決算書を基に分析し検証するとともに、財務状況検討会での

資料として提出し、同検討会において確認等の検証を行つた。
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≪ 評価項目 11: ≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 ‖21  1 ‖22 1 H23

(3)事務処理の適切な実施
lbヨ障害者及びその保護者に対する

サービスの向上を図るため、扶養共済

制度を運営する地方公共団体と相互の

事務処理が適切になされるように連携

を図ること。

(3)事務処理の適切な実施
lb身障害者及びその保護者に対する

サービスの向上を図るため、扶養其済

制度を運営する地方公共団体と相互の

事務処理が適切になされるよう連携を

図るため、事務担当者会議を開催する。

【事務担当者会議の開催】

○ |い身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、扶養共済制
度を運営する地方公共団体と相互の事務処理力埴切になされるよう連携を図
るため、 した。

区  分 事務担当者会議 参加者数

平成20年度

平成21年度

①平成20年9月開催

②平成20年9月開催

平成21年 12月開催

30府県市 :39人
31都道県‐ 40人
63都道府県市 i67人

平成22年度 平成22年 12月開催 62都道府県市 :67人

平成23年度 平成23年 12月開催 60g5道府県市 :69人

○ 事務処理等の実態把握及び改善を行うため、事業の実施主体である地方公共
団体を訪Po3し、意見交換、情報交換を行つた。

【東日本大震災への対応】

○ 東日本人震災におしヽて、被災地の地方公共団体に対して、以下のとおり特別

措置を請じた。

① 保険料の納付期限の猶予等の特別措置を実施

② 年金給付保険金及び弔慰金総付保険金の請求手続きの簡素化 等
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《評価項目 12: サ ー ビス事業 (WAM NET ≫

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実損報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

3 ■社m■ ■個嘔サービス事彙 くW
AM NET事業)

WAM NET事 業については、福祉及

び保健医療lc関する情報システムの整備

及び管理を行い、行政機関や福祉保健医

療に関係する民間団体にx‐Jして全国規模
での共通の基盤を提供することにより情

報交換の推進を支援し、併せて福祉・介

護及び保健医療サービスの利用者lc対す

る提供情報の拡充を目的とし、以下の点
に特に留意してその適正な実施に努める

(1)福祉保健医療情報lc対する国民の二

―ズの高度化とこれら情報の提供機関

の多様イヒ等に対応して、WAM NET
の特長を最大限に活かすことができる

事業への重点化を図るとともに、提供

する情報の質の向上等に努めること。

なお、見直しの基本方針に基づき、

国と重複する行政情報及び民F80と 競含

する情報の提供業務を廃止することも

に、基幹的な福祉医療情報に限定する

ことにより、事業規模を縮減すること。 A
369

(2)利用者ニーズに合わせて、コンテン

ツ及び機能の見直しを行い、中期目標

期F85中 における年間ヒット件数を 1憶

9,000万 件以上、利用機関登録数

を7. 5万件以上とするとともに、ア

ンケート調査における情報利用者の満

足度を90%以 上とする。

【利用者数及び利用者満足度の向上】

○ 利用者ニーズに含わせて、コンテンツ及び機能の見直しなどを行つた結果、

年間ヒット (アクセス)件数、利用機関登録数及び利用者満足度については、

次のとおり、概ね中期計画に定めた目標を達成した。

ヒット (アクセス

中期計画

中期目標期間中

1,400万件以上 (アクセス)

実 績

1,354万 1牛

1,412万件

8 嘔社保薔Ea情颯サービス事彙 《W
AM NET事業)

WAM NET事 業については、福祉及

び保健医療に関する情報システムの整備

及び管理を行い、行政機関や福祉保健医

療に関係する民間団体に対して全国規模

での共通の基盤を提供することにより情

報交換の推進を支援し、併せて福祉 ′介

護及び保健医療サービスの利用者に対す

る提供情報の拡充を目的とし、以下の点
に特に留意してその適正な実施に努め

る。

(1)WAM NETの 特長を轟大限に活か

すことができる介護関係情報、障害者

福祉関係情報、医療関係情報等の提供

事業に重点化を図るとともに、提供す

る情報の質の向上に努める。

なお、見直しの基本方針に基づき、

国と重複する行政情報及び民F03と競含

する情報の提供業務を廃止するととも

に、基幹的な福祉医療情報に限定する

ことにより、事業規模を縮減する。

3 ■社保儡■ヨ情●サービス●● 〔WAM‖ ET事■)

WAM NET事 業については、福祉及び保健医療に関する情報システムの整

備及び管理を行しヽ、行政機関や福l■保健医療に関係する民Fo3団 体に対して全国規

模での共通の基盤を提供することにより情報交換の推進を支援し、併せて福祉

介護及び保健医療サービスの利用者に対する提供情報の拡充を目00と し、以下の

点に特に留意してその適正な実施に努めた。

【提供情報の質の向上】

○ 都道府県や国と運携を図り、介護関係情報、障害者福祉関係情報、医療関係

情報等の最新の情報を迅速に提供した。

① 機構開催の施設経営セミナー及び厚生労働省で開催された審議会等の講演

内容をわかりやすく実約した概要コラムを作成のうえ掲載することにより、掲

載情報の充実を図つた。

○ 東日本人震災における継続的な復興支援の取組みとして、新たに「被災地支

援団体用掲示板」コーす―を設置し、被災地に対する支援活動を行う団体から

寄せられた支援内容、また、被災地に必要な支援ニーズ等について情報を提供

することにより、被災地に対する支援活動を行う団体同士の情報共有に寄5し
た。

【WAM NETに おける提供情報等の重点1ヒ】

○ 見直しの基本方針に基づき、平成23年4月より国と重複する行政情報に該

当する行政資料及び民間と競含する情報に該当するワムネットプラスの掲載

を廃止したが、行政資料については、利用者の利便性に配慮し、厚生労働省の

ホームページヘリンクする方法で∃|き続き情報提供を行つてしヽる。

A
366

A
400
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≪評価項 目 1 2 ―ビス事業 (WAM NET事 業)≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 〈平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定野価

期間の評価
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

ビ茎聖猥配盟oたッご|~:ξ:[‖ |
中期計画

中期目標期間中に

75000件以上

8o583件
83,149件

J十    1
≫

区  分 中期計画 実  績

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

90%以上

904%
903%

区  分 実 績

平成20年度

平成21年度

69,754件

平成22年度

(2)福祉保健医療施策及び機構業務の効

率的実施を推進するためにWAM N
ET基盤を活用すること。

く3)国の福祉保健医療施策及び機構業務

の効率的実施を推進するためにW∧ M
NET基 盤を活用する。

【WAM NET基 盤の活用】
○ 退職手当其済事業並びに福祉医療貸1寸事業の電子届出の利用に対し、迅速な
ユーザ IDの発行やシステム利用における問合せの対応を行い、電子届出の円

滑な実施を推進したことにより、次のとおり利用率が増力Bすることとなり、機
構の業務の効率化に寄5した

区  分 福祉医療貸付事業 退職手当其済事業

平成20年度

平成21年度

6%
55%

62%
75%

平成22年度 64% 79%
平が23年度 65% 81%

○ 社会福祉振興助成事業における関係団体に対するメールマガジンの発信に

対し、メールー括配信機能を活用しメールマガジンの円滑な配信を支援した。

(3)WAM NET事 業につClて、運営費

交付金の縮減の観点から広告収入等の

自己収入の拡大に努めるほか、業務・

システム最適イじ計画に基づき業務委託
の見直しを行うことlcよ り事務の効率

化を図ること。

(4)WAM NET事 業について、運営貢

交付金の縮減の観点から広告収入等の

自己収入の拡大に努めるほか、業務・

システム最適化計画に基づき業務委託

の見直しを行うことにより事務の効率

化を図る。

【広告収入等の自己収入の拡大】

O WAM NET上 に「福祉医療広告ベージ」のコーナーを新設するとともに、
メールマガジンや機構が開催する施設経営セミす―においてバす―広告の募

集を行う7~gど 、自己収入

10,978千円
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13:年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業》

暫定評価期間 〈平成20年度～23年度)の実績報告
暫定評価

期間の評価

年金週保彙付事申凛び労奨年金担曇

彙付事業

年金担保貸付事業につしヽては、厚生年

金保険制度及び国民年金制度に基づき支

給される年金並びに労災年金担保貸付事

業については、労働者災害補償保険制度

に基づき支綸される年金の受綸者に対

し、その受給権を担保にする特例措置と

して低利で小日の資金を貸し付けること

により、高齢者等の生活の安定を支援す

ること及び労災年金受総者の生活を援護

することを目的として、以下の点に留意

してその適正な事業実施lc努めること。

なお、当該事業については、見直しの

基本方針に基づ<当面の方策として、平

成23年度から現行制度における貸付限

度額の引下げ等の措置を諸じること。

年金担保貸付事RIび勁妻年會捏保

貸付事業

年金担保貸付事業につしヽては、厚生年

金保険制度及び国民年金制度に基づき支

給される年金並びに労災年金担保貸付事

業については、労働者災害補償保険制度

に基づき支給される年金の受給者に対

し、その受給権を担保にする特例措置と

して低利で小□の資金を員し付けること

により、高齢者等の生活の安定を支援す

ること及び労災年金受給者の生活を援護

することを目的として、以下の点に留忌

してその適正な事業実施に努める。

なお、当該事業については、見直しの

基本万針に基づく当面の万策として、平

成23年噴からl19行制度における貸付限

度額の31下げ等の借置を請じる。

年0但保費付事業及び労奎年會担保貸付事彙

年金18保貸付事業につしヽては、厚生年金保険制度及び国民年金制度に基づき支

給される年金の受給者に対し、労災年金担保貸付事業につしヽては、労働者災害補

償保険制度に基づき支給される年金の受給者に対し、その受給権をjB保 にする特

例措置として低利でlll口の資金を貸し付けることにより、高齢者等の生活の安定

を支援することや労災年金受給者の生活を撮護することを目的として、以下の点

に留意してその適正こ事業実施に努めた。

また、業務運営に当たつては、利用者の利便性に配慮し、年金受給者にとつて

無理のない返済となるよう配慮した運用に努めるとともに、年金担保貸付事業と

労災年金担保貸付事業を併せて実施するというメリットを活かして効率的r_・ 業

務運営に努めた,

なお、当該事業における貸1寸契約額、資金交付額及び原資の実績は次のとおり

である。

(実績)

〇年 付事業

区   分 平成 20年度～23年度

額

額

約

付

契

交

付

金

貸

資

706,276.080干 円

706,276,080T円

願1覗肌滓
706,276,080二 F円

(213,989,600千円)

年金lB保貸付

区   分

額

額

約

付

契

交

付

金

員

資

平成 20年度～23年度

18,190.570千円

18.190,570千円

原資 貸 付 回 収 金 等 18,190,570T円

【利率設定方式の見直し】

〇 独立行政法人整理合理化計画に基づく運営費交付金の廃止及び年金担保貸

付事業における貸付原資の自己調達1ヒ を踏まえ、業務運営コストを適切に賞1」

金利に反映した。

○ 中期目標期間中lt~お いて損益が均衡するよう貸付金利を設定し、安定00で効

率的な業務運営を実施した。

A
362

A
383

A
400

A
371

A
379

(1)年金10保貸付事業及び労災年金lB保

貸付事業においては、「独立行政法人

整理3理 (ヒ計画」 (平成19年 12月
24日間議決定)に基づく運営費交付

金の廃上、及び年金担保貸付睾業にお

ける貸付原資の自己調達〈ヒを踏まえ、

業務運営コストを分析し、その適正化

を図ることもに、貸付金利の水準に適

切に反映することにより、安定的で効

率的な業務運営に努めること。

(1)年金担保貸付事業及び労災年金lB保

貸付事業においては、「独立行政法人

整理含理化計画」 (平成19年 12月
24日閣議決定)に基づく運営費交付

金の廃上、及び年金lB保貸付事業にお

ける貸付原資の自己調達化を踏まえ、

業務運営コストを分析し、その適正化

を図るとともに、貸付金利の水準に適

切に反映することにより、安定的で効

率的な業務運営に努める。
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《 日 13:年 金担保貸付事業及び労災年 》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H201‖211‖221H23

〈2)業務運営に当たっては、利用者の利

便性に配慮するとともに、僣入申込時

に年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等を行うこ

と。

また、貸付後の返済方法などの返済

条件の緩和の必要性について検討し、

適切な措置を講じること。

(2)業務運営に当たっては、利用者の利

便性に配慮するとともに、借入申込時
に年金受給者にとって無理のない返済

となるよう t~配慮した審査等を行う。

また、貸付後の返済方法などの返済

条件の緩和のlyl要 性につしヽて検討し、

適切な措置を講じる。

【無理のなtl返済に配慮した制度の運用】
○ 利用者にとって必要な資金が融資され、無理のない返済となるように配慮し
た審査等を実施するため、平成22年 2月及び平成23年 12月 に制度取扱を変
更した。

≪平成22年2月の制度取扱変更の内容≫

① 資金の必要性等の確認強イヒ輸 融機関窓□lcおける資金の必要性を確認)

② 満額返済の廃止 碇 額返済のみとし一定額を返戻)

0返済回数の増加 (12回以内 → 15回以内)

④ 貸付条件変更制度の導入 (1回あたりの返済額について変更可能)

≪平成23年 12月の制度取扱変更の内容》

① 融資眼度額の31下 |プ (年間の年金支給額の12倍以内 ⇒ 10倍以内)

② 返済額の上限設定 (1回の年金支綸額の範囲内 ⇒ 2分の1以内)

0資金使途区分の変更 (資金使途1 0CXI分 、使途に関わらす融資限度額250
万円→資金使途8区分、臨0春生活資金は融資限度額100万円、その他の資金
は250万円)

④ 生活保護に関する年金lB保融資の利用制限強|し (生活保護受給中の者の利
用制限に加え、年金担保融資を利用中に生活保護を受給した者については、
生活保護廃止後5年FoOは 融資利用不可)

○ 平成22年 2月に増入した返済期F83中 生活困窮に陥った者に係る員付条件変

【東日本人震災への対応】
○ 東日本人震災の被災地域に居1主する利用者に対し、以下の措置を講じた。

① 平成23年4月 15日の約定返済について一律に猶予

後日申し出により、返済充当も可能とした。

平成23年6月以降の貸付条件の変更措置 (実績1951牛 承認)

災害の貸付条件変更申請は、原貝」6か月以内であるが、当分の間申請を

受け付けることとした。

返済相談のための専用回線 (フリーダイヤル)による特別相談窓口を設置

新規僣入申込みについて、提出必要書類等の緩和

②

③

④

(3)年金担保貸付制度及び労災年金担保

員付制度の周知を図るとともに、受託

金融機関の窓□等における利用者への

適切な対応に努めること。

(3)ホ ームページ、リーフレット等によ

り、年金担保貸付制度及び労災年金lg

保貸付制度の周知を図る。

【貸付制度の周知】

○ 機構ホームベージによる広報やリーフレット等lcよる受話金融機関等を通
じた広報を実施するとともに、自治体、福祉関1系団体、司法関係団体、消費者
関係団体等に協力依頼し、制度情報の周知を行つた。

○ お」度取扱変更の内容を同知するため、プレス発表を行うこともに、機構ホー
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日13:年 金担保貸付事業及び労災年 事業≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H21
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

ムベージによる広報を行つた。また、ポスター及びチラシを作成し、受話金融

機関、社会福祉協議会、年金事務所等に配布した。

〇 ホームページ、リーフレット等に多重債務者に対する専門相談機関への相談

勧奨、相談先を明記するとともに、平成23年 12月の制度取扱い変更にあわせ

て、借入申込書類にも注意を促すためのごあんないを追力0した。

(4)受話金融機関の窓口等における利用

者への適切な対応に努めるために、受

託金融機関事務打3せ 会議の開催場

所、回数等を見直し、更なる周知徹底

に努める。

鰻 託金融機関に対する事務取服の同知徹底】

○ 受託金融機関の窓□等における利用者への適切な文」順を図るために、受話金

融機関事務打含せ会議を全国で開催した。

なお、開催にあたっては、適正な規模の会場を選定するとともに、承継年金

住宅融資等債権管理回収業務と合同で開催することにより、事務及び経費の効

化を図つた。

区  分 開催回数 開催場所

平成20年 ly・

平成21年度

平成22年度

8回 全国7か所

全国7か所

全国7か所

全国7か所

9回

9回

平成23年度 9回

全受託金融機関数にヌ」する同会議に参ち0した受託金融機関の害崎

(4)年 金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した詈査等の実施に

伴う事務処理の増力0を考慮しつつ、事

務処理方法の見直し等により、暦入申

込みから貸付実行までの期間を平成 1

9年度としヒ較して短縮するよう取組を

行うこと。

(5)年 金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等の実施に

伴う事務処理の増力0を考慮しつつ、事

務処理方法の見直し等により、借入申

込みから貸付実行までの期間を平成 1

9年度と比較して短縮するよう取組を

行う。

【事務処理方法のPo5題点の洗い出し】

○ 麿入申込から賞1寸実行までの事務処理方法について、問題点の洗い出しを行

い、貸付決定処理にあたって作成する資料をスリム化することなどにより事務
の効率イしを図つた。

○ 平成22年2月及び平成23年 12月 に希J度取扱を変更したことにより、審査

に係る事務処理は1曽 力0したものの、借入申込みから貸付実行までの期間は、

平成19年度と同程度に維持した。



く評価項 1 4 承継年 理回収業務及び承継教育資金貸付けあつせん業務≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価

10 量■年金住宅DE●●●●■□颯

彙口凛び承m■ ■o颯付けめ,せん

彙ロ

(1)承継年金住宅融資等償権管理回収業
務

承継年金住宅融資等債権管理回収業
務については、回収金が国への納付に
より年金綸付の財源となることを踏ま
え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努めること。

10 彙彗年金住宅融資●●櫃薔■回収

彙市凛び量■曲青責査費付けあっせん

彙薔

(1)承継年金住宅融資等債権管理回収業

務

承継年金住宅融資等債権管理回収業

務については、回収金が国への納付に

より年金綸付の財源となることを踏ま

え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努める。

０

■

承■年白住宅nt●●権管理口瞑彙澤凛び承●敏育資金彙付けあっせん颯

承継年金1主宅融資等債権管理回IIP業務については、回収金が国への納付によ

り年金給付の財源となることを踏まえ、以下の点に留意して業務を実施した。

【貸付先の財務分析・保証機関等の評価等】
O 貸付先の財務状況等の把握及び分析について、転貸法人については、決算書

を徴求し、財務状況等の把握及び分析を行うとともに、各法人へのヒアリング
を実施し、必要な指導等を行つた。住宅生活協同組合等lcつ しヽては、受話金融
機関からその現状についての報告及び決算書を徴求し、、財務状況等のlE握及

び分析を行うとともに、各法人へのヒアリングを実施し、必要な指導等を行つ

た。

○ 連帯保証人の状況について、受話金融機関に対し報告を求め、必要に応じて、
受託金融機関に保証人の変更、i8カ0等の債権保全措置を講じた。

全額債務保証を行つている金融機関について、財務諸表を入手し、財務状況
の分析及び評価を行い、保証履行能力等の評価を行つた。

【財務状況等を勘案した自己査定の実施】
○ 貸付金の自己査定基準に基づき、貸付先の財務状況等を勘案した債権分類を
行しヽ、貸倒3当金を適正に計上した。

A
362

A
383

A
400

A
385

A
383

① 年金住宅融資等債権について、員

付先の財務状況等の把握及び分析、

担保物件及び保。I機関又は保証人の

保証履行能力の評価等を適時に行う

ことにより、適切な債権管理に努め

ること。

① 必要に応じて関係行政機関及び受

託金融機関と緊密に連携しつつ、年

1回、買付先の財務状況等の把握及

び分析を行うとともに、適時、IB保

物件及び保証機関又は保証人の保証

履行能力の評価等を行う。

② 年金住宅融資等債権について、年
1回、回収の難易度lc応 じた債権分

類の実施又は見直しを行う。

③ 転賃債権に係るローン保証会社

について、年1回、保証履行能力の

把握及び分析を行う。

〔保証履行能力の把握及び分析】

○ 転貸債権に係る□―ン保証会社の財務諸俵及び格付け (Moody｀ s、 S&P)
により、各社の保証履行能力の実態把握及び分析を行い、保証能力を確認した。

② 年金住宅融資等債権について、適

時的確に回収を行うことにより、延

滞債権の発生の抑制に努めること。

④ 年金住宅7‐m資等債権について、必

要lc応 じて関係行政機関との協議を

行いつつ、担保K10保 証の状況等に応

じて適時的確に債権回収を行うこと

により、延滞債権の発生の抑制に努

める。

随 時的確な債権回収】
0 解散を予定している貸付先に対して、機構債権の受話金融機関への贋権譲渡

等により債権を回収した。

○ ローン返済困窮者に対する返済条件の変更措置及び民事再生法の適用によ
る返済条件の変更措置を実施した。
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《 承継年金住 資金評価項目 14: 回収業務及び承継教育 貸付けあつせん業務》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定熙価

期間の評価H21 1 H21  1 H22 1 ‖23

中小企業金融円滑化法の施行等を踏まえ、ローン返済困窮者に係る返済条件

の変更措置の拡充 (元金償還猶予期FB5中 の利息の軽減)を行うとともに、ロー

ン返済困窮者に対する返済条件の変更措置について、受託金融機関等に同知し

た。

【東日本大震災への対応】

O 東日本人震災における被災者に対し、以下の措置を講した。

① 返済条件変更措置の拡充 (実績1391牛 )

②

・ 元金及び利息の返済猶予 (り 災害」合に応じて、1年～5年 )

元金の返済猶予及び返済猶予期F85中 の利率の軽減 (り災割合に嘔じて、

貸付利率から15%3き 下げた利率又は05%を限度とした軽減)

返済期Fo5の延長 (り 災3」含に応じて、1～ 5年 )

平成23年9月約定分の返済猶予措置の実施 (実績1111牛 )

被災者の転借人で、貸付先の転貫法人に対し返済がなく、かつ連絡がとれな

い場合、同約定期日に係る償還の猶予を申請した貸付先に文」し、猶予の措置

を講じた。

返済相談のための専用回線 (フ リーダイヤル)による特別相談窓口を設置

Cの取扱期間を延長

「災害を受けた日から 1年以内に申請のあったものまで」としていた①の取

扱期F83を 当面の間、延長する措置を話じた。

Ｏ

④

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に関し、平成23年8月 に

転賞浩人に対し、転借人との相談業務を行ううえで参者となるカウンセリング

シートを提示し、併せて意見交換会を実施した。また、平成23年9月 に住宅

金融支援機構と併せ貸し分の取扱いについて、協議を行った。

◎ 延滞贋権について、貸付先に対す

る督促、保証機関又は保証人に対す

る保証履行請求及び担保物件の処分

等を適切に行うことにより、早期の

債権回収に努めること。

⑤ 延滞債権について、賃付先 lL文ゴす

る督促、保証機関又は保証人に対す

る保証履行請求及び担保物件の処分

等を適切に行うことにより、早期の

債権回収に努める。

【延滞債権への対応】

○ 長期IIE滞債権について、受託金融機関に対し保証人の調査、支払督促等の指

示を行うとともに、必要に応じ、保証機関又は保証人に対する保証履行請求及

び担保物件の処分を実施した。また、短期延滞債推については、転貸法人等に

対し、迅速かつ着実な督促等の徹底を図った。

61 転貸法人に対して必要な助言等を

行うことにより、転貸法人による適

切な債権回収を推進する。

【転賞法人への指導強化】

○ 転貸法人に対するヒアリングを通じて実情等を把握するとともに、必要な助

言、信導等を行つた。

また、指導専Pヨ 員及び転賃法人から定期報告 (年2回 )、 指導専Pヨ員の打ち

合わせ会議を行い、指導専門員による転貸法人の債権管理に関する指導を行つ

た。
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《評価項 目 1 4 金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務≫

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価‖20 1 ‖21  1 ‖22  1 ‖23

(2)承継教育資金貸付けあつせん業務

「独立行政法人整理合理イじ計画」を

踏まえ、平成20年度から承継教育資

金員付けあつせん業務を休止するこ

と。

(2)承継教育資金貸付けあつせん業務

承継教育資金貸付けあつせん業務に

ついては、平成20年度から業務を体

止する。
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財務目 1 5 内容の改善に関する事項》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定澤価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

●5 H●内害の改薔に■する事項

通則法第29条第2項第4号の財務

内容の改善に関する目標は、次のとお

りとする。

■4 予算.収支針画及び資金計画
1 予算   別表 1のとおり
2 収支針■ 別表2のとおり

3 ■00「西 別表3のとおり

A
387

A
383

A
4∞

A
371

A
385

菫轡費奎付金201の収スの薔保

運営貢交付金を充当して行う事業につ

いては、それぞれの事業目的を損なわな

い範囲で、利用者負担その他の自己収入

を確保することに努めること。

【運営費交付金以外の収入の確保】

○ 福祉医療経営指導事業及び福祉1果健医療情報サービス事業においては、運営

費交付金以外の収入の確保に取組み、各事業において、概ね予算を上回る自己

収入を確保した。

≪福祉医療経営:福祉医療経営指導事業収入≫              (
区  分 予算額 実績額   1  対予算比

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

35,035
33,587
39,329
45,053

_1轟卜1●:

福llL保 健医療情報サービス事業収入≫          (単 位 :

区  分 予算額 実績額 対予算比

平成20年度

平成21年度

19,426
20,062

19978
19,720
26,620

1028%
983%

平成22年度 49,978 1332%
平成23年度 19,720 18,914 959%

自己資金■■による■付■■0■保
福祉医療貸付事業及び年金IBl呆貸付事

業において、財投機関債の発行等による

資金調達を適切に行うこと。

口
○

≪1

≪

段機関債の発行等による資金調達】

財投機関康の発行については、 lR(投資家向けの広報活動)を積極的に実

むしたこと等により、市場において優位性の確保を図り、かつ適切な発行条件

C円滑な資金調達を行つた。

31■医療貸 (一般勘定)

平成20年度

平成21年度

平成22年度

100億円

100億 円

100億円

100億円

100億円

230億円
平成23年度

平成23年 6月 16日

平成23年 12月 16日

T金担保貸付事業 (年金担保貸付勘定)≫~τ
分  1 金

~額

 1年 限 1 発 行 日  |

平成20年 6月 19日

平成21年 6月 17日

平成22年 6月 16日

平成22年 12月 16日

平成20年度

平成21年度

300億円 3年 平成20年 6月 19日  |
240億円 3年

3年 =所
あ年百2角 10百

~1

240億円 平成21年 6月 17日
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《評価項目15:財 務内容の改善に関する事項》

中 期 日 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1  H21  1 H22  1 H23

平成22年度

平成23年度
平成23年 12月 16日

平成21年 12月 17日

平成22年 6月 16日

平成22年 12月 16日
平成23年 6月 16日

■ 5 饉■借入金の日魔領

1 ■●● 91,600百 万円

2 燿定される■由

(1)運営費交付金の受入れの遅延等によ

る資金不足に対応するため。

(2)一般勘定におしヽて、貸付原資の調達

の遅延等による貸付金の資金不足に対

応するため。

(3)年金担保貸付勘定及び労災年金担保

貸付勘定において、貸付原資に充当す

るため。

(4)其済勘定におしヽて、退暇者の増力D等

による給付費の資金不足に対応するた

もう。

(5)予定外の退職者の発生に伴う退職手

当の支給等、偶発的な出資に対応する

ため。

【短期借入金の実績】

○ 福祉医療貸1寸 事業 (一般勘定)及び年金担保貸付事業 (年金担保貸付勘定)

において、資金繰上、一時的に貸付原資が不足したことから、短期借入金で対

応した。なお、当該短期借入金については、賃付先からの貸付回収金等で返済
している。

付事業 (一般勘定)》

区 分 一額

金
一金

入
一

僣
Ｆ

期
．

短

数回
年度末残高

平成20年度

平成21年度 2回 4,392百万円 0百万円

平成22年度

平成23年度

≪年金担保貸付事業 (年金担保貸付勘定)

区 分
短 期 借 入 金

年度末残高
回 数  1 金 額

平成20年度

平成21年度

回

回

５

２２

7.560百万円

128.100百 万円

0百万円

25,950百万円

平成22年度 36回 238,080百 万円

175160百 万円

31.590百万円

平成23年度 38回 16,410百万円

責■の有薔活用

機構の保有する資産の活用方法につい

て、自己収入の増力3を図ろ等の観点から、

中期目標期FoO中 に見直しを行うこと。

また、利益剰余金や保有する施設等に

ついて、保有の必要性があるか、必要な

場合でも最小限のものとなっているかに
つしヽて不断の見直しを行い、不要と認め

られるものについては、速やかに国庫納

付すること。

■6 不薔財■又は不要‖■となることが

見込まれる財壼がある場合には、当菫財

醸0晏分に口する計■

見直しの基本方針に基づき、以下のと

おり国庫納付する。
・ 宝塚宿舎 (兵庫県宝塚市、戸建3
戸)、 川西宿舎 (兵庫県川西市、戸

建 1戸 )、 千里山田宿舎 (大阪府吹

田市、区分所有建物2戸)及び公庫

総合運動場 (東京都三鷹市)につい

て、平成23年度中lL、 原則現物納

付により国庫納付する。ただし、現

物納付が困難な場合は売却し金銭納

付を行う。

【保有資産の見直し】

○ 見直しの基本万針に基づき、次のとおり適切に国庫納付又は国庫納付の手続

きを進めている。

≪戸塚宿舎》

平成22年 8月 に売却し平成23年 3月 に国庫納付を完了した (国庫納付額
214億円)。

≪公庫総含運動場≫

公厚総含運動場については、中期計画に定めた計画に基づき、平成24年 1

月30日付で国庫納付 (現物納せ)した。
《千里山田宿舎≫

千里山田宿舎 (大阪府吹田雨、区分所有建物2戸 )については、中期計画
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《評価項目15:財務内容の改善に関する事項》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価H20 1 H21  1 H22  1 H23

。 東ス留米宿舎 (東京都東ス留米市、

戸建3戸 )、 小金井宿舎 (東京都小

金丼市、戸建2戸 )、 玉川盾舎 (東

京都世田谷区、戸建 2戸 )、 日野宿

舎 (東京都日野市、戸建5戸 )、 用

賀宿舎 (東京都世田谷区、集合住宅

1棟)、 上大岡宿舎 (横浜市港南区、

集合住宅 1棟 )、 宝塚宿舎 (兵庫県

宝塚市、集合住宅 1棟 )、 千里山宿

舎 (大阪府吹田市、集合住宅 1棟 )、

高槻宿舎 (大阪府高槻市、集含住宅

1棟)に ついて、平成24年度以降

に、原貝」現物納付により国庫納付す

る。ただし、現物細付が困難な場合

は売却し金銭納付を行う。
・ 年金担保貸付勘定及び労災年金担

保貸付勘定に係る政府出資金等につ

いて、業務廃止後、金銭納付により

国庫納付する。

■ 7 鮨 60口壺以外の菫■な財■書■■

し,又は担保に供しようとするときは.

その計日

なし

■ 8 口,金の使逮

全勘定に共通する事項

業務改善にかかる支出のための原資

職員の資質向上のための研修等の財源

労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増力0に対処するため

の貸付原資

に定めた計画に基づき、平成24年3月 30日 付で国庫納付 (現物納付)した。
≪宝塚宿舎ほか》

宝塚宿舎 (兵庫県宝塚市、戸建3戸 )、 川西宿舎 (兵庫県川西市、戸建 1

戸)に ついては、中期計画に定めた計画に基づき、国庫納付 (IIP物納付)の
手続きを進めていたところであるが、近隣住民との土地の境界確定協議が整

わなかつたことから、現物納付701困難となつた。

このため、関係機関と協議した結果、当該財産を売却し金銭により国庫納

付を行うべく、売却に当たっての近隣住民に対する説明や売却スケジュール

等の調整を行い、平成24年3月 23日 に入本しを行い落本Lされたことから平成

24年度において速やかに国庫納付することとしている。
≪東ス留米宿舎ほか》

東ス留米宿舎、小金井届舎ほかについては、平成24年度中における入居

者の退去を促すため、入居者に対する説明会を実施した。
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≪僻価項目16:人事に関する事項》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

■6 モ0●彙薔■曹に日する重喜事ロ
通貝」法第29条第2項第5号のその

他業務運営に関する重要目標は、次の

とおりとする。

人事に口する事項
(1)効率的かつ効果的な業務運営を行う

ため、組織編成及び人員配置を実情lc

応じて見直すこと。

(2)人事評価制度の運用により職員の努

力とその成果を適正に評価するととも

に、人材の育成に努め、士気及び専P3

性の高い組織運営に努めること。

薔g その籠主薔曹令で雇める●●E営に

■する事項
独立行政法人福祉医療機構の業務運

営並びに財務及び会計に関する省令

(平成 15年厚生労働省令第 148
号)第 4条の業務運営に関する事項は、
次のとおりとする。

1 ■■0人事に口するEl■

(1)方針

① 業務処理方法の改善等を図り組織

のスリムイしに努めるとともに、各業

務の特性や業務量を踏まえ、組織編

成及び人員配置を実情に即して見直

す。

② 人事評価制度の適正な運用を行

い、評価結果を人事及び給与等に反

映し、■気の高い組織運営に努める。

③ 質の高いサービスの提供を行うこ

とができるように、各業務の特性に

応じて、専Pヨ性の高しヽ職員の育成・

確保に努める。

担当業務に必要な知識・技術の習

得、職員の能力開発等を目的として

各種研修を実施する。

④

【適正な人員配置】

陶 織のスリム化等】に同じ

【人事評価制度の運用】

○ 人事評価制度の適正な運用を行しヽ、職員の努力とその成果を適正に評価する
とともに、評価結果を人事及び給与等に反映することにより、士気の高い組織

つ

区 分 取 組 内 容

平成20年度

人事評価結果の反映の拡大

人事評価結果に基づく新たな昇給制度 (査定昇給制度)

を導入

平成21年度 ・人事評価の結果を昇給、賞与の支給等に反映

平成22年度
暇員の努力とその成果を評価l_一層反映するための仕組
みを新たに導入

平成23年度 ・人事評価結果の反映を更に拡大

【研修の充実】

○ 専P5性を磨き、民間活動への支援の質を高めるため、福祉・医療分野におけ

る専門家等を招いて研修を開催した。

また、専門性の高い職員を育成 確保するため、平成22年 4月から資格取

得支援制度を新たに導入・実施した。

○ 教育 副‖練プログラムを効果的に運用するため、役職 (職制)に応じた研修

メニューなど、人事評価制度のコンピテンシーの向上に直接結びつく研修や、

さβ署毎lcおける固有の能力を習得するための研修メニューを実施した。

A
4CЮ

A
383

A
400

A
400

A
396
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《評価項目16:人事に関する事項》

中 期 目 標 中 期 計 画 暫定評価期間 (平成20年度～23年度)の実績報告
事業年度評価結果 暫定評価

期間の評価
ｕ
ｎ

ｕ
ｎ

(2)人員に係る指標

期末の常勤職員数を期初の常動職員

数の 100%以 内とする。

(参考 1)期初の常勤職員数 299人
(参者2)中期目標期間中の人件費総

額見込み 11.509百 万円

ただし、上記の額は、役員報酬並

びに職員基本給、暉員諸手当及び時

FoO外 勤務手当に相当する範囲の費用

である。

2 歯■及び口僣に■する計固
なし

3 籠立金の彙分に■する事項

前期中期目標の期Fo3の最終事業年度に

おいて、独立行政法人通則法第44条の

処理を行つてなお積立金があるときは、

その額に相当する金額のうち厚生労働大

臣の承認を受けた金額について、自己収

入財源で取得し、当期へ繰り越した固定

資産の減価償却に充てることとする。

区 分 部PS別の専P5研修 職階毎の能力開発研修

平成20年度

平成21年度

内
=β

研修 47回
外

=β

研修 75回

内部研修 54回
外部研修 85回

内きβ研修 67回
外音β研修 86回

内部研修 82回
外部研修 65回

公開セミナー  29コース 74人
通信教育    20コ ース 59人
公開セミナー  26コ ース 72人
通信教育    1613-ス  41人

平成22年度

平成23年度

公開セミナー  19コース 40人
通信教育    17コ ース 33人
公開セミナー  21コース 51人
通信教育    16コ ごス 29人

【人員に係る指標】

○ 業務の実態を踏まえつつ、

末の常勤臓員数については、

組織体市」及び人員配置の見直しを行つた結果、期
期初の常勤眠員数の1000/c以 内となり、中期計

○ 平成22年度より国家公務員再就職者が就任していた理事ポスト (1名 )を
削減したことにより、国家公務員再就職者は0と なつた。

また、国家公務員の再就職者 (職員)のポストについては、現暇者定年後、

国家公務員による再就職を解消することとした。

なお、平成21年度までに廃止するよう指導されている国家公務員再就職者

が就いている嘱託ポストに該当するものは設置していない。

期初の常勤旧員数
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